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Ⅰ．情報公開制度の運用状況 

 

１．保有情報公開の請求 

 

⑴ 処理状況 

平成３０年度の保有情報公開請求は、１６０件ありました。 

保有情報公開請求に対する処理状況を見ると、全部公開が５６件、部分公開が７９件、公文書

不存在が２０件、取下げが４件、却下が１件で、公開率は１００％でした。 

 

表１ 保有情報公開請求処理状況 

区 分 平成３０年度 平成２９年度  

※公開率＝（全部公開件数＋部分公開件数） 

÷（請求件数－取下げ等）×１００ 

 

取下げ等とは、不存在、取下げ、却下の合計

件数です。 

 

※請求者数は延べ人数です。  

   

※平成３０年度の請求に対して決定を行った件

数を計上しています。 

 

※審査請求の件数は、平成３０年度の請求に対す

る決定についての審査請求件数を計上してい

ます。 

（令和元年（２０１９年）１０月１日現在） 

請 求 者 数 １１５人 １００人 

請 求 件 数 １６０件 １４０件 

処 

 

理 

 

状 

 

況 

全部公開 ５６件 ４１件 

部分公開 ７９件 ７４件 

非 公 開 ― ２件 

存否応答

拒 否 
―  

不 存 在 ２０件 ２０件 

取 下 げ ４件 ３件 

却 下 １件 ― 

公 開 率 １００％ ９８．３％ 

審 査 請 求 ６件 １件 

   

⑵ 実施機関別請求状況 

実施機関別の請求状況は、市長に対するものが１００件（土木部２３件、都市整備部１４件な

ど）、教育委員会に対するものが４１件、上下水道事業管理者に対するものが１７件（上下水道

経営部２件、上下水道事業部１５件）などでした。 
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表２ 実施機関別請求件数                                                        （単位：件） 

実 施 機 関 名 請求件数 
処 理 状 況 

全部公開 部分公開 非 公 開 不 存 在 取 下 げ 却 下 

市

長 

市 長 公 室 ４ ３ １ ― ― ― ― 

総 合 政 策 部 ４ ２ １ ― ― １ ― 

市駅周辺等活性化推進部 ３ ― ３ ― ― ― ― 

市 民 安 全 部 １ １ ― ― ― ― ― 

総 務 部 ８ ５ １ ― ２ ― ― 

財 務 部 １１ ６ ３ ― １ ― １ 

産 業 文 化 部 ８ ２ ６ ― ― ― ― 

健 康 部 ５ ３ ２ ― ― ― ― 

長 寿 社 会 部 ６ ２ ３ ― １ ― ― 

福 祉 部 ５ １ ４ ― ― ― ― 

子 ど も 青 少 年 部 ２ １ ― ― １ ― ― 

環 境 部 ６ １ ５ ― ― ― ― 

都 市 整 備 部 １４ ８ ４ ― １ １ ― 

土 木 部 ２３ ２ １７ ― ４ ― ― 

会 計 課 ― ― ― ― ― ― ― 

小      計 １００ ３７ ５０ ― １０ ２ １ 

教
育
委
員
会 

総 合 教 育 部 １０ ４ ５ ― １ ― ― 

学 校 教 育 部 ２７ ９ １０ ― ７ １ ― 

社 会 教 育 部 ４ ２ １ ― ― １ ― 

小      計 ４１ １５ １６ ― ８ ２ ― 

選 挙 管 理 委 員 会 ― ― ― ― ― ― ― 

公 平 委 員 会 ― ― ― ― ― ― ― 

監 査 委 員 ― ― ― ― ― ― ― 

農 業 委 員 会 ― ― ― ― ― ― ― 

固定資産評価審査委員会 １ １ ― ― ― ― ― 

上
下
水
道
事

業
管
理
者 

上 下 水 道 経 営 部 ２ ２ ― ― ― ― ― 

上 下 水 道 事 業 部 １５ １ １３ ― １ ― ― 

小      計 １７ ３ １３ ― １ ― ― 

病 院 事 業 管 理 者 ― ― ― ― ― ― ― 

議 会 １ ― ― ― １ ― ― 

合      計 １６０ ５６ ７９ ― ２０ ４ １ 

   

 

 

 

  

2



 

⑶ 部分公開、非公開の適用条項 

部分公開及び非公開と決定したものについて、非公開の理由として適用した条項の内訳は、条

例第５条第１号の個人に関する情報が３８件、同条第３号の法人等又は事業を営む個人の当該事

業に関する情報が３１件、同条第４号の任意提供情報が２件、同条第６号の審議、検討等情報が

４件、同条第７号の事務又は事業に関する情報が２９件でした。 

 

表３ 部分公開、非公開の適用条項                                                （単位：件） 

区 分 平成３０年度 平成２９年度 

請 求 件 数 １６０ １４０ 

部 分 公 開 及 び 非 公 開 件 数 ７９ ７６ 
                                
  

  平成３０年度 

平成２９年度

（改正条例に基

づく決定） 

条例第５条第１号  個 人 に 関 す る 情 報 ３８ ２３ 

第２号  法 令 秘 情 報 ― ― 

第３号  
法 人 等 又 は 事 業 を 営 む 個 人 

の 当 該 事 業 に 関 す る 情 報 
３１ １５ 

第４号  任 意 提 供 情 報 ２ ― 

第５号  公 共 の 安 全 等 に 関 す る 情 報 ― ― 

第６号  審 議 、 検 討 等 情 報 ４ ２ 

第７号  事 務 又 は 事 業 に 関 す る 情 報 ２９ ２１ 

 

（注） １件の中に適用条項が複数存在するものは、それぞれの欄に計上しています。 

 

 

   

平成２９年度 

（旧条例に基づ

く決定） 

条例第６条第１号  個 人 に 関 す る 情 報  １２ 

第２号  法 令 秘 情 報  １ 

第３号  法 人 等 に 関 す る 情 報  ６ 

第４号  国 等 と の 協 力 関 係 情 報  ― 

第５号  任 意 提 供 情 報  ― 

第６号  意 思 形 成 過 程 情 報  ２ 

第７号  事 務 事 業 執 行 過 程 情 報  １１ 

第８号  公共の安全と秩序の維持に関する情報  ― 
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⑷ 請求者の内訳 

請求者の内訳は、市内に住所を有する者が９３人、市内に事務所又は事業所を有する個人及び

法人その他の団体が１５人、市内の事務所又は事業所に勤務する者が３人、実施機関が行う事務

事業に利害関係を有するものが４人でした。 

 

表４ 請求者の内訳                                                              （単位：人） 

区 分 平成３０年度 平成２９年度 

市内に住所を有する者 ９３ ７７ 

市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体 １５ １８ 

市内の事務所又は事業所に勤務する者 ３ １ 

市内の学校に在学する者 ― ― 

市税の納税義務を有する者 ― ― 

実施機関が行う事務事業に利害関係を有するもの ４ ４ 

合 計 １１５ １００ 

 

２．保有情報公開の申出（任意的な公開） 

 

⑴ 処理状況 

平成３０年度の保有情報公開申出は、９４件ありました。 

保有情報公開申出に対する処理状況を見ると、全部公開が５９件、部分公開が３０件、公文書

不存在が４件、取下げが１件、公開率は１００％でした。 

 

表５ 保有情報公開申出処理状況 

区 分 平成３０年度 平成２９年度  

※公開率＝（全部公開件数＋部分公開件数） 

÷（申出件数－取下げ等）×１００ 

 

 取下げ等とは、不存在、取下げ、却下の

合計件数です。 

 

※申出者数は延べ人数です。    

 

※平成３０年度の公開申出に対して回答を行っ

た件数を計上しています。 

申 出 者 数 ６１人 ７２人 

申 出 件 数 ９４件 １０７件 

処 

 

理 

 

状 

 

況 

全 部 公 開 ５９件 ５７件 

部 分 公 開 ３０件 ４１件 

非 公 開 ―件 ―件 

存 否 応 答 

拒 否 
―件 ―件 

不 存 在 ４件 １件 

取 下 げ １件 ８件 

却 下 ―件 ―件 

公 開 率 １００％ １００％ 
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⑵ 実施機関別申出状況 

実施機関別の申出状況は、市長に対するものが６９件、上下水道事業管理者に対するものが 

１３件、教育委員会に対するものが１２件でした。 

 

表６ 実施機関別申出件数                                                        （単位：件） 

実 施 機 関 名 申出件数 
処 理 状 況 

全部公開 部分公開 非 公 開 不 存 在 取 下 げ 却 下 

市

長 

総 合 政 策 部 ― ― ― ― ― ― ― 

市駅周辺等活性化推進部 ― ― ― ― ― ― ― 

市 民 安 全 部 １０ ９ １ ― ― ― ― 

総 務 部 ― ― ― ― ― ― ― 

財 務 部 ３ ３ ― ― ― ― ― 

産 業 文 化 部 ３ ２ １ ― ― ― ― 

健 康 部 ８ ６ １ ― １ ― ― 

長 寿 社 会 部 ― ― ― ― ― ― ― 

福 祉 部 ３ １ ２ ― ― ― ― 

子 ど も 青 少 年 部 ３ ２ １ ― ― ― ― 

環 境 部 ７ ５ ２ ― ― ― ― 

都 市 整 備 部 ２２ １９ １ ― ２ ― ― 

土 木 部 ９ ２ ６ ― １ ― ― 

会 計 課 １ １ ― ― ― ― ― 

小      計 ６９ ５０ １５ ― ４ ― ― 

教

育 
委

員

会 
総 合 教 育 部 ４ ２ ２ ― ― ― ― 

学 校 教 育 部 １ １ ― ― ― ― ― 

社 会 教 育 部 ７ ６ １ ― ― ― ― 

小     計 １２ ９ ３ ― ― ― ― 

上
下
水
道
事

業
管
理
者 

上 下 水 道 経 営 部 ― ― ― ― ― ― ― 

上 下 水 道 事 業 部 １３ ― １２ ― ― １ ― 

小     計 １３ ― １２ ― ― １ ― 

そ の 他 ― ― ― ― ― ― ― 

合      計 ９４ ５９ ３０ ― ４ １ ― 

（注） 申出のあった実施機関（部）のみ掲載しています。 

    なお、「その他」には実施機関を特定する前に取下げになったものを計上しています。 
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Ⅱ－１．個人情報保護制度の運用状況 

 

１．保有個人情報開示等の請求 

 

⑴  処理状況 

平成３０年度の保有個人情報開示等請求は９８件あり、開示請求が９６件、訂正請求が１件、

利用停止等請求が１件でした。 

保有個人情報開示請求に対する処理状況を見ると、全部開示が３６件、部分開示が３５件、非

開示が２件、存否応答拒否が３件、不存在が１８件、取下げが２件、開示率は９３．４％でした。 

保有個人情報訂正請求に対する処理状況を見ると、非訂正が１件でした。 

保有個人情報利用停止等請求に対する処理状況を見ると、非消去が１件でした。 

 

表７ 保有個人情報開示等請求処理状況 

区 分 

平成３０年度 平成２９年度  

※開示等率＝(全部開示等件数＋部分開示等件数) 

÷(請求件数－取下げ等 )×１００ 

 

取下げ等とは、不存在、取下げ、却

下の合計件数です。 

 

※請求者数は延べ人数です。  

  

※平成３０年度の開示等請求に対する

決定を行った件数を計上しています。 

 

※審査請求の件数は、平成３０年度の

開示等請求に対する決定についての

審査請求件数を計上しています。 

（令和元年(２０１９年)１０月１日現

在） 

保有個人

情報開示

請求 

保有個人

情報訂正

請求 

保有個人

情報利用

停止等請

求 

保有個人情報開示請求 

（自己情報開示請求） 

請 求 者 数 ８０人 １人 １人 ６９人 

請 求 件 数 ９６件 １件 １件 ８５件 

処 

 

理 

 

状 

 

況 

全部開示等 ３６件 ―件 ―件 ４６件 

部分開示等 ３５件 ―件 ―件 ２９件 

非 開 示等 ２件 １件 １件 ―件 

存否応答拒否 ３件 ―件 ―件  

不 存 在 １８件 ―件 ―件 ９件 

取 下 げ ２件 ―件 ―件 １件 

却 下 ―件 ―件 ―件 ―件 

開 示 等 率 ９３．４% ０％ ０％ １００% 

審 査 請 求  １件 ― ―  ４件（注） 

（注） 審査請求後、４件を１件に併合しました。 

 

⑵  実施機関別請求状況 

実施機関別の請求状況は、市長に対するものが８７件（市民安全部３５件、財務部１４件、市

長公室１１件など）、教育委員会に対するものが５件、病院事業管理者に対するものが６件でし

た。 
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表８ 実施機関別請求件数                                                      （単位：件） 

 

 
請求件数 

処 理 状 況 

全部 

開示等 

部分 

開示等 
非開示等 

存否応

答拒否 
不 存 在 取 下 げ 却 下 

市  
 
 

長 

市 長 公 室 １１ ６ ― ― ― ４ １ ― 

総 合 政 策 部 １ １ ― ― ― ― ― ― 

市 民 安 全 部 ３５ ４ ２５ １ ２ ３ ― ― 

総 務 部 ４ １ ２ ― ― １ ― ― 

財 務 部 １０ ７ １ ２ ― ― ― ― 

健 康 部 ３ １ １ ― ― １ ― ― 

長 寿 社 会 部 ８ ５ １ ― ― ２ ― ― 

福 祉 部 ４ ２ ２ ― ― ― ― ― 

子ども青少年部 ２ ― １ ― １ ― ― ― 

環 境 部 １ ― ― １ ― ― ― ― 

都 市 整 備 部 １ ― ― ― ― １ ― ― 

土 木 部 ３ ２ ― ― ― １ ― ― 

小    計 ８３ ２９ ３３ ４ ３ １３ １ ― 

教
育
委
員
会 

総 合 教 育 部 ２ １ ― ― ― １ ― ― 

学 校 教 育 部 ３ ― ２ ― ― ― １ ― 

小    計 ５ １ ２ ― ― １ １ ― 

病 院 事 業 管 理 者 ６ ３ ― ― ― ３ ― ― 

固定資産評価審査委員会 ４ ３ ― ― ― １ ― ― 

合      計 ９８ ３６ ３５ ４ ３ １８ ２ ― 

（注） 請求のあった実施機関（部）のみ掲載しています。 

 

⑶  部分開示、非開示及び存否応答拒否の適用条項 

部分開示、非開示及び存否応答拒否と決定したものについて、その理由として適用した条項の

内訳は、条例第１５条第１項第２号の開示請求者以外の個人に関する情報が２０件、同項第３号

の法令秘情報が１件、同項第４号の法人等又は事業を営む個人の当該事業に関する情報が２２件、

同項第８号の事務又は事業に関する情報が６件でした。 

 

表９ 部分開示、非開示及び存否応答拒否の適用条項                                （単位：件） 

区 分 平成３０年度 平成２９年度 

請 求 件 数 ９６ ８５ 

部 分 開 示 、 非 開 示 及 び 存 否 応 答 拒 否 件 数 ４０ ２９ 
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（注） １件の中に適用条項が複数存在するものは、それぞれの欄に計上しています。 

 

２．個人情報ファイル 

 

⑴ 届出状況 

各実施機関が作成した個人情報ファイルの届出状況は、平成３１年３月３１日現在、４５０件   

となっています。 

実施機関別の届出状況は、市長が３７４件（健康部６３件、福祉部５５件、財務部５２件、

土木部３６件など）、教育委員会が２４件（学校教育部１０件、社会教育部８件など）、選挙管理

委員会が８件、農業委員会が１１件、上下水道事業管理者が３２件、議会が１件です。 

 

 

  平成３０年度 

平成２９年度

（改正条例に

基づく決定） 

条例第１５条第１項第１号 開 示 請 求 者 に 関 す る 情 報 ― ― 

第２号 開示請求者以外の個人に関する情報 ２０ １２ 

第３号 法 令 秘 情 報 １ １ 

第４号 
法 人 等 又 は 事 業 を 営 む 個 人 の 

当 該 事 業 に 関 す る 情 報 
２２ １１ 

第５号 任 意 提 供 情 報 ― ― 

第６号 公 共 の 安 全 等 に 関 す る 情 報 ― ― 

第７号 審 議 、 検 討 等 情 報 ― ― 

第８号 事 務 又 は 事 業 に 関 す る 情 報 ６ ２ 

第９号 公 益 的 非 開 示 情 報 ― ― 

   

平成２９年度

（旧条例に基

づく決定） 

条例第１６条第２項第１号 法 令 等 の 規 定 に よ る も の  ― 

第２号 個人の評価､判定､診断等に関する情報  ― 

第３号 
事務事業の適正かつ公正な執行に著しい 

支 障 を 及 ぼ す お そ れ の あ る 情 報 
 ― 

第４号 本 人 以 外 の も の に 関 す る 情 報  １３ 

第５号 審 議 会 の 意 見 を 聴 い た も の  ― 
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表１０ 実施機関別届出件数                              （平成３１年３月３１日現在、単位：件） 

実 施 機 関 名 届 出 件 数 実 施 機 関 名 届 出 件 数 

市 
 
 
 
 
 
 
 
 

長 

市 長 公 室    １１ 選 挙 管 理 委 員 会        ８ 

総 合 政 策 部  ３ 公 平 委 員 会        － 

市 民 安 全 部 ３５ 監 査 委 員        － 

総 務 部 ８ 農 業 委 員 会 １１ 

財 務 部 ５２ 固 定 資 産 評 価 審 査 委 員 会        － 

産 業 文 化 部  ２ 上
下
水 

道
事
業 

管
理
者 

上 下 水 道 経 営 部 ２８ 

健 康 部 ６３ 上 下 水 道 事 業 部  ４ 

長 寿 社 会 部 ３０  小 計 ３２ 

福 祉 部 ５５ 病 院 事 業 管 理 者    － 

子 ど も 青 少 年 部 １３ 議 会    １ 

環 境 部 ３１ 

  

都 市 整 備 部 ３３ 

土 木 部 ３６ 

会 計 課 

北 部 地 震 被 災 者 

支 援 対 策 室 

－ 

 

２ 

小 計 ３７４ 

教
育
委
員
会 

管 理 部  ６ 

学 校 教 育 部 １０ 

社 会 教 育 部  ８ 

小 計     ２４ 

 

３．個人情報の目的外利用等 

 

⑴ 枚方市個人情報保護条例第９条第２項第６号及び同条例第１０条第３項第５号の規定による

目的外利用等の状況 

枚方市個人情報保護条例第９条第２項第６号の規定により目的外利用をし、又は同条例第１０

条第３項第５号の規定による提供を受けて目的外利用をしたのは７４件で、実施機関内（市長、

教育委員会及び上下水道事業管理者）及び実施機関相互（市長と教育委員会、市長と上下水道事

業管理者など）での利用です。 

 
＜参考＞  ・枚方市個人情報保護条例第９条第２項第６号 

正当な事務若しくは事業の遂行又は市民の福祉の向上のため特に必要があると実施機関が認めるとき。 
・同条例第１０条第３項第５号 
正当な事務若しくは事業の遂行又は市民の福祉の向上のため特に必要があると実施機関が認める場合にお

いて、他の実施機関に提供するとき 
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N
O

目
的

外
利

用
を

し
た

課
名

個
人

情
報

を
保

管
す

る
課

名
利
用
を
認
め
た

個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
の
名
称

利
用
を
認

め
た

個
人

情
報

の
項

目
利

　
　

用
　

　
目

　
　

的
利

用
を

認
め

た
期

間

1
市

民
活

動
課

市
民

室
住
民
基
本
台
帳

住
所
、
生
年
月

日
、

性
別

、
世

帯
番

号
、
住
所
キ
ー

自
治

会
区

域
ご

と
の

人
口

・
世

帯
数

・
高

齢
化

率
等

を
算

出
し

、
自

治
会

に
提

供
す

る
た

め

平
成

30
年

4月
24
日

か
ら

平
成

31
年

3月
31
日

ま
で

2
税

制
課

市
民

室
住
民
基
本
台
帳

個
人
カ
ナ
氏
名

、
個

人
漢

字
氏

名
、

宛
名
番
号
、
性

別
、

生
年

月
日

、
続

柄
、
届
出
日
、

住
所

コ
ー

ド
、

郵
便

番
号
、
現
住
所

、
現

住
所

方
書

、
通

称
名
、
前
住
所

、
前

住
所

方
書

、
転

入
前
住
所
、
転

入
前

住
所

方
書

、
世

帯
番
号
、
世
帯

主
漢

字
氏

名
、

異
動

日
、
異
動
事
由

、
住

民
届

出
日

、
住

民
日
、
住
定
届

出
日

、
住

定
日

、
住

定
事
由
、
転
出

地
住

所
、

減
届

出
日
、
減
異
動
事

由
、

転
出

地
住

所
方

書
、
減
異
動
日

、
処

理
日

、
誤

謬
、

世
帯
内
順
序
、

再
転

入
フ

ラ
グ

、
外

字
作
成
中
フ
ラ

グ
、

入
力

地
、

外
国

人
住
民
日

住
基

連
携

デ
ー

タ
と

の
整

合
性

確
認

の
た

め
平

成
30
年

4月
2日

か
ら

平
成

31
年

3月
30
日

ま
で

3
資

産
税

課
市

民
室

住
民
基
本
台
帳

氏
名
、
宛
名
番

号
、

性
別

、
生

年
月

日
、
続
柄
、
届

出
日

、
郵

便
番

号
、

住
所
（
現
・
前

・
転

入
前

・
転

出
地
）
、
方
書
（

現
・

前
・

転
入

前
・

転
出
地
）
、
通

称
名

、
世

帯
番

号
、

世
帯
主
氏
名
、

異
動

日
、

異
動

事
由
、
住
民
届
出

日
、

住
民

日
、

住
定

届
出
日
、
住
定

日
、

住
定

事
由

、
減

届
出
日
、
減
異

動
事

由
、

減
異

動
日
、
処
理
日
、

誤
謬

、
世

帯
内

順
序
、
再
転
入
フ

ラ
グ

、
外

字
作

成
中

フ
ラ
グ
、
入
力

地
、

在
留

資
格

、
在

留
期
間
等
、
外

国
人

住
民

日

税
務

署
へ

の
固

定
資

産
課

税
台

帳
記

載
事

項
通

知
事

務
及

び
法

定
相

続
人

調
査

事
務

に
使

用
す

る
た

め

平
成

30
年

4月
11
日

か
ら

平
成

31
年

3月
31
日

ま
で

4
資

産
税

課
開

発
調

整
課

建
築
確
認
申
請
交
付
・
受
付
カ
ー
ド

建
築
主
の
氏
名

・
住

所
、

建
築

予
定

物
件
の
所
在
地

・
建

物
の

種
類

・
構

造
・
床
面
積

固
定

資
産

税
賦

課
業

務
に

係
る

家
屋

評
価

調
査

の
資

料
と

す
る

た
め

平
成

30
年

4月
11
日

か
ら

平
成

31
年

3月
31
日

ま
で

5
資

産
税

課
開

発
調

整
課

建
築
計
画
概
要
書

建
築
主
の
氏
名

、
申

請
地

の
地

名
・

地
番
、
確
認
番

号
、

確
認

日
、

完
了

検
査
日

固
定

資
産

税
賦

課
業

務
に

係
る

家
屋

評
価

調
査

の
資

料
と

す
る

た
め

平
成

30
年

4月
11
日

か
ら

平
成

31
年

3月
31
日

ま
で

6
資

産
税

課
開

発
調

整
課

事
前
協
議
書

建
築
主
の
氏
名

・
住

所
、

建
築

予
定

物
件
の
所
在
地

・
建

物
の

種
類

・
構

造
・
床
面
積
・

平
面

図
・

立
面

図

固
定

資
産

税
賦

課
業

務
に

係
る

家
屋

評
価

調
査

の
資

料
と

す
る

た
め

平
成

30
年

4月
11
日

か
ら

平
成

31
年

3月
31
日

ま
で

目
的

外
利

用
の

状
況
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N
O

目
的

外
利

用
を

し
た

課
名

個
人

情
報

を
保

管
す

る
課

名
利
用
を
認
め
た

個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
の
名
称

利
用
を
認

め
た

個
人

情
報

の
項

目
利

　
　

用
　

　
目

　
　

的
利

用
を

認
め

た
期

間

7
資

産
税

課
開

発
調

整
課

建
築
確
認
申
請
処
理
経
過
台
帳

建
築
主
の
氏
名

・
住

所
、

建
築

予
定

物
件
の
所
在
地

・
建

物
の

種
類

・
構

造
・
床
面
積

固
定

資
産

税
賦

課
業

務
に

係
る

家
屋

評
価

調
査

の
資

料
と

す
る

た
め

平
成

30
年

4月
11
日

か
ら

平
成

31
年

3月
31
日

ま
で

8
資

産
税

課
農

業
委

員
会

事
務

局
⑴
農
業
委
員
会
議
案
書

⑵
受
付
簿

農
地
法
第
4条

、
第

5条
の

許
可

・
届

出
申
請
、
同
法

第
4条

第
1項

第
8号

、
畑
作
転
換
に
関

す
る

以
下

の
項

目
受
付
日
、
申
請

人
住

所
氏

名
、

譲
受

人
住
所
氏
名
、

用
途

、
物

件
の

表
示
、
受
理
通
知

日
及

び
受

理
通

知
番

号
、
許
可
日
、

許
可

番
号

固
定

資
産

税
賦

課
業

務
に

係
る

田
畑

に
関

す
る

申
請

情
報

を
確

認
す

る
た

め

平
成

30
年

4月
2日

か
ら

平
成

31
年

3月
31
日

ま
で

9
健

 康
 総

 務
 課

危
機

管
理

室
東
日
本
大
震
災
被
災
者
に
か
か
る
市

内
対
象
者

氏
名
、
世
帯
員

数

枚
方

市
健

康
・

医
療

・
福

祉
フ

ェ
ス

テ
ィ

バ
ル

に
お

け
る

市
内

避
難

者
支

援
に

伴
う

、
受

付
名

簿
の

作
成

等
の

た
め

平
成

30
年

9月
30
日

か
ら

平
成

30
年

9月
30
日

ま
で

1
0

国
民

健
康

保
険

室
市

民
室

住
民
基
本
台
帳

個
人
カ
ナ
氏
名

、
個

人
漢

字
氏

名
、

整
理
（
宛
名
）

番
号

、
性

別
、

生
年

月
日
、
続
柄
、

届
出

日
、

郵
便

番
号
、
現
住
所
、

現
住

所
方

書
、

通
称

名
、
前
住
所
、

前
住

所
方

書
、

転
入

前
住
所
、
転
入

前
住

所
方

書
、

世
帯

番
号
、
世
帯
主

漢
字

氏
名

、
異

動
日
、
異
動
事
由

、
住

民
届

出
日

、
住

民
日
、
住
定
届

出
日

、
住

定
日

、
住

定
事
由
、
転
出

地
住

所
、

減
届

出
日
、
減
異
動
事

由
、

転
出

地
住

所
方

書
、
減
異
動
日

、
処

理
日

、
誤

謬
、

世
帯
内
順
序
、

再
転

入
フ

ラ
グ

、
外

字
作
成
中
フ
ラ

グ
、

入
力

地
等

国
民

健
康

保
険

業
務

に
お

け
る

世
帯

構
成

等
の

確
認

の
た

め
平

成
30
年

4月
2日

か
ら

平
成

31
年

3月
29
日

ま
で

1
1

国
民

健
康

保
険

室
市

民
室

住
民
基
本
台
帳

個
人
番
号
、
氏

名
、

性
別

、
生

年
月

日
、
続
柄
、
届

出
日

、
現

住
所

、
通

称
名
、
前
住
所

、
転

入
前

住
所

、
世

帯
番
号
、
世
帯

主
氏

名
、

異
動

日
、

異
動
事
由
、
住

民
届

出
日

、
住

民
日
、
住
定
届
出

日
、

住
定

日
、

住
定

事
由
、
転
出
地

住
所

、
在

留
資

格
、

在
留
期
間
等
、

外
国

人
住

民
日

、
国

籍
等

後
期

高
齢

者
医

療
被

保
険

者
資

格
を

適
正

に
管

理
す

る
た

め
平

成
30
年

4月
2日

か
ら

平
成

31
年

3月
29
日

ま
で
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N
O

目
的

外
利

用
を

し
た

課
名

個
人

情
報

を
保

管
す

る
課

名
利
用
を
認
め
た

個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
の
名
称

利
用
を
認

め
た

個
人

情
報

の
項

目
利

　
　

用
　

　
目

　
　

的
利

用
を

認
め

た
期

間

1
2

国
民

健
康

保
険

室
市

民
税

課

⑴
個
人
基
本
フ
ァ
イ
ル

⑵
世
帯
員
一
覧
フ
ァ
イ
ル

⑶
課
税
台
帳
フ
ァ
イ
ル

⑷
資
料
フ
ァ
イ
ル

⑸
給
与
支
払
報
告
書
綴

⑹
市
・
府
民
税
申
告
書
綴

氏
名
、
生
年
月

日
、

性
別

、
個

人
番

号
、
世
帯
番
号

、
住

所
、

合
計

所
得

金
額
、
総
所
得

金
額

、
所

得
の

内
訳
、
分
離
所
得

、
繰

越
損

失
、

専
従

者
情
報
、
控
除

情
報

、
配

偶
者

の
合

計
所
得
、
社
会

保
険

料
控

除
額

、
資

料
番
号
、
退
職

年
月

日
、

課
税

標
準

額
合
計
、
課
税

標
準

の
内

訳
、

各
税

額
、
年
税
額
、

年
金

特
徴

有
無

国
民

健
康

保
険

被
保

険
者

の
一

部
負

担
金

の
割

合
判

定
、

高
額

医
療

費
の

金
額

算
定

及
び

保
険

料
の

賦
課

の
た

め

平
成

30
年

4月
2日

か
ら

平
成

31
年

3月
29
日

ま
で

1
3

国
民

健
康

保
険

室
市

民
税

課

⑴
個
人
基
本
フ
ァ
イ
ル

⑵
世
帯
員
一
覧
フ
ァ
イ
ル

⑶
課
税
台
帳
フ
ァ
イ
ル

⑷
資
料
フ
ァ
イ
ル

⑸
給
与
支
払
報
告
書
綴

⑹
市
・
府
民
税
申
告
書
綴

氏
名
、
生
年
月

日
、

性
別

、
住

所
、

個
人
番
号
、
所

得
の

金
額

・
種

類
、

各
種
控
除
額
、

市
民

税
額

後
期

高
齢

者
医

療
被

保
険

者
の

一
部

負
担

金
の

割
合

判
定

、
高

額
医

療
費

の
金

額
算

定
及

び
保

険
料

の
賦

課
の

た
め

平
成

30
年

4月
2日

か
ら

平
成

31
年

3月
29
日

ま
で

1
4

国
民

健
康

保
険

室
生

活
福

祉
室

生
活
保
護
シ
ス
テ
ム
フ
ァ
イ
ル

個
人
番
号
、
世

帯
番

号
、

員
番

号
、

保
護
の
開
始
・

廃
止

年
月

日
、

基
準

日
、
処
理
日
、

生
活

扶
助

費
(扶

助
費

目
)、

保
護
停

止
日

、
保

護
停

止
解

除
日

国
民

健
康

保
険

被
保

険
者

資
格

を
適

正
に

管
理

す
る

た
め

平
成

30
年

4月
2日

か
ら

平
成

31
年

3月
29
日

ま
で

1
5

国
民

健
康

保
険

室
生

活
福

祉
室

⑴
生
活
保
護
ケ
ー
ス
フ
ァ
イ
ル

⑵
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
給
付
シ
ス

テ
ム
フ
ァ
イ
ル

氏
名
、
生
年
月

日
、

性
別

、
住

所
、

個
人
番
号
、
ケ

ー
ス

番
号

、
保

護
の

開
始
・
廃
止
・

停
止

・
再

開
年

月
日

後
期

高
齢

者
医

療
被

保
険

者
の

適
用

除
外

判
定

の
た

め
平

成
30
年

4月
2日

か
ら

平
成

31
年

3月
29
日

ま
で

1
6

長
寿

社
会

総
務

課
市

民
室

住
民
基
本
台
帳

氏
名
、
宛
名
番

号
、

性
別

、
生

年
月

日
、
続
柄
、
届

出
日

、
郵

便
番

号
、

住
所
（
現
・
前

・
転

入
前

・
転

出
地
）
、
方
書
（

現
・

前
・

転
入

前
・

転
出
地
）
、
通

称
名

、
世

帯
番

号
、

世
帯
主
氏
名
、

異
動

日
、

異
動

事
由
、
住
民
届
出

日
、

住
民

日
、

住
定

届
出
日
、
住
定

日
、

住
定

事
由

、
減

届
出
日
、
減
異

動
日

、
処

理
日

、
誤

謬
、
世
帯
内
順

序
、

再
転

入
フ

ラ
グ
、
外
字
作
成

中
フ

ラ
グ

、
入

力
地
、
外
国
人
住

民
日

高
齢

者
福

祉
施

策
の

対
象

者
の

資
格

取
得

、
資

格
異

動
等

を
把

握
す

る
た

め

平
成

30
年

4月
1日

か
ら

平
成

31
年

3月
31
日

ま
で

12



N
O

目
的

外
利

用
を

し
た

課
名

個
人

情
報

を
保

管
す

る
課

名
利
用
を
認
め
た

個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
の
名
称

利
用
を
認

め
た

個
人

情
報

の
項

目
利

　
　

用
　

　
目

　
　

的
利

用
を

認
め

た
期

間

1
7

保
健

衛
生

課
市

民
室

住
民
基
本
台
帳

氏
名
、
通
称
名

、
生

年
月

日
、

性
別
、
続
柄
、
現

住
所

、
前

住
所

、
転

出
先
・
転
入
前

住
所

、
世

帯
主

氏
名
、
世
帯
番
号

、
宛

名
番

号
、

異
動

日
、
異
動
届
出

日
、

異
動

事
由

、
住

民
日
、
住
民
届

出
日

、
住

定
日

、
住

定
届
出
日
、
住

定
事

由
、

方
書

、
処

理
日
、
誤
謬
、

外
国

人
住

民
日

、
コ
ー
ド
等

狂
犬

病
予

防
法

に
基

づ
く

犬
の

登
録

及
び

予
防

接
種

に
係

る
業

務
に

必
要

な
た

め

平
成

30
年

4月
1日

か
ら

平
成

31
年

3月
31
日

ま
で

1
8

保
健

衛
生

課
市

民
室

住
民
基
本
台
帳

氏
名
、
通
称
名

、
生

年
月

日
、

性
別
、
続
柄
、
現

住
所

、
前

住
所

、
転

出
先
・
転
入
前

住
所

、
世

帯
主

氏
名
、
世
帯
番
号

、
宛

名
番

号
、

異
動

日
、
異
動
届
出

日
、

異
動

事
由

、
住

民
日
、
住
民
届

出
日

、
住

定
日

、
住

定
届
出
日
、
住

定
事

由
、

方
書

、
処

理
日
、
誤
謬
、

外
国

人
住

民
日

、
コ
ー
ド
等

無
許

可
営

業
等

の
旅

館
業

に
対

す
る

監
視

・
指

導
業

務
に

使
用

す
る

た
め

平
成

30
年

4月
1日

か
ら

平
成

31
年

3月
31
日

ま
で

1
9

保
健

衛
生

課
下

水
道

管
理

課
宅
内
改
造
工
事
に
係
る
申
請
履
歴

浄
化
槽
か
ら
公

共
下

水
道

に
改

造
工

事
を
行
っ
た
住

所
、

氏
名

浄
化

槽
台

帳
に

登
録

さ
れ

て
い

る
浄

化
槽

の
中

で
、

廃
止

届
未

提
出

の
も

の
を

廃
止

す
る

た
め

平
成

30
年

4月
1日

か
ら

平
成

31
年

3月
31
日

ま
で

2
0

保
健

予
防

課
障

害
福

祉
室

自
立
支
援
医
療
(精

神
通
院
)
事
務
連

絡
等
綴

自
立
支
援
医
療
(精

神
通
院
)
進
達
綴

自
立
支
援
医
療

(精
神

通
院

)受
給

の
有
無
、
有
効
期

限
、

通
院

先
医

療
機

関
、
使
用
し
て

い
る

健
康

保
険

種
別

精
神

保
健

福
祉

法
第

22
条

か
ら

第
26

条
の

３
の

規
定

に
よ

る
申

請
通

報
又

は
届

出
が

あ
っ

た
も

の
に

つ
い

て
調

査
を

行
う

た
め

平
成

30
年

4月
2日

か
ら

平
成

31
年

3月
31
日

ま
で

2
1

保
健

予
防

課
障

害
福

祉
室

精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
事
務
連

絡
等
綴

精
神
保
健
福
祉

手
帳

所
持

の
有

無
、

等
級
、
有
効
期

限
、

更
新

手
続

の
有

無

精
神

保
健

福
祉

法
第

22
条

か
ら

第
26

条
の

３
の

規
定

に
よ

る
申

請
通

報
又

は
届

出
が

あ
っ

た
も

の
に

つ
い

て
調

査
を

行
う

た
め

平
成

30
年

4月
2日

か
ら

平
成

30
年

3月
31
日

ま
で

2
2

保
健

セ
ン

タ
ー

市
民

室
住
民
基
本
台
帳

国
籍
、
本
籍

、
在

留
カ

ー
ド

等
の

番
号

乳
幼

児
健

診
未

受
診

児
の

う
ち

、
枚

方
市

に
住

民
票

を
置

い
た

ま
ま

海
外

居
住

し
て

い
る

と
把

握
し

た
も

の
に

つ
い

て
、

東
京

入
国

管
理

局
へ

出
入

（
帰

）
国

記
録

を
照

会
す

る
た

め

平
成

30
年

4月
2日

か
ら

平
成

31
年

3月
29
日

ま
で

13



N
O

目
的

外
利

用
を

し
た

課
名

個
人

情
報

を
保

管
す

る
課

名
利
用
を
認
め
た

個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
の
名
称

利
用
を
認

め
た

個
人

情
報

の
項

目
利

　
　

用
　

　
目

　
　

的
利

用
を

認
め

た
期

間

2
3

保
健

セ
ン

タ
ー

市
民

室
住
民
基
本
台
帳

個
人
番
号
（
履

歴
）

、
氏

名
（

通
称

名
）
、
生
年
月

日
、

住
所

、
性

別
、

市
民
と
な
っ
た

年
月

日
、

異
動

日
、

異
動
事
由
、
異

動
年

月
日

、
削

除
日
、
処
理
日

健
康

増
進

事
業

、
予

防
接

種
事

業
、

母
子

保
健

事
業

等
の

保
健

セ
ン

タ
ー

業
務

の
実

施
の

た
め

平
成

30
年

4月
2日

か
ら

平
成

31
年

3月
29
日

ま
で

2
4

保
健

セ
ン

タ
ー

生
活

福
祉

室
生
活
保
護
ケ
ー
ス
フ
ァ
イ
ル

氏
名
、
生
年
月

日
、

性
別

、
住

所
、

ケ
ー
ス
番
号

枚
方

市
産

後
ケ

ア
事

業
実

施
時

に
お

け
る

利
用

料
の

減
免

及
び

乳
幼

児
健

康
診

査
未

受
診

児
の

状
況

把
握

の
た

め

平
成

30
年

4月
2日

か
ら

平
成

31
年

3月
29
日

ま
で

2
5

保
健

セ
ン

タ
ー

生
活

福
祉

室
⑴
生
活
保
護
ケ
ー
ス
フ
ァ
イ
ル

⑵
中
国
残
留
邦
人
等
支
援
給
付
シ
ス

テ
ム
フ
ァ
イ
ル

氏
名
、
生
年
月

日
、

性
別

、
住

所
、

ケ
ー
ス
番
号

生
活

保
護

受
給

者
及

び
中

国
残

留
邦

人
等

支
援

給
付

対
象

者
の

検
診

の
実

施
及

び
フ

ォ
ロ

ー
の

円
滑

な
実

施
並

び
に

前
立

腺
が

ん
検

診
、

ピ
ロ

リ
菌

検
査

の
検

診
料

の
免

除
の

た
め

平
成

30
年

4月
2日

か
ら

平
成

31
年

3月
29
日

ま
で

2
6

保
健

セ
ン

タ
ー

保
育

幼
稚

園
課

保
育
児
童
台
帳

保
育
所
在
籍
状

況
、

認
定

子
ど

も
園

在
籍
状
況

乳
幼

児
健

診
未

受
診

児
の

保
育

所
及

び
認

定
子

ど
も

園
の

在
籍

状
況

の
確

認
の

た
め

平
成

30
年

4月
2日

か
ら

平
成

31
年

3月
29
日

ま
で

2
7

保
健

セ
ン

タ
ー

保
育

幼
稚

園
課

私
立
幼
稚
園
就
園
補
助
金
の
対
象
者

デ
ー
タ

氏
名
、
住
所
、

生
年

月
日

、
所

属
幼

稚
園
名
、
申
請

日

乳
幼

児
健

診
未

受
診

児
に

係
る

私
立

幼
稚

園
就

園
補

助
金

申
請

状
況

を
確

認
す

る
た

め

平
成

30
年

4月
2日

か
ら

平
成

31
年

3月
29
日

ま
で

2
8

保
健

セ
ン

タ
ー

医
 療

 助
 
成
 課

医
療
助
成
事
務
支
援
シ
ス
テ
ム

「
子
ど
も
医
療
費
助
成
」
「
ひ
と
り

親
家
庭
医
療
費
助
成
」
「
重
度
障
害

者
医
療
費
助
成
」
の
各
給
付
フ
ァ
イ

ル

各
医
療
の
受
給

者
に

対
す

る
医

療
助

成
状
況

乳
幼

児
健

診
未

受
診

児
の

状
況

把
握

の
た

め
平

成
30
年

4月
2日

か
ら

平
成

31
年

3月
29
日

ま
で

2
9

福
祉

総
務

課
市

民
室

住
民
基
本
台
帳

個
人
カ
ナ
氏
名

、
個

人
漢

字
氏

名
、

性
別
、
生
年
月

日
、

続
柄

、
郵

便
番

号
、
現
住
所
、

現
住

所
方

書
、

住
民

届
出
日
、
住
民

日
、

住
定

届
出

日
、

住
定
日
、
処
理

日

民
生

委
員

・
児

童
委

員
の

委
嘱

及
び

表
彰

に
関

す
る

事
務

に
使

用
す

る
た

め

平
成

30
年

4月
1日

か
ら

平
成

31
年

3月
31
日

ま
で

3
0

障
害

福
祉

室
広

報
課

点
字
・
録
音
広
報
読
者
名
簿

氏
名
、
住
所

平
成

30
年

度
改

訂
版

福
祉

の
て

び
き

（
デ

イ
ジ

ー
版

・
点

字
版

）
を

、
広

報
ひ

ら
か

た
の

デ
イ

ジ
ー

版
・

点
字

版
利

用
者

に
発

送
す

る
た

め

平
成

30
年

10
月

22
日

か
ら

平
成

30
年

10
月

22
日

ま
で
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N
O

目
的

外
利

用
を

し
た

課
名

個
人

情
報

を
保

管
す

る
課

名
利
用
を
認
め
た

個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
の
名
称

利
用
を
認

め
た

個
人

情
報

の
項

目
利

　
　

用
　

　
目

　
　

的
利

用
を

認
め

た
期

間

3
1

障
害

福
祉

室
市

民
室

住
民
基
本
台
帳

異
動
年
月
日
、

異
動

届
年

月
日

、
異

動
事
由
、
世
帯

番
号

、
宛

名
番

号
、

氏
名
カ
ナ
、
氏

名
漢

字
、

生
年

月
日
、
性
別
、
続

柄
、

住
所

、
消

除
日
、
前
住
所
、

転
出

予
定

地
、

個
人

番
号

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

等
の

支
給

決
定

事
務

の
効

率
化

の
た

め
平

成
30
年

4月
2日

か
ら

平
成

31
年

3月
31
日

ま
で

3
2

障
害

福
祉

室
介

護
保

険
課

介
護
給
付
費
資
格
照
合
表

居
宅
サ
ー
ビ

ス
等

の
利

用
の

有
無

介
護

保
険

法
に

基
づ

く
ケ

ア
プ

ラ
ン

と
障

害
者

総
合

支
援

法
に

基
づ

く
ケ

ア
プ

ラ
ン

と
の

重
複

確
認

の
た

め

平
成

30
年

4月
2日

か
ら

平
成

31
年

3月
31
日

ま
で

3
3

障
害

福
祉

室
介

護
保

険
課

高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
給
付
対
象
者

一
覧

自
己
負
担
額
、

負
担

上
限

額
、

高
額

介
護
サ
ー
ビ
ス

費

高
額

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

等
給

付
費

の
算

出
を

行
う

に
あ

た
り

、
介

護
保

険
の

利
用

者
負

担
額

に
つ

い
て

も
合

算
の

対
象

と
な

る
た

め

平
成

30
年

4月
2日

か
ら

平
成

31
年

3月
31
日

ま
で

3
4

障
害

福
祉

室
生

活
福

祉
室

生
活
保
護
ケ
ー
ス
フ
ァ
イ
ル

氏
名
、
生
年
月

日
、

性
別

、
住

所
、

被
保
険
者
番
号

、
要

介
護

度

介
護

保
険

法
に

基
づ

く
ケ

ア
プ

ラ
ン

と
障

害
者

総
合

支
援

法
に

基
づ

く
ケ

ア
プ

ラ
ン

と
の

重
複

確
認

、
自

立
支

援
医

療
の

給
付

決
定

、
日

常
生

活
用

具
・

補
装

具
給

付
券

の
給

付
決

定
、

高
額

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

等
給

付
費

の
支

給
処

理
の

た
め

平
成

30
年

4月
2日

か
ら

平
成

31
年

3月
31
日

ま
で

3
5

福
祉

指
導

監
査

課
介

護
保

険
課

受
給
者
別
給
付
状
況
一
覧
表
フ
ァ
イ

ル

サ
ー
ビ
ス
提
供

年
月

日
、

被
保

険
者

氏
名
、
被
保
険

者
番

号
、

事
業

所
名
、
事
業
所
番

号
、

保
険

者
名

、
保

険
者
番
号
、
要

介
護

度
、

サ
ー

ビ
ス

種
類
、
計
画
単

位
数

、
給

付
単

位
数
、
保
険
給
付

額
、

公
費

負
担

額
、

利
用
者
負
担
額

サ
ー

ビ
ス

事
業

者
等

の
介

護
給

付
等

対
象

サ
ー

ビ
ス

の
内

容
に

つ
い

て
、

行
政

上
の

措
置

に
該

当
若

し
く

は
そ

の
疑

い
の

あ
る

場
合

、
又

は
介

護
報

酬
の

請
求

に
つ

い
て

不
正

等
が

疑
わ

れ
る

場
合

に
、

事
実

関
係

を
適

確
に

把
握

し
、

公
正

か
つ

適
切

な
措

置
を

採
る

た
め

平
成

30
年

4月
2日

か
ら

平
成

31
年

3月
31
日

ま
で

3
6

子
育

て
事

業
課

市
民

室
住
民
基
本
台
帳

宛
名
番
号
、
世

帯
番

号
、

住
所

、
町

名
コ
ー
ド
、
氏

名
、

生
年

月
日

、
性

別
、
続
柄
、
異

動
事

由
、

異
動

年
月

日
、
届
出
年
月

日
、

本
名

、
通

称
名

保
育

所
体

験
事

業
及

び
枚

方
版

ブ
ッ

ク
ス

タ
ー

ト
事

業
に

お
け

る
事

業
案

内
通

知
の

送
付

並
び

に
乳

児
家

庭
全

戸
訪

問
事

業
の

対
象

者
の

把
握

の
た

め

平
成

30
年

4月
1日

か
ら

平
成

31
年

3月
31
日

ま
で

3
7

子
育

て
事

業
課

年
金

児
童

手
当

課
特
別
児
童
扶
養
手
当
台
帳
フ
ァ
イ
ル

証
書
番
号
、
受

給
者

氏
名

、
請

求
年

月
日
、
府
受
付

年
月

日
、

支
給

区
分
、
等
級
、
有

期
年

月

福
祉

行
政

報
告

例
の

報
告

に
お

け
る

児
童

福
祉

施
設

入
所

者
の

う
ち

特
別

児
童

手
当

受
給

児
童

数
の

確
認

の
た

め

平
成

30
年

4月
1日

か
ら

平
成

31
年

3月
31
日

ま
で
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N
O

目
的

外
利

用
を

し
た

課
名

個
人

情
報

を
保

管
す

る
課

名
利
用
を
認
め
た

個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
の
名
称

利
用
を
認

め
た

個
人

情
報

の
項

目
利

　
　

用
　

　
目

　
　

的
利

用
を

認
め

た
期

間

3
8

子
育

て
事

業
課

保
健

セ
ン

タ
ー

新
生
児
訪
問
状
況
一
覧
表

訪
問
日
・
児
の

氏
名

(カ
ナ

)・
生

年
月
日
・
自
宅
住

所
・

年
齢

(訪
問

時
点

で
の
月
齢
)

こ
ん

に
ち

は
赤

ち
ゃ

ん
事

業
に

お
け

る
訪

問
対

象
家

庭
を

把
握

す
る

た
め

平
成

30
年

4月
1日

か
ら

平
成

31
年

3月
31
日

ま
で

3
9

子
育

て
事

業
課

保
育

幼
稚

園
課

保
育
児
童
台
帳

児
童
氏
名
、
生

年
月

日
、

保
護

者
氏

名
、
住
所
、
事

業
所

名
、

利
用

期
間
、
公
定
価
格

、
支

給
認

定
区

分
、

負
担
区
分
、
利

用
者

負
担

額
、

請
求

額

病
児

保
育

事
業

に
お

い
て

、
減

免
対

象
者

の
該

当
判

定
に

、
保

育
料

の
階

層
区

分
を

確
認

す
る

た
め

平
成

30
年

4月
1日

か
ら

平
成

31
年

3月
31
日

ま
で

4
0

子
ど

も
総

合
相

談
セ

ン
タ

ー
市

民
室

住
民
基
本
台
帳

氏
名
、
住
所
、

性
別

、
生

年
月

日
、

続
柄
、
本
名
、

通
称

名
、

個
人

番
号
、
宛
名
番
号

、
世

帯
番

号
、

町
名

コ
ー
ド
、
異
動

事
由

、
異

動
年

月
日
、
届
出
年
月

日

助
産

施
設

入
所

措
置

等
事

務
に

お
け

る
利

用
料

算
定

の
た

め
平

成
30
年

4月
2日

か
ら

平
成

31
年

3月
31
日

ま
で

4
1

環
境

保
全

課
資

産
税

課
⑴
土
地
課
税
台
帳

⑵
家
屋
課
税
台
帳

⑶
地
番
図

土
地
及
び
所
有

者
、

共
有

者
、

所
在

地
番
、
家
屋
番

号
、

納
税

通
知

書
の

送
付
先
の
住
所

・
電

話
番

号
、

公
示

送
達
の
有
無

空
き

地
及

び
空

き
家

の
所

有
者

に
適

正
管

理
指

導
を

行
う

た
め

に
、

所
有

者
を

確
認

す
る

た
め

平
成

30
年

4月
5日

か
ら

平
成

31
年

3月
25
日

ま
で

4
2

都
市

計
画

課
資

産
税

課
土
地
課
税
台
帳

土
地
の
所
有
者

、
所

在
地

番
、

所
有

者
住
所

生
産

緑
地

法
の

改
正

に
伴

い
、

生
産

緑
地

法
第

10
条

の
2か

ら
同

条
の

4に
定

め
る

特
定

生
産

緑
地

に
関

す
る

周
知

を
、

生
産

緑
地

の
土

地
所

有
者

に
行

う
た

め
。

平
成

30
年

6月
6日

か
ら

平
成

31
年

3月
31
日

ま
で

4
3

都
市

計
画

課
農

業
委

員
会

事
務

局
生
産
緑
地
小
作
人
及
び
納
税
猶
予
台

帳

土
地
の
所
有
者

、
所

在
地

番
、

所
有

者
住
所
、
納
税

猶
予

の
有

無
、

小
作

人
氏
名
、
小
作

人
住

所

生
産

緑
地

法
の

改
正

に
伴

い
、

生
産

緑
地

法
第

10
条

の
2か

ら
同

条
の

4に
定

め
る

特
定

生
産

緑
地

に
関

す
る

周
知

を
、

生
産

緑
地

の
土

地
所

有
者

に
行

う
た

め
。

平
成

30
年

10
月

31
日

か
ら

平
成

31
年

3月
32
日

ま
で

4
4

建
築

安
全

課
資

産
税

課
⑴
土
地
課
税
台
帳

⑵
家
屋
課
税
台
帳

土
地
・
家
屋
所

有
者

（
共

有
構

成
員

含
む
）
の
氏
名

、
住

所
、

地
番

、
地

目
、
地
積
、
家

屋
番

号
、

構
造

、
床

面
積
、
建
築
年

次
、

家
屋

の
種

類
、

用
途
、
課
税
評

価
額

物
件

の
適

切
な

維
持

保
全

の
た

め
の

行
政

指
導

を
行

う
に

あ
た

り
、

所
有

者
、

連
絡

先
の

確
認

及
び

当
該

物
件

の
状

況
を

把
握

す
る

た
め

。

平
成

30
年

4月
13
日

か
ら

平
成

31
年

3月
29
日

ま
で

4
5

交
通

対
策

課
市

民
税

課
軽
自
動
車
税
課
税
台
帳

軽
自
動
車
税

課
税

者
の

住
所

、
氏

名

枚
方

市
自

転
車

等
の

放
置

防
止

に
関

す
る

条
例

に
基

づ
き

、
駅

前
か

ら
撤

去
し

た
原

動
機

付
自

転
車

の
返

還
を

行
う

た
め

平
成

30
年

4月
13
日

か
ら

平
成

31
年

3月
29
日

ま
で
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N
O

目
的

外
利

用
を

し
た

課
名

個
人

情
報

を
保

管
す

る
課

名
利
用
を
認
め
た

個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
の
名
称

利
用
を
認

め
た

個
人

情
報

の
項

目
利

　
　

用
　

　
目

　
　

的
利

用
を

認
め

た
期

間

4
6

上
下

水
道

経
営

室
市

民
室

住
民
基
本
台
帳

氏
名
、
住
所
、

生
年

月
日

、
宛

名
番

号
、
世
帯
員
氏

名
・

生
年

月
日

、
転

居
年
月
日
、
転

入
出

年
月

日

水
道

料
金

等
の

請
求

・
還

付
及

び
水

道
料

金
等

減
免

資
格

認
定

の
た

め
平

成
30
年

4月
1日

か
ら

平
成

31
年

3月
31
日

ま
で

4
7

上
下

水
道

経
営

室
市

民
室

住
民
基
本
台
帳

氏
名
、
住
所
、

生
年

月
日

、
転

居
年

月
日
、
転
出
年

月
日

下
水

道
事

業
受

益
者

に
対

す
る

負
担

金
の

請
求

及
び

未
収

金
徴

収
の

た
め

平
成

30
年

4月
1日

か
ら

平
成

31
年

3月
31
日

ま
で

4
8

上
下

水
道

経
営

室
資

産
税

課
土
地
課
税
台
帳
兼
土
地
補
充
課
税
台

帳

氏
名
、
住
所
、

所
在

地
、

地
目

、
地

積
、
市
街
調
整

コ
ー

ド
、

高
圧

区
分
、
各
種
補
正

率
（

私
道

負
担

）
、

市
街
化
農
地
サ

イ
ン

下
水

道
事

業
受

益
者

（
賦

課
対

象
者

）
及

び
賦

課
対

象
地

の
確

定
と

受
益

者
負

担
金

額
の

算
定

の
た

め

平
成

30
年

4月
1日

か
ら

平
成

31
年

3月
31
日

ま
で

4
9

上
下

水
道

経
営

室
年

金
児

童
手

当
課

受
給
資
格
者
台
帳
（
特
別
児
童
扶
養

手
当
）

証
書
番
号
、
氏

名
、

住
所

、
個

人
番

号
、
支
給
停
止

・
解

除
年

月
日

、
支

給
停
止
・
解
除

理
由

水
道

料
金

等
の

減
免

資
格

認
定

の
た

め
平

成
30
年

4月
1日

か
ら

平
成

31
年

3月
31
日

ま
で

5
0

上
下

水
道

経
営

室
年

金
児

童
手

当
課

受
給
資
格
者
台
帳
（
児
童
扶
養
手

当
）

証
書
番
号
、
氏

名
、

個
人

番
号

、
住

所
、
喪
失
年
月

日
、

喪
失

理
由

水
道

料
金

等
減

免
資

格
認

定
の

た
め

平
成

30
年

4月
1日

か
ら

平
成

31
年

3月
31
日

ま
で

5
1

上
下

水
道

経
営

室
生

活
福

祉
室

生
活
保
護
ケ
ー
ス
フ
ァ
イ
ル

氏
名
、
住
所
、

廃
止

年
月

日
、

世
帯

員
氏
名
、
居
住

状
況

、
公

的
扶

助
水

道
料

金
等

減
免

資
格

認
定

の
た

め
平

成
30
年

4月
1日

か
ら

平
成

31
年

3月
31
日

ま
で

5
2

上
下

水
道

経
営

室
障

害
福

祉
室

身
体
障
害
者
更
正
指
導
手
帳
・
療
育

手
帳
関
係
綴
・
精
神
保
健
に
関
す
る

綴
（
精
神
保
健
福
祉
手
帳
）

氏
名
、
宛
名
番

号
、

住
所

、
交

付
日
、
再
交
付
日

、
障

害
の

等
級

、
有

効
期
限
、
喪
失

年
月

日
水

道
料

金
等

減
免

資
格

認
定

の
た

め
平

成
30
年

4月
1日

か
ら

平
成

31
年

3月
31
日

ま
で

5
3

上
下

水
道

経
営

室
市

民
税

課
⑴
課
税
台
帳

⑵
個
人
基
本
フ
ァ
イ
ル

合
計
所
得
金
額

、
所

得
金

額
、

分
離

所
得
金
額
、
市

民
税

額
、

府
民

税
額
、
年
税
額
、

専
従

者
控

除
額

、
資

料
番
号
、
控
除

対
象

配
偶

者
、

扶
養

人
数
、
専
従
者

区
分

、
専

従
者

人
数

水
道

料
金

等
減

免
資

格
認

定
の

た
め

平
成

30
年

4月
1日

か
ら

平
成

31
年

3月
31
日

ま
で

5
4

上
下

水
道

経
営

室
介

護
保

険
課

介
護
保
険
情
報
フ
ァ
イ
ル

要
介
護
状
態
区

分
、

認
定

日
、

有
効

期
間

水
道

料
金

等
減

免
資

格
認

定
の

た
め

平
成

30
年

4月
1日

か
ら

平
成

31
年

3月
31
日

ま
で

5
5

下
水

道
管

理
課

資
産

税
課

家
屋
課
税
台
帳

家
屋
所
有
者
の

氏
名

・
住

所
、

家
屋

の
所
在
地
番
、

家
屋

番
号

、
種

類
、

構
造
、
床
面
積

下
水

道
改

造
資

金
の

助
成

を
行

う
た

め
平

成
30
年

4月
1日

か
ら

平
成

31
年

3月
31
日

ま
で

5
6

下
水

道
管

理
課

生
活

福
祉

室
生
活
保
護
ケ
ー
ス
フ
ァ
イ
ル

供
用
開
始
さ
れ

る
地

区
内

に
て

、
生

活
保
護
受
給
者

が
所

有
す

る
建

築
物

の
件
数

枚
方

市
水

洗
便

所
等

改
造

資
金

助
成

規
則

に
基

づ
い

た
補

助
金

の
適

用
に

使
用

す
る

た
め

平
成

30
年

4月
1日

か
ら

平
成

31
年

3月
31
日

ま
で
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N
O

目
的

外
利

用
を

し
た

課
名

個
人

情
報

を
保

管
す

る
課

名
利
用
を
認
め
た

個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
の
名
称

利
用
を
認

め
た

個
人

情
報

の
項

目
利

　
　

用
　

　
目

　
　

的
利

用
を

認
め

た
期

間

5
7

上
水

道
管

理
課

上
下

水
道

経
営

室

⑴
水
栓
マ
ス
タ
ー
フ
ァ
イ
ル

⑵
使
用
者
マ
ス
タ
ー
フ
ァ
イ
ル

⑶
調
定
マ
ス
タ
ー
フ
ァ
イ
ル

水
栓
番
号
（
Ａ

・
Ｂ

）
、

使
用

者
番

号
・
カ
ナ
氏
名

・
電

話
番

号
・

住
所
、
業
種
、
メ

ー
タ

番
号

・
口

径
、

訂
正
水
量
（
な

け
れ

ば
今

回
使

用
水

量
。
な
お
、
受

水
槽

方
式

は
親

水
量
）
、
調
定
年

月
、

地
区

番
号

枚
方

市
水

道
施

設
情

報
管

理
シ

ス
テ

ム
に

デ
ー

タ
を

取
り

込
み

、
各

種
業

務
（

断
水

情
報

、
水

理
解

析
、

管
網

計
算

、
基

図
修

正
等

）
に

利
用

す
る

た
め

平
成

30
年

4月
2日

か
ら

平
成

31
年

3月
31
日

ま
で

5
8

上
下

水
道

計
画

課
上

水
道

管
理

課
枚
方
市
水
道
施
設
情
報
管
理
シ
ス
テ

ム
使
用
者
住
所
、

水
栓

番
号

上
水

道
施

設
整

備
基

本
計

画
策

定
業

務
委

託
を

進
め

る
に

あ
た

り
、

鉛
管

の
残

存
状

況
及

び
管

路
情

報
を

基
に

鉛
製

給
水

管
解

消
計

画
を

策
定

す
る

た
め

。

平
成

30
年

10
月

31
日

か
ら

平
成

31
年

3月
20
日

ま
で

5
9

上
水

道
工

務
課

資
産

税
課

固
定
資
産
税
課
税
台
帳

土
地
所
有
者

の
氏

名
、

住
所

配
水

管
更

新
工

事
に

係
る

地
権

者
連

絡
先

確
認

の
た

め
平

成
30
年

4月
2日

か
ら

平
成

31
年

3月
31
日

ま
で

6
0

学
校

規
模

調
整

課
市

民
室

住
民
基
本
台
帳

住
所
、
生
年
月

日

学
校

規
模

等
適

正
化

に
関

す
る

資
料

と
し

て
、

小
・

中
学

校
区

の
児

童
・

生
徒

数
の

推
計

表
や

、
校

区
再

編
時

の
シ

ミ
ュ

レ
ー

シ
ョ

ン
表

、
通

学
距

離
や

通
学

路
の

安
全

性
等

に
関

す
る

資
料

を
作

成
す

る
た

め

平
成

30
年

5月
7日

か
ら

平
成

31
年

3月
31
日

ま
で

6
1

お
い

し
い

給
食

課
生

活
福

祉
室

生
活
保
護
シ
ス
テ
ム
フ
ァ
イ
ル

世
帯
主
氏
名
、

児
童

氏
名

、
学

校
名
、
学
年
、
ケ

ー
ス

番
号

、
地

区
名
、
保
護
の
開

始
・

廃
止

日
、

居
住

地
、
担
当
者

中
学

校
給

食
費

の
負

担
者

を
確

定
す

る
た

め
平

成
30
年

4月
1日

か
ら

平
成

31
年

3月
31
日

ま
で

6
2

お
い

し
い

給
食

課
学

務
課

就
学
援
助
受
給
認
定
者
情
報

学
校
名
、
生
徒

氏
名

カ
ナ

、
申

請
番

号
、
受
給
開
始

年
月

日
中

学
校

給
食

予
約

管
理

事
務

に
利

用
す

る
た

め
平

成
30
年

4月
1日

か
ら

平
成

31
年

3月
31
日

ま
で

6
3

児
童

生
徒

支
援

室
子

育
て

運
営

課
⑴
保
育
所
入
所
申
込
書

⑵
認
定
子
ど
も
園
利
用
調
整
申
込
書

兼
保
育
児
童
台
帳

平
成
31

年
度

就
学

予
定

児
童

の
う

ち
、
特
別
な
配

慮
を

要
す

る
幼

児
の

氏
名
・
性
別
・

生
年

月
日

保
育

所
名

就
学

指
導

の
た

め
平

成
30
年

5月
30
日

か
ら

平
成

30
年

7月
30
日

ま
で

6
4

児
童

生
徒

支
援

室
保

育
幼

稚
園

課
⑴
保
育
所
入
所
申
込
書

⑵
認
定
子
ど
も
園
利
用
調
整
申
込
書

兼
保
育
児
童
台
帳

平
成
31

年
度

就
学

予
定

児
童

の
う

ち
、
障
害
児
保

育
制

度
対

象
幼

児
の

氏
名
・
性
別
・

生
年

月
日

・
保

護
者

氏
名
・
住
所
・

保
育

所
名

、
特

例
加

配
対
象
幼
児
の

保
護

者
氏

名
・

住
所

就
学

指
導

の
た

め
平

成
30
年

5月
30
日

か
ら

平
成

30
年

7月
30
日

ま
で
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N
O

目
的

外
利

用
を

し
た

課
名

個
人

情
報

を
保

管
す

る
課

名
利
用
を
認
め
た

個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
の
名
称

利
用
を
認

め
た

個
人

情
報

の
項

目
利

　
　

用
　

　
目

　
　

的
利

用
を

認
め

た
期

間

6
5

学
務

課
市

民
室

住
民
基
本
台
帳

学
齢
児
童
・

生
徒

の
保

護
者

氏
名

学
齢

簿
の

作
成

並
び

に
就

学
時

健
康

診
断

通
知

及
び

就
学

通
知

の
郵

送
に

利
用

す
る

た
め

平
成

30
年

4月
2日

か
ら

平
成

31
年

3月
31
日

ま
で

6
6

学
務

課
市

民
室

住
民
基
本
台
帳

世
帯
主
氏
名
、

保
護

者
氏

名
、

世
帯

員
氏
名
、
世
帯

番
号

、
個

人
番

号
、

住
所
、
生
年
月

日
、

性
別

、
続

柄

就
学

事
務

や
、

就
学

援
助

費
、

支
援

学
級

等
就

学
奨

励
費

、
奨

学
金

、
交

通
災

害
遺

児
奨

学
金

に
係

る
業

務
を

行
う

に
あ

た
り

、
必

要
な

た
め

平
成

30
年

4月
2日

か
ら

平
成

31
年

3月
31
日

ま
で

6
7

学
務

課
市

民
税

課
課
税
台
帳
、
世
帯
員
一
覧
、
給
与
支

払
報
告
書
綴
、
市
・
府
民
税
申
告
書

綴

総
所
得
金
額
、

所
得

、
所

得
控

除
の

内
訳
、
市
民
税

課
税

標
準

額
、

市
民

税
額
、
人
的
控

除
の

人
数

及
び

内
訳
、
繰
越
損
失

の
金

額
、

所
得

税
法

に
よ
る
配
当
控

除
、

所
得

税
法

に
よ

る
外
国
税
額
控

除
、

租
税

特
別

措
置

法
に
よ
る
住
宅

借
入

金
等

特
別

税
額

控
除
、
寄
附
金

控
除

就
学

援
助

費
支

給
、

支
援

学
級

等
就

学
奨

励
費

支
給

、
枚

方
市

奨
学

金
支

給
に

係
る

審
査

の
た

め

平
成

30
年

4月
2日

か
ら

平
成

31
年

3月
31
日

ま
で

6
8

学
務

課
生

活
福

祉
室

生
活
保
護
ケ
ー
ス
フ
ァ
イ
ル

学
齢
児
童
・
生

徒
の

生
活

保
護

開
始

日
・
廃
止
日

就
学

援
助

費
支

給
及

び
枚

方
市

奨
学

生
選

定
に

係
る

審
査

の
た

め
。

平
成

30
年

4月
2日

か
ら

平
成

31
年

3月
31
日

ま
で

6
9

学
務

課
お

い
し

い
給

食
課

学
校
給
食
注
文
情
報

就
学
援
助
受
給

中
学

生
の

氏
名

カ
ナ
、
申
請
番
号

、
月

別
注

文
分

学
校

給
食
費

就
学

援
助

の
学

校
給

食
費

支
給

の
た

め
平

成
30
年

4月
2日

か
ら

平
成

31
年

3月
31
日

ま
で

7
0

社
会

教
育

課
市

民
室

住
民
基
本
台
帳

氏
名
、
住
所
、

通
称

名
、

生
年

月
日
、
性
別

枚
方

市
成

人
祭

事
業

に
伴

う
案

内
通

知
及

び
ア

ン
ケ

ー
ト

の
発

送
の

た
め

平
成

30
年

4月
1日

か
ら

平
成

31
年

3月
31
日

ま
で

7
1

放
課

後
子

ど
も

課
市

民
室

住
民
基
本
台
帳

氏
名
、
通
称
名

、
生

年
月

日
、

性
別
、
続
柄
、
住

所
、

個
人

番
号

、
世

帯
番
号
、
届
出

年
月

日
、

異
動

事
由
、
異
動
年
月

日

留
守

家
庭

児
童

会
室

へ
の

入
室

資
格

の
確

認
及

び
入

退
室

減
免

等
の

必
要

な
通

知
を

行
う

た
め

平
成

30
年

4月
2日

か
ら

平
成

31
年

3月
31
日

ま
で

7
2

放
課

後
子

ど
も

課
市

民
税

課
課
税
台
帳

合
計
所
得
金
額

、
総

所
得

金
額

、
所

得
の
内
訳
、
専

従
者

控
除

額
、

配
偶

者
の
合
計
所
得

、
所

得
控

除
額

合
計
、
所
得
控
除

の
内

訳
、

扶
養

人
数
、
扶
養
障
害

者
数

、
本

人
障

害
の

有
無
、
寡
婦
控

除
の

有
無

、
寡

夫
控

除
の
有
無
、
課

税
標

準
額

合
計

、
所

得
税
額
、
市
民

税
額

、
府

民
税

額
、

年
税
額
、
市
民

税
所

得
割

額
、

市
税

額
控
除
等
、
府

民
税

所
得

割
額

、
府

税
額
控
除
等

留
守

家
庭

児
童

会
室

保
育

料
減

免
申

請
審

査
の

た
め

平
成

30
年

4月
2日

か
ら

平
成

31
年

3月
30
日

ま
で
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N
O

目
的

外
利

用
を

し
た

課
名

個
人

情
報

を
保

管
す

る
課

名
利
用
を
認
め
た

個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
の
名
称

利
用
を
認

め
た

個
人

情
報

の
項

目
利

　
　

用
　

　
目

　
　

的
利

用
を

認
め

た
期

間

7
3

選
挙

管
理

委
員

会
事

務
局

市
民

室
住
民
基
本
台
帳

Ｄ
Ｖ
等
被
害
に

係
る

支
援

対
象

者
の

氏
名
、
生
年
月

日
、

性
別

、
住

所
、

個
人
番
号

閲
覧

に
供

す
る

選
挙

人
名

簿
抄

本
か

ら
Ｄ

Ｖ
等

被
害

に
係

る
支

援
対

象
者

を
除

外
す

る
た

め

平
成

30
年

4月
1日

か
ら

平
成

31
年

3月
31
日

ま
で

7
4

農
業

委
員

会
事

務
局

資
産

税
課

⑴
土
地
課
税
台
帳

⑵
税
宛
名
シ
ス
テ
ム

納
税
義
務
者
の

氏
名

・
生

年
月

日
・

性
別
・
続
柄
・

住
所

・
世

帯
、

共
有

構
成
員
、
所
在

地
、

市
街

化
区

分
、

土
地
評
価
情
報

（
地

目
・

地
積

）
､登

記
情
報

農
地

基
本

台
帳

管
理

シ
ス

テ
ム

運
用

に
係

る
固

定
デ

ー
タ

確
認

の
た

め
平

成
30
年

4月
2日

か
ら

平
成

31
年

3月
31
日

ま
で

※
個

人
番

号
は
番
号
法
に
規
定
さ
れ
た
個
人
番
号
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

※
枚

方
市

個
人
情
報
保
護
条
例
第
９
条
第
２
項
第
６
号
の
規
定
に
よ
り
目
的
外
利
用
を
し
、
又
は
同
条
例
第

10
条

第
３

項
第

５
号

の
規

定
に

よ
る

提
供

を
受

け
て

目
的

外
利

用
し

た
と

き
を

合
わ

せ
て

「
目

的
外

利
用
」
と
し
て
い
ま
す
。
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(2) 枚方市個人情報保護条例第10条第３項第４号に基づく利用目的以外の目的による保有個人情報

の提供について 

 

外 部 提 供 を し た 

課 の 名 称 
長寿社会部 地域包括ケア推進課 

外 部 提 供 を し た 日 平成30年６月29日 

外 部 提 供 を し た 個 人 

情報ファイル等の名称 
ひとり世帯高齢者名簿 

外 部 提 供 を し た 保 有 

個 人 情 報 の 項 目 

 住民基本台帳から抽出した、ひとり世帯の高齢者（65歳以上）24,051

人分（件）の以下の情報 

 氏名、カナ氏名、性別、生年月日、住所 

外部提供をした保有個人 

情報の本来の利用目的 

民生委員児童委員が地域の見守り支援を行うため、住民の生活状態を

適切に把握する必要があることから、個々の民生委員に対して所属小学

校区内の「個別担当地区単位のひとり世帯高齢者名簿」を提供している。 

外 部 提 供 を し た 

目 的 の 内 容 

平成30年６月18日に発生した大阪北部地震の余震が懸念されること

から、独居高齢者宅での閉じ込め事案や家族等からの安否確認要請等の

警察活動を迅速に行い、人の生命、身体の保護につなげる。 

外 部 提 供 先 枚方警察署長 

外 部 提 供 す る 際 に 

付 し た 条 件 等 

１．緊急かつやむを得ない提供であることから、必要な場合に限って利

用すること。また、目的外で利用しないこと。 

２．複製しないこと。 

３．目的達成後は、直ちに処分すること。 

４．利用実績を記録すること。 
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Ⅱ－２．特定個人情報保護制度の運用状況 

 

１．保有個人情報開示等の請求 

  

⑴ 処理状況 

平成３０年度に保有個人情報開示等請求はありませんでした。 
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Ⅲ．情報公開・個人情報保護審議会 

 

１．審議会委員 

 

⑴  審議会委員 

審議会は、１３人の市民及び学識経験者の委員で構成され、枚方市附属機関条例の規定により

「枚方市個人情報保護条例の規定によりその権限に属させられた事項」、「情報公開制度及び個

人情報保護制度の運営に関する重要事項」について調査審議し、実施機関に意見を述べることが

できます。 

 

表１２ 審議会委員名簿                                        （平成３１年３月３１日現在） 

役 職 氏      名  推 薦 団 体 ・ 役 職 等  

会 長 道 上 達 也  弁 護 士  

副 会 長   畑 山 満 則  京 都 大 学 防 災 研 究 所 教 授  

委 員 荒 義 重  枚方市民生委員児童委員協議会  

委 員   三 成  美 保  奈 良 女 子 大 学 副 学 長  

委  員   田 邊 快 應  枚 方 市 Ｐ Ｔ Ａ 協 議 会  

委 員 山 田  昇  枚方市青少年育成指導員連絡協議会  

委 員 笹 田 庄 次  枚方市コミュニティ連絡協議会  

委 員 田 代   香 織  一 般 社 団 法 人 枚 方 市 医 師 会  

委 員 野 田  隆  奈 良 女 子 大 学 教 授  

委 員 塚 本  勝 俊  大 阪 工 業 大 学 教 授  

委  員   髙 橋 節 子  枚 方 地 区 人 権 擁 護 委 員 会  

委 員 上 山 ノブヨ  枚方・交野地区更生保護女性会  

委 員   山 下 安 則  北 大 阪 商 工 会 議 所  

（注） 委員の任期は、令和２年１０月２５日までの２年間
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２．審議会開催状況 

 

⑴  開催日及び諮問案件 

平成３０年度の審議会は、以下のとおり３回開催されました。 

 

第１回 枚方市情報公開・個人情報保護審議会 

開催日 平成３０年８月２８日（火） 

諮問案件はなし 

 

 第２回 枚方市情報公開・個人情報保護審議会 

開催日 平成３０年１１月２０日（火） 

諮問案件 

第６０９号 枚方市総合コールセンターの運営に係る個人情報の本人又はその法定代理人

以外のものからの収集について 

第６１０号 枚方市総合コールセンターの運営に係る要配慮個人情報の収集について 

第６１１号 枚方市みまもりあいステッカー利用支援事業における個人情報の本人又はそ

の法定代理人以外のものからの収集について 

第６１２号 枚方市みまもりあいステッカー利用支援事業における要配慮個人情報の収集

について 

 

 第３回 枚方市情報公開・個人情報保護審議会 

開催日 平成３１年２月２６日（火） 

諮問案件 

第６１３号 採用管理システムにおける電子計算機の電気通信回線による接続について 

 第６１４号 タブレット端末を利用した通訳サービスの導入に伴う保有個人情報の外部

提供について 

       

 

Ⅳ．情報公開・個人情報保護審査会 

 

  １．審査会委員 

 

⑴  審査会委員 

審査会は、５人の学識経験者の委員で構成され、枚方市情報公開条例第１４条、枚方市個人情

報保護条例第２８条に規定する審査請求について審査します。 

 

表１３ 審査会委員名簿                                        （平成３１年３月３１日現在） 

役 職 氏              名 職 業 ・ 役 職 等 

会 長 佐  伯  彰  洋 同 志 社 大 学 法 学 部 教 授 
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副 会 長 片  桐  直  人 大阪大学大学院高等司法研究科准教授 

委 員 小  関  伸  吾 弁 護 士 

委 員 山  本   香   織 弁 護 士 

委 員 平   良   小 百 合 京都女子大学法学部法学科 准教授 

   （注） 委員の任期は、令和２年１０月１４日までの２年間 

 

 

 

  ２．諮問した審査請求の処理状況 

 

⑴ 処理状況 

平成３０年度に審査会に新たに諮問した審査請求は１件で、保有個人情報開示請求に係る決定

についてのもの（平成２９年度の決定についての市長に対するもの）でした。 

平成３０年度に審査会で審査された諮問案件は１件で、このうち、１件について同年度に答申

がありました。 

 

表１４  審査された諮問案件の処理状況                                          （単位：件） 

区    分 審査請求件数 
処      理      内      訳 審 査 中 

却  下 全部認容 一部認容 棄   却 取 下 げ  

保有個人情報

開示請求 
 １ － １ － － － － 
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３．審査会開催状況 

 

⑴ 開催状況及び諮問案件 

平成３０年度は、次の案件の審査のため、２回開催されました。 

案件 土木部長他６名との折衝時における、＜当日の当方と枚方市管理職７名との折衝記録

の全て＞の保有個人情報不存在の決定に係る審査請求に対する裁決について 

 

第１回 枚方市情報公開・個人情報保護審査会 

 開催日 平成３０年８月２日（木） 

 審査事項 

  上記案件について 

 

第２回 枚方市情報公開・個人情報保護審査会 

 開催日 平成３０年９月３日（月） 

 審査事項 

  上記案件について 
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表１５ 諮問された審査請求の内容等                            （平成３１年３月３１日現在） 

審査請求日 審査請求に係る情報の内容及び実施機関 決定内容等 
諮問日、答申日 

及 び 裁 決 内 容 

審査請求 

H30.４.27 

 

保有個人情

報開示 

 

土木部長他６名との折衝時における、＜

当日の当方と枚方市管理職７名との折

衝記録の全て＞ 

 

市長（土木総務課、道路河川管理課、交通

対策課、障害福祉室） 

 

不存在 

諮問日  H30.7.17 

 

答申日  H30.9.3 

答申内容  

実施機関の判断は、妥

当でない 

 

裁決日   H30.9.26 

裁決内容  認容 
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参 考 資 料 
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番号 請求日 決定日 請求内容又は請求公文書名 決定内容等 主管課 備考

1 H30.4.4 H30.4.16

くらわんカーニバルの
･イベント業者決定について
･収支
＜対象文書＞
･第2回 HIRAKATAくらわんかーにばる実行委員会(会議録)
･HIRAKATAくらわんかーにばる臨時実行委員会(会議録)
･市制施行70周年記念事業｢HIRAKATAくらわんかーにばる｣負担金の返
金について

公開
産業文化部

ひらかた賑わい課

2 H30.4.10 H30.4.16

市長のラジオ番組“自遊空間”に関するFMひらかたから広報課宛の
メール
＜対象文書＞
FMひらかたから広報課宛のメール｢市長ラジオ番組 4月テーマについ
て｣(平成30年2月28日付)

部分公開
5－1

市長公室
広報課

3 H30.4.13 H30.4.18
春日受水場～津田低区配水場間送水管整備に伴う土質調査委託の金
入り設計書

部分公開
5－7

上下水道局
上下水道事業部
上水道工務課

4 H30.4.17 H30.4.25

枚方市委託業務総合評価一般競争入札時における参加業者の評価内
容
･発注番号:29SA－1
･業務名:庁舎清掃業務委託
･開札日時:平成30年2月2日(金)午前10時00分
＜対象文書＞
評価基準採点表(3社分)

公開
総務部

総務管理課

5 H30.4.18 H30.4.25

北部A地区街路樹剪定委託(H29－1)､北部B地区街路樹剪定委託(H29－
2)､南部A地区街路樹剪定委託(H29－5)､南部B地区街路樹剪定委託
(H29－6)､中部B地区街路樹剪定委託(H29－4)に係る設計図書(代価表
を除く)､当初分のみ

部分公開
5－7

土木部
みち･みどり室

6 H30.4.20
枚方市学校いじめ対策審議会による市長への報告書(市立○○中学校
で平成○○年○○月に起こった生徒の自殺未遂事件について)

教育委員会
学校教育部

児童生徒支援室
取下げ

7 H30.4.25 H30.5.9

｢平成29年度ブロック別徴収事務研修の報告書､研修資料と全ての添
付資料｣
＜対象文書＞
･平成29年度税務職員研修 資料
･｢財産調査について｣テキスト
･ロールプレイング【事例問題】【コメントシート】【説明･注意点･
進め方】
･情報交換テーマ
･事例研究問題【研究課題】
･事例研究【回答解説】

公開
財務部
税務室
納税課

8 H30.4.27 H30.5.7

｢債権回収課､納税課の最新の｢業務対応マニュアル｣｡またはそれに類
するもの｣のうち納税課に係るもの
＜対象文書＞
滞納整理マニュアル改訂版(改訂16版/29年度)

公開
財務部
税務室
納税課

9 H30.4.27 H30.5.1
｢債権回収課､納税課の最新の｢業務対応マニュアル｣｡またはそれに類
するもの｣そのうち債権回収課に関わるもの

不存在
※1

財務部
税務室

債権回収課

10 H30.4.27 H30.5.11

2025国際博覧会誘致に向けた署名活動等の協力について(依頼)の決
裁文書一式
＜対象文書＞
⑴2025 国際博覧会誘致に向けた署名活動等の協力について(依
頼)(平成30年3月2日決裁)
⑵2025 国際博覧会誘致に向けた署名活動のご協力について(依
頼)(平成30年3月19日決裁)

公開
総合政策部

企画課

11 H30.5.1 H30.5.9
添付資料(写真･地図)にある標識看板(A､B､C)に係る全ての文書(製作
図面､設置費用､標識の3種の根拠)

不存在
※2

上下水道局
上下水道事業部

雨水整備課

12 H30.5.1 H30.5.14

枚方市立菅原生涯学習市民センターの指定候補者として選定された
団体に係る申請書類のうち事業計画書
＜対象文書＞
事業計画書(枚方市立御殿山生涯学習美術センター･御殿山図書館及
び枚方市立菅原生涯学習市民センター･菅原図書館)

部分公開
5－1
5－3

産業文化部
生涯学習課

１．保有情報公開の請求の内容等
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番号 請求日 決定日 請求内容又は請求公文書名 決定内容等 主管課 備考

13 H30.5.2 H30.5.11

H30年3月14日の枚方市コミュニティ連絡協議会第4回役員会及び同年
3月22日第4回校区代表者会議に提出した､2025国際博覧会誘致に向け
た署名活動の依頼に関する回議書及び全ての添付資料
＜対象文書＞
⑴2025国際博覧会誘致に向けた署名活動等の協力について(依頼)
(平成30年3月2日決裁)
⑵2025国際博覧会誘致に向けた署名活動のご協力について(依頼)
(平成30年3月19日決裁)

公開
総合政策部

企画課

14 H30.5.2 H30.5.16 59路線の平成30年度路線価算定表 公開
財務部
税務室

資産税課

15 H30.5.2 H30.6.13
枚方市学校いじめ対策審議会による市長への報告書
＜対象文書＞
枚方市学校いじめ対策審議会の所見

部分公開
5－1

教育委員会
学校教育部

児童生徒支援室

決定期間
延長決定
H30.5.10

16 H30.5.9 H30.5.10 住居表示台帳(町楠葉一丁目) 公開
市民安全部

市民室

17 H30.5.10 H30.5.24

伏見隆枚方市長の直近3カ月(2月､3月､4月)の公用車の使用記録
＜対象文書＞
公用車(大阪302ゆ53－1)運行日誌(平成30年2月1日､4日～7日､10日､
11日､16日～19日､21日､23日～25日､27日､28日､3月1日～4日､9日～11
日､13日､14日､16日､18日､22日､25日､26日､29日､4月1日､2日､4日～6
日､8日､9日､11日～13日､15日､18日～20日､22日､24日～27日､29日)

公開
市長公室
秘書課

18 H30.5.10 H30.5.21

平成○○年○○月○○日付け都査府条認定第○○号に係る図書のう
ち､
①回議書
②認定申請書頭書
③理由書
④配置図
※個人情報及び印影を除く

公開
都市整備部
開発指導室
開発審査課

19 H30.5.10 H30､5.18

○○に係る次の書類
･共同住宅等の建築に伴う協議書
･共同住宅等計画概要書
･附近見取図
･現況図
･土地利用計画図(配置図)
･配置図(給排水､ガス整備)
･配置図(雨水整備)
･インターネット写真
･共同住宅等の建築に伴う協議
･枚方市開発事業等の手続等に関する条例第17条第1項に基づく共同
住宅等の建築に伴う協議についての回答
※個人情報及び印影を除く

公開
上下水道局

上下水道経営部
下水道管理課

20 H30.5.11 H30.5.24 3路線の平成30年度路線価算定表 公開
財務部
税務室

資産税課

21 H30.5.15 H30.5.23

岡東中央公園他管理業務委託､御殿山･牧野駅前花壇等管理委託､樟葉
駅前花壇等管理委託､津田･枚方公園駅前花壇等管理委託､枚方市駅前
花壇他管理委託､天野川緑道管理業務委託､車塚公園管理業務委託に
係る設計図書(代価表を除く)(当初分のみ)(平成30年度分)

部分公開
5－7

土木部
みち･みどり室

22 H30.5.15 H30.5.22
平成30年度 樟葉台場跡史跡公園管理業務委託に係る金入り設計書
(代価表を除く)

部分公開
5－7

教育委員会
社会教育部
文化財課

23 H30.5.15 H30.5.24
出口排水路他除草委託､水面回廊樹木管理委託､北谷川他除草委託､枚
方1号水路他除草委託に係る金入り設計書(代価表を除く)(当初分の
み)(平成30年度分)

部分公開
5－7

上下水道局
上下水道事業部

下水道施設維持課

24 H30.5.18 H30.5.24
北部地区除草委託(H30－1)､中部地区除草委託(H30－2)､部地区除草
委託(H30－3)に係る金入り設計書の全て

部分公開
5－7

土木部
みち･みどり室

25 H30.5.18 H30.6.1
平成30年度除草作業委託(北部)､平成30年度除草作業委託(南部)に係
る金入り設計書

部分公開
5－7

上下水道局
上下水道事業部

浄水課

26 H30.5.18 H30.5.30
新安居川他除草委託､枚方1号水路他除草委託､出口排水路他除草委
託､北谷川他除草委託､水面廻廊樹木管理委託に係る金入り設計書(平
成30年度)

部分公開
5－7

上下水道局
上下水道事業部

下水道施設維持課
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番号 請求日 決定日 請求内容又は請求公文書名 決定内容等 主管課 備考

27 H30.5.21 H30.6.1
平成29年度 高度浄水施設粒状活性炭入替整備委託に係る金入り設計
書

部分公開
5－7

上下水道局
上下水道事業部

浄水課

28 H30.5.21 H30.7.4

①枚方市入札監視員会議の談合疑義情報の会議録(現存するもの全
て､会議資料は除く)
②市談合情報対応緊急会議の会議録2008年度以降(過去10年分､会議
資料は除く)
＜対象文書＞
･入札監視員会議の議事要録又は会議録(平成14～28年度)(40件)
･談合情報対応緊急会議の会議録(平成20～29年度)(37件)

部分公開
5－1
5－3
5－6

財務部
契約課

決定期間
延長決定
H30.6.4

29 H30.5.23 H30.5.29

枚方市アダプトプログラム ○○の協定書並びに関係する全ての文書
＜対象文書＞
⑴回議書｢枚方市アダプトプログラムにおける合意書｣の締結につい
て
⑵枚方市アダプトプログラムについての合意書
⑶枚方市アダプトプログラム変更届
⑷○○ 活動報告書

部分公開
5－1

環境部
環境保全課

30 H30.5.31 H30.6.14
添付資料(写真･地図)にある市立○○保育所のフェンスに設置(掲出)
の絵看板(18枚)に係る法的又はルール的な根拠文書

不存在
※3

子ども青少年部
子育て運営課

31 H30.5.31 H30.6.5

来庁者自転車駐車場に係る業務委託契約について､契約額(単価契約)
の明細を記述した決裁文書(平成30年度分､印影を除く)
＜対象文書＞
来庁者自転車駐車場管理委託について(平成30年3月30日決裁)(印影
を除く)

公開
総務部

総務管理課

32 H30.5.31 H30.10.2

⑴生きがい創造学園に係る委託契約書(29年分のみ)
⑵同じく､委託業務に係る決算書(29年度分)
注)決算総括表のみならず､内訳明細の記述したもの
⑶事業見積書
＜対象文書＞
⑴業務委託契約書
⑵平成29年度 生きがい創造学園 業務完了報告書
⑶平成29年度 生きがい創造学園 事業見積書

部分公開
5－3

長寿社会部
地域包括ケア

推進課

原決定
(部分公開)
H30.6.14

33 H30.6.6 H30.6.22
･平成29年度卒業生進路先一覧表(平成30年3月31日現在)
･平成29年度進路指導のまとめ(19校分)

公開
教育委員会
学校教育部

児童生徒支援室

34 H30.6.6 H30.6.15
公共下水道第10工区杉山手1丁目汚水管布設工事に係る金入り設計書
(代価表を含む)

部分公開
5－7

上下水道局
上下水道事業部

汚水整備課

35 H30.6.7 H30.7.12

別添資料(写真･地図)にある上屋設備の設置に係る全ての文書(この
設備の管理者 この設備の○○との契約 判明出来るものを含む)
＜対象文書＞
道路占用許可書(枚方市指令土管占○○第○○号)

部分公開
5－1
5－3

土木部
道路河川管理課

決定期間
延長決定
H30.6.26

36 H30.6.14 H30.6.28

香里園町において平成29年度､平成30年度に土のうを配布した履歴が
わかる書類と市の浸水対策についての書類､工事するまでの指標(回
数(水がついた))のうち､土のうを配布した履歴がわかる書類
＜対象文書＞
道路施設補修伝票

部分公開
5－1

土木部
みち･みどり室

37 H30.6.14 H30.6.28

香里園町において平成29年度､平成30年度に土のうを配布した履歴が
わかる書類と市の浸水対策についての書類､工事するまでの指標(回
数(水がついた))のうち､土のうを配布した履歴がわかる書類
＜対象文書＞
災害連絡票

部分公開
5－1

上下水道局
上下水道事業部
上下水道計画課

38 H30.6.14 H30.6.28

香里園町において平成29年度､平成30年度に土のうを配布した履歴が
わかる書類と市の浸水対策についての書類､工事するまでの指標(回
数(水がついた))のうち､市の浸水対策についての書類､工事するまで
の指標(回数(水がついた))
＜対象文書＞
上下水道事業部浸水対策委員会設置要領
上下水道事業部浸水対策委員会 優先度判定シート

公開
上下水道局

上下水道事業部
雨水整備課

39 H30.6.22 H30.7.6
楠葉･蹉だ･御殿山･牧野･津田･菅原生涯学習センター･図書館の平成
30年4月､5月度月例報告書

部分公開
5－1

産業文化部
生涯学習課
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番号 請求日 決定日 請求内容又は請求公文書名 決定内容等 主管課 備考

40 H30.6.26 H30.7.9

平成○○年○○月○○日収受都安第○○号 宅地造成に関する工事の
完了検査申請書(申請人○○ 申請地 枚方市○○町○○番及び○○
番)に添付されている工事写真(練積擁壁の部分)
※個人情報及び印影を除く

公開
都市整備部
開発指導室
開発調整課

41 H30.6.28 H30.7.12

①資料1 歩道にある看板に係る道路占用許可(全ての文書)
②資料2 ベンチに係る道路占用許可､ベンチ設置費､ベンチ管理者等
の扱い文書(｢ベンチ設置費｣を除く)
③資料3 歩道にある看板付ベンチに係る道路占用許可
のうち､ベンチ設置費に係る文書以外の文書

不存在
※4

土木部
道路河川管理課

42 H30.6.28 H30.7.12

①資料1 歩道にある○○看板に係る道路占用許可(全ての文書)
②資料2 ベンチに係る道路占用許可､ベンチ設置費 ベンチ管理者等
の扱い文書(｢ベンチ設置費｣を除く)
③資料3 歩道にある看板付ベンチに係る道路占用許可
のうち､ベンチ設置費に係る文書
＜対象文書＞
･支出命令書 件名:ベンチの購入(案件番号:35102)
･支出命令書 件名:香里ケ丘10丁目地内植栽桝等修繕

部分公開
5－1
5－3

土木部
みち･みどり室

43 H30.6.27 H30.7.5

平成○○年○○月○○日に○○が提出したサービス提供時間に係る
変更届出書(様式第3号)及び○○の運営規定
＜対象文書＞
･平成○○年○○月○○日収受 変更届出書(様式第3号)
･平成○○年○○月○○日収受 ○○運営規程

部分公開
5－3

福祉部
福祉指導監査課

44 H30.6.29 H30.7.5

平成○○年○○月○○日に○○が提出した変更届出書(様式第3号)及
び介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(改訂用)
＜対象文書＞
･平成○○年○○月○○日収受 変更届出書(様式第3号)
･平成○○年○○月○○日収受 介護給付費算定に係る体制等状況一
覧表(改訂用)

部分公開
5－3

福祉部
福祉指導監査課

45 H30.7.4 H30.7.13

市民会館大ホールの耐震工事内容のうち､文化振興課所管分
＜対象文書＞
⑴市民会館の天井補強工事及び耐震診断の実施について(方針)(平成
23年5月16日決裁)
⑵市民会館大ホールの天井補強工事の実施について(平成23年6月21
日決裁)
⑶市民会館耐震補強等工事の実施について(平成25年7月26日決裁)

公開
産業文化部
文化振興課

46 H30.7.4 H30.7.18

市民会館大ホールの耐震工事内容のうち､施設整備室所管分
＜対象文書＞
⑴市民会館大ホール天井落下防止工事 竣工図 図面番号A－10､11､12
⑵市民会館大ホール･本館･職員会館耐震補強等工事 竣工図 図面番
号A－07から11－1､13､15から17－1､19､S－06から15

公開
都市整備部
施設整備室

47 H30.7.10 H30.8.2

平成30年7月10日付けで保有情報公開請求のあった｢枚方市立図書館
第3次グランドビジョン運営方針④＜取り組みの方向＞ｄ職員の知
識･技術･能力の育成･継承にある｢図書館の専門的スタッフの高齢化
が進行し､今まで蓄積してきた専門的なノウハウの継承が課題となっ
てきていることから､ノウハウの継承が可能な運営体制の構築にも重
点的に取り組みます｡｣とあります｡専門的職員の確保(数･質)の今後
の方針に関する今ある文書の全て｡(ビジョン実現のために話し合っ
た会議の記録､メモ､資料など)
＜対象文書＞
⑴第35期第1回社会教育委員会議
⑵枚方市立図書館第3次グランドビジョン｢重点瀬策｣進捗状況表
⑶平成29年度 職員研修受講一覧
⑷平成29年度 枚方市職員募集要項(Ⅰ) 募集職種･採用予定人数等
平成29年度職員採用試験の応募状況

公開
教育委員会
社会教育部
中央図書館

決定期間
延長決定
H30.7.24

48 H30.7.10 平成27年10月1日～20日に実施されたパブリックコメントの実施内容
総合政策部
行革推進課

取下げ

49 H30.7.11 H30.7.18
北部A地区街路樹剪定委託(H30－1)､北部B地区街路樹剪定委託(H30－
2)､中部地区街路樹剪定委託(H30－3)､南部地区街路樹剪定委託(H30
－4)に係る金入り設計書(代価表を除く)

部分公開
5－7

土木部
みち･みどり室

50 H30.7.11 H30.7.20
公園等害虫防除作業委託(中部地区)に係る金入り設計書(代価表を除
く)(変更があれば代価表を含む変更分のみ)(平成30年度分)

部分公開
5－7

土木部
みち･みどり室

51 H30.7.11 H30.7.19
枚方第一中学校他4校除草作業委託､枚方小学校他5校除草作業委託に
係る平成30年度の金入り変更設計書

部分公開
5－7

教育委員会
総合教育部

まなび舎整備室
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52 H30.7.12 H30.7.20
･平成30基準年度評価替え用途地区･状況類似地域設定基準書
･平成30基準年度評価替え標準宅地選定基準書
･平成30基準年度評価替え路線付設(区分)基準書

公開
財務部
税務室

資産税課

53 H30.7.13 H30.7.27

次の回儀書
①平成27年10月6日枚固審第50号による平成27年度第8回枚方市固定
資産評価審査委員会の開催及び報酬の支出について
②平成27年10月21日枚固審第56号による平成27年度第9回枚方市固定
資産評価審査委員会の開催について
＜対象文書＞
①平成27年度第8回枚方市固定資産評価審査委員会の開催及び報酬の
支出について(平成27年10月5日付け決裁)
②平成27年度第9回枚方市固定資産評価審査委員会の開催及び報酬の
支出について(平成27年10月20日付け決裁)

公開
固定資産評価審査

委員会事務局

54 H30.7.17 H30.7.23
平成○○年○○月○○日受付都査事第○○号に関する書類一式
(個人情報及び印影に関するものを除く)

公開
都市整備部
開発指導室
開発審査課

55 H30.7.18 H30.7.30

生活保護の申請､受給､受給の継続に必要な個人番号(マイナンバー)
の取り扱いに関する､上級官庁からの指示､通知､通達､事務連絡等の
文書一切 一般公開されている法律･条例･規則等の条文本文について
は除く
＜対象文書＞
⑴行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関
する法律施行規則について(添付)(別添を除く)
⑵[事務連絡]番号法施行規則の公布について(法律･施行規則を除く)
⑶番号法を一部改正する法律(第186回通常国会成立分)について(条
文･新旧対照表を除く)
⑷｢生活保護法施行細則準則について｣の一部改正について(通知)
⑸生活保護事務におけるマイナンバー導入に関する留意事項につい
て

公開
福祉部

生活福祉室

56 H30.7.20 H30.7.31 ベンチに係る設置許可(占用)
不存在
※5

土木部
道路河川管理課

57 H30.7.20 H30.8.3

2018年度枚方市立図書館･生涯学習市民センター6館の各々の人員配
置
＜対象文書＞
楠葉･蹉だ･御殿山･牧野･津田･菅原生涯学習市民センター･図書館の
事業計画書(人員配置に係る部分に限る)

部分公開
5－1

産業文化部
生涯学習課

58 H30.7.30 H30.8.7

｢男性の生き方相談｣について､委託先である｢枚方人権まちづくり協
会｣との契約書類
＜対象文書＞
平成30年度に締結した｢人権ケースワーク事業委託契約書｣

公開
市長公室

人権政策室

59 H30.8.2 H30.8.16

｢淀川渡河橋の検討｣に係る下記の
1.委託成果品及び作成に係る全ての資料･打合せ記録
2.大阪府に提出した全て資料と協議の会議録全て
3.委託業者の会社名､住所､代表者名､受注金額､入札方式
4.議会協議会での配布資料､職員記録の全て
5.大阪府との打合せ･会議の会議録､メモなど全ての資料
＜対象文書＞
･枚方市域道路整備効果検討業務(平成26年3月)成果品 一式
･平成9年度 淀川新大阪整備基礎調査 報告書(平成10年3月)
･淀川渡河橋の整備について(要望)平成27年10月21日付
･高槻･枚方市域の道路ネットワークの整備について(要望)平成28年6
月15日付
･高槻･枚方市域の道路ネットワークの整備について(要望)平成29年2
月9日付
･委託契約手続き(依頼)(枚方市域道路整備効果検討業務)
･業務委託契約書(枚方市域道路整備効果検討業務)
･変更契約書(枚方市域道路整備効果検討業務)
･建設委員協議会 資料(平成25年11月27日)
･建設委員協議会 資料(平成26年2月14日)
･建設委員協議会 資料(平成26年6月4日)
･大阪北東部地域道路網意見交換会(第4回)(平成26年1月31日)会議
録､資料
･大阪北東部地域道路網意見交換会(第5回)(平成28年2月16日)会議
録､資料
･大阪北東部地域道路網意見交換会(第6回)(平成28年6月10日)会議
録､資料

部分公開
5－1
5－3

土木部
土木政策課

60 H30.8.3 H30.8.13

添付資料1にあるミラーの設置に係る文書(許可､管理台帳等)のうち､
管理台帳
＜対象文書＞
カーブミラー台帳(○○－○○－○○)

部分公開
5－1

土木部
道路河川管理課
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61 H30.8.3 H30.8.13
添付資料2にあるミラーの設置に係る文書(許可､管理台帳等)のうち､
管理台帳以外の文書

不存在
※6

土木部
道路河川管理課

62 H30.8.2 H30.8.13

介護職員処遇改善加算に係る資料のうち､○○提出の
①2017年度加算申請書一切
②2017年度実績報告書一切
③2018年度加算申請書一切
＜対象文書＞
○○が提出した次の文書
①平成29年度介護職員処遇改善加算届出書一式
②介護職員処遇改善実績報告書(平成29年度届出用)一式
③平成30年度介護職員処遇改善加算届出書一式

部分公開
5－1
5－3

福祉部
福祉指導監査課

63 H30.8.8 H30.8.17

｢ひらいろ｣発行に関する経緯と今後の資金投入に関する書類
＜対象文書＞
･回議書｢枚方市観光フリーペーパー冊子制作について(平成30年4月
26日決裁)｣
･業務委託契約書｢枚方市観光フリーペーパー冊子制作業務委託(平成
30年5月22日付)｣
･実行計画シート(平成29年度)
･ひらいろ創刊号配布先一覧

部分公開
5－1
5－3

産業文化部
産業文化政策課

64 H30.8.10 H30.8.22

枚方市立全中学校の制服(標準服)の規定が図入りでわかる資料(生徒
手帳等)
＜対象文書＞
枚方市立全中学校における服装･身だしなみ等､制服規定に関する書
類(19校分)

公開
教育委員会
学校教育部

児童生徒支援室

65 H30.8.14 H30.8.28
磯島第4号線他歩道整備工事､交通バリアフリー磯島北町第1号線道路
整備工事に係る金入り設計書

部分公開
5－7

土木部
道路河川整備課

66 H30.8.14 H30.8.22 公共下水道第6工区杉山手2丁目汚水管布設工事に係る金入り設計書
部分公開

5－7

上下水道局
上下水道事業部

汚水整備課

67 H30.8.20 H30.8.28

人権政策室が所管する相談業務について､相談員の派遣を依頼してい
る場合､その契約書類(枚方人権まちづくり協会以外の団体､個人との
契約を含む)
＜対象文書＞
人権ケースワーク事業委託契約書(平成30年度分)

公開
市長公室

人権政策室

68 H30.8.21 H30.9.4

○○マンション建替事業に関し､マンション建替円滑化法に基づく枚
方市の許認可等に関連する一切の資料またこれに係り､○○との協議
に関連する資料(登記を除く)のうち､○○との協議に関連する資料
＜対象文書＞
･○○マンションの建設計画について(平成○○年○○月○○日収受)
･見解書(平成○○年○○月○○日付け都査第○○号)

部分公開
5－3

都市整備部
開発指導室
開発審査課

69 H30.8.21 H30.10.4

○○マンション建替事業に関し､マンション建替円滑化法に基づく枚
方市の許認可等に関連する一切の資料またこれに係り､○○との協議
に関連する資料(登記を除く)のうち､マンション建替円滑化法に基づ
く枚方市の許認可等に関連する一切の資料(登記を除く)
＜対象文書＞
･○○マンション建替組合設立認可申請書
･○○マンション事業計画の変更認可申請書
･○○マンション権利変換計画の認可申請書
･○○マンション権利変換計画の変更認可申請書
※登記を除く

部分公開
5－1
5－3

都市整備部
景観住宅整備課

決定期間
延長決定
H30.9.4

審査請求
H30.12.28

70 H30.8.22 H30.8.30

添付写真･地図にある道路上の排水口/雨水排口工事現場(香里ケ丘4
丁目)に係る全ての文書 特に工事契約､図面/工事内容､工事現場の案
内看板etc
＜対象文書＞
小規模修繕関係書類 香里ケ丘4丁目地内集水桝修繕

部分公開
5－1
5－3
5－7

土木部
みち･みどり室

71 H30.8.23 H30.8.30

○○町において申請された開発行為に該当しない旨の証明願に添付
されている土地利用計画図
＜対象文書＞
平成○○年○○月○○日付け都査第○○号に係る図書のうち､土地利
用計画図

公開
都市整備部
開発指導室
開発審査課

72 H30.8.27 H30.9.5
公共下水道第63工区新安居川ポンプ場整備工事(電気設備)､公共下水
道第62工区新安居川ポンプ場整備工事(機械設備その2)に係る金入り
設計書

部分公開
5－7

上下水道局
上下水道事業部

雨水整備課

73 H30.8.28 H30.9.5
北部A地区街路樹剪定委託(H30－1)､北部B地区街路樹剪定委託(H30－
2)､中部地区街路樹剪定委託(H30－3)､南部地区街路樹剪定委託(H30
－4)に係る金入り設計書(代価表を除く)

部分公開
5－7

土木部
みち･みどり室
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番号 請求日 決定日 請求内容又は請求公文書名 決定内容等 主管課 備考

74 H30.8.28 H30.9.10

公園等夏期剪定作業委託(中部A地区) 平成30年度分､公園等夏期剪定
作業委託(中部B地区) 平成30年度分､公園等夏期剪定作業委託(北部A
地区) 平成30年度分､公園等夏期剪定作業委託(北部B地区) 平成30年
度分､公園等夏期剪定作業委託(南部A地区) 平成30年度分､公園等夏
期剪定作業委託(南部B地区) 平成30年度分､公園等冬期剪定作業委託
(南部B地区) 平成29年度分､公園等冬期剪定作業委託(南部A地区) 平
成29年度分に係る金入り設計書(代価表を除く)(当初分のみ)

部分公開
5－7

土木部
みち･みどり室

75 H30.8.28 H30.9.11

市民会館大ホール･本館･職員会館耐震補強等工事に係る完了検査結
果及び工事成績評定結果通知書
＜対象文書＞
完了検査結果及び工事成績評定結果通知書(平成26年3月24日付け財
契第147号)

公開
財務部

工事検査課

76 H30.9.3 H30.9.11
楠葉･蹉だ･御殿山･牧野･津田･菅原生涯学習市民センター･図書館の
平成30年6月､7月度月例報告書

部分公開
5－1

産業文化部
生涯学習課

77 H30.9.3
枚方市立図書館分室にかかった費用､その内分け 平成28年度の人件
費と図書購入費

教育委員会
社会教育部
中央図書館

取下げ

78 H30.9.20 H31.3.18

枚方市立○○学校において､体育の授業(水泳の授業を含む)や部活動
の時の更衣について､生徒に配布した文書｡(学校だより､学年だより､
学級通信など)
･生徒に配布した文書のうち､最新の内容の文書のみでよい｡ただし内
容の訂正･補足･注意を行った場合､訂正･注意等を知らせる文書と元
の文書の両方｡(通常は平成30年度に配布した文書となるはずだが､今
年度一切文書を配布していないのなら､昨年度配布した文書を｡以下
順次過去に遡る)
･内容が全く同じ文書が複数存在する場合､配布する生徒がより多い
文書だけでよい｡(例 内容が全く同じ場合は､｢学級通信｣よりも｢学年
だより｣の公開を優先とする)
＜対象文書＞
枚方市立○○学校において､体育の授業(水泳の授業も含む)等につい
て､配布した文書
･2018年度○○学校保健体育科オリエンテーション｢授業をするにあ
たって｣
･学習の手引き
･水泳の授業がはじまります！！

公開
教育委員会
学校教育部

児童生徒支援室

原決定
(公開)
H30.10.4

再決定
(公開)
H30.12.12

79 H30.10.3 H30.10.16

H30年度国及び府の施策並びに予算に関する要望書(国民健康保険分)
の決裁文書
＜対象文書＞
平成30年度国･府への要望等について(平成29年3月28日決裁)

公開
健康部

国民健康保険室

80 H30.10.3 H30.10.17

①土地分筆申告書(昭和○○年○○月○○日 第○○号)
②土地分筆申告書(昭和○○年○○月○○日 第○○号)
③土地分筆申告書(昭和○○年○○月○○日 第○○号)
④第二種地成申告書(昭和○○年○○月○○日 第○○号)
⑤土地分筆申告書(昭和○○年○○月○○日 第○○号)
※添付図面を除く

部分公開
5－3

財務部
税務室

資産税課

81 H30.10.3 H30.10.17

①土地分筆申告書(昭和○○年○○月○○日 第○○号)に添付の図面
②土地分筆申告書(昭和○○年○○月○○日 第○○号)に添付の図面
③土地分筆申告書(昭和○○年○○月○○日 第○○号)に添付の図面
④土地分筆申告書(昭和○○年○○月○○日 第○○号)に添付の図面

却下
財務部
税務室

資産税課

審査請求
H31.2.20

82 H30.10.5 H30.12.12

枚方市立○○学校において､体育の水泳の授業時の､男子生徒の更衣
(特に更衣場所)について､生徒に配布した文書｡(学校だより､学年だ
より､学級通信など)
･生徒に配布した文書のうち､最新の内容の文書のみでよい｡ただし内
容の訂正･補足･注意を行った場合､訂正･注意等を知らせる文書と元
の文書の両方｡(通常は平成30年度に配布した文書となるはずだが､今
年度一切文書を配布していないのなら､昨年度配布した文書を｡以下
順次過去に遡る)
･内容が全く同じ文書が複数存在する場合､配布する生徒がより多い
文書だけでよい｡(例 内容が全く同じ場合は､｢学級通信｣よりも｢学年
だより｣の公開を優先とする)
＜対象文書＞
枚方市立○○学校において､体育の授業(水泳の授業を含む)等につい
て配布した文書
･2018年度 ○○学校保健体育科オリエンテーション 授業をするにあ
たって
･学習の手引き 保健体育科

公開
教育委員会
学校教育部

児童生徒支援室

原決定
(不存在)
H30.10.17
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83 H30.10.9 H30.10.19

⑴枚方市立○○学校において､平成30年度の各学級で発行される｢学
級通信｣のうち､体育の水泳が開始される旨の記事(特に更衣場所の連
絡をしている記事)がある号を､全学級分｡
⑵平成30年9月20日付｢保有情報公開請求書｣の請求に係る保有情報の
内容｢枚方市立○○学校において､体育の授業(水泳の授業を含む)や
部活動時の更衣について､生徒に配布した文書(学校だより､学年だよ
り､学校通信など)｣について､枚方市教育委員会事務局が公開を求め
られている文書を保管している枚方市立○○学校に対して､該当文書
を提出するよう指示した､事務連絡の文書
･平成30年10月5日付｢保有情報公開請求書｣の請求に係る保有情報の
内容｢枚方市立○○学校において､体育の水泳の授業時の､男子生徒の
更衣(特に更衣場所)について､生徒に配布した文書(学校だより､学年
だより､学級通信など)｣により公開された文書の内容によっては､本
公開請求は取り下げることもあります｡

不存在
※7

教育委員会
学校教育部

児童生徒支援室

84 H30.10.12 H30.10.17
(仮称)枚方市総合文化芸術センター建設工事(建築工事)における落
札者の価格内訳書及び中内訳書

部分公開
5－3

財務部
契約課

85 H30.10.16 H30.10.19

食品衛生法に基づく第一学校給食共同調理場においての立入検査の
結果(詳細に､具体的に)
＜対象文書＞
食品衛生指導票

公開
教育委員会
総合教育部

おいしい給食課

86 H30.10.16 H30.10.30

文科省｢学校環境衛生基準｣に基づく○○学校､各教室の検査結果(全
て)
＜対象文書＞
平成27年度から平成30年度の環境衛生基準に基づく検査結果

部分公開
5－1
5－3

教育委員会
学校教育部

学務課

87 H30.10.18 H30.10.26

平成30年10月5日付け保有情報公開請求書､平成30年10月9日付け保有
情報公開請求書の請求に係る保有情報の内容について､枚方市教育委
員会事務局が､公開を求められている文書を保管している枚方市立○
○学校に対して､該当文書を提出するよう依頼した､事務連絡の文書
又はメール等の電磁的記録(添付ファイルを含む)｡

不存在
※8

教育委員会
学校教育部

児童生徒支援室

88 H30.10.23 H30.11.6

⑴枚方市立○○学校において､平成30年度の各学級で発行された｢学
級通信｣(呼称に拘らず､学級担任が主に作成し､学級の生徒やその保
護者に宛てた広報紙)を､全て｡平成30年4月1日より本情報公開請求受
付の日までに発行された全学級分全号を､遺漏なく｡
⑶平成30年10月9日付け保有情報公開請求書の請求に係る保有情報の
内容｢枚方市立○○学校において､平成30年度の各学級で発行させる
学級通信のうち､体育の水泳の授業が開始される旨の記事(特に更衣
場所の連絡をしている記事)がある号を､全学級分｡｣に関して､公開を
求められている文書を保管している枚方市立○○学校が､枚方市教育
委員会事務局に対して送付した文書･メモ等一切の全文及び送信した
メール等の電磁的記録(添付ファイル･件名を含む)一切の全文｡公開
を求められている文書として送信した文書を含む｡複数回のやり取り
があれば､その全てのうち、⑴の一部
＜対象文書＞
学級通信(枚方市立○○学校 平成30年度 全学級分)(平成30年10月23
日発行分まで)

部分公開
5－1

教育委員会
学校教育部

児童生徒支援室

89 H30.10.23 H30.11.6

⑴枚方市立○○学校において､平成30年度の各学級で発行された｢学
級通信｣(呼称に拘らず､学級担任が主に作成し､学級の生徒やその保
護者に宛てた広報紙)を､全て｡平成30年4月1日より本情報公開請求受
付の日までに発行された全学級分全号を､遺漏なく｡
⑶平成30年10月9日付け保有情報公開請求書の請求に係る保有情報の
内容｢枚方市立○○学校において､平成30年度の各学級で発行させる
学級通信のうち､体育の水泳の授業が開始される旨の記事(特に更衣
場所の連絡をしている記事)がある号を､全学級分｡｣に関して､公開を
求められている文書を保管している枚方市立○○学校が､枚方市教育
委員会事務局に対して送付した文書･メモ等一切の全文及び送信した
メール等の電磁的記録(添付ファイル･件名を含む)一切の全文｡公開
を求められている文書として送信した文書を含む｡複数回のやり取り
があれば､その全てのうち、⑴の一部及び⑶

不存在
※9

教育委員会
学校教育部

児童生徒支援室

90 H30.11.6 H30.11.13

枚方市エクサルク教室の実施及び委託について(最新分)
＜対象文書＞
枚方市エクサルク教室の実施及び委託(単価契約)について(平成30年
2月22日決裁)

公開
長寿社会部

地域包括ケア
推進課
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91 H30.11.12 H30.11.26

⑴枚方市立○○学校において､平成30年度の各学年で発行された｢学
年だより｣(呼称に拘らず､当該学年所属の教諭が主に作成し､その学
年の生徒や保護者に宛てた広報紙)を､全て｡平成30年4月1日より本情
報公開請求受付の日までに発行された､全学年文全号を､遺漏なく｡
⑵枚方市立○○学校において､平成30年度に発行された｢学校だより｣
(呼称に拘らず､校長が主に作成し､全ての生徒や保護者に宛てた広報
紙)を､全て｡平成30年4月1日より本情報公開請求受付の日までに発行
された全号を､遺漏なく｡
⑶枚方市立○○学校において､平成30年度在籍の全男子生徒の保護者
が､｢体育の水泳の授業を受ける上での注意事項｣(例えば､授業を見学
する際の連絡方法､ラッシュガード着用の可否､更衣場所)を知ること
ができる､校長･学年主任･体育科教諭を含む､枚方市立○○学校の教
職員が作成した文書｡

部分公開
5－1

教育委員会
学校教育部

児童生徒支援室

92 H30.11.19 H31.1.4

市駅周辺活性化推進委員会の第1回から現在までの会議録と全ての配
布資料､枚方市における国･府･市有財産の最適利用推進連絡会議の会
議録と全ての配布資料､民間アドバイザーとの意見交換の記録と全て
の配布資料
＜対象文書＞
･枚方市駅周辺再整備活性化推進委員会 会議録･資料(第1回～第6回)
･枚方市における国･府･市有財産の最適利用推進連絡会議 要点録･会
議の概要･資料(第1回～第9回)
･枚方市駅周辺再整備基本計画アドバイザー意見交換会 要点録

部分公開
5－1
5－3
5－4
5－6

市駅周辺等
活性化推進部

決定期間
延長決定
H30.11.28

93 H30.11.19 H30.12.3
総務委員協議会､建設環境委員協議会の要旨をまとめたメモ(要点
録)2017年3･6･9･12月､2018年3･6･9月分

不存在
※10

市議会事務局

94 H30.11.21 H30.12.5
○○に係る平成29年度介護職員処遇改善加算計画書及び添付書類
＜対象文書＞
○○が提出した平成29年度介護職員処遇改善加算届出書一式

部分公開
5－3

福祉部
福祉指導監査課

95 H30.11.22 H30.12.6

枚方市立○○学校において､平成30年度に入学予定の生徒の保護者を
対象に行った､入学説明会の資料一式 標準服販売業者より､入学予定
の生徒の保護者への配布を依頼された文書も含む｡
＜対象文書＞
･平成30年度 入学説明会 資料
･入学時におけるPTA委員選出について(ご協力のお願い)
･枚方市立樟葉西中学校 標準服販売のご案内
･体操服のご案内
･日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度について
･枚方市の中学校給食について
･諸費の口座振替のお願いについて
･平成30年度 宿泊学習代金集金のご案内

部分公開
5－1

教育委員会
学校教育部
教職員課

96 H30.11.22 H30.12.4

枚方市立○○学校において､平成30年度の生徒に配布した生徒手帳｡
特に枚方市立○○学校独自のページを全て
＜対象文書＞
枚方市立○○学校が平成30年度の生徒に配布した生徒手帳

公開
教育委員会
学校教育部

児童生徒支援室

97 H30.11.22 H30.12.6 平成30年度枚方市立招堤中学校授業時間割表
部分公開

5－1

教育委員会
学校教育部
教育指導課

98 H30.11.22 H30.12.6

枚方市エクサルク教室委託料請求書(10月分)･○○の業容がわかるも
ののうち､枚方市エクサルク教室委託料請求書
＜対象文書＞
請求書(枚方市エクサルク教室実施委託)10月分

部分公開
5－3

長寿社会部
地域包括ケア

推進課

99 H30.11.22 H30.12.6
枚方市エクサルク教室委託料請求書(10月分)･○丸の業容がわかるも
ののうち､○○の業容がわかるもの

不存在
※11

長寿社会部
地域包括ケア

推進課
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100 H30.11.28 H30.12.12

･枚方市立○○学校において､体育の水泳の授業時の更衣場所に係わ
る文書｡体育科の教員が作成した､｢体育の授業を受ける時の注意事
項｣を伝える文書を想定しているが､この文書が存在しないならば､全
学級の学級通信(水泳の授業時の更衣場所を生徒に伝えた号)の公開
を求める｡
･｢枚方市教育委員会において､プールの更衣室の使用に関して､各中
学校の規模や更衣室の容積などを考慮し使用していると把握してい
る｣の､把握している具体的な内容を示す文書
･教学児第○○号について｡平成○○年○○月○○日に､男子生徒が
プールの更衣室を使用していない旨の回答が口頭であった18中学校
については､予想通りであったので､これらの18中学校に関しては､平
成○○年○月○○日までのおよそ2か月間､情報公開や情報の提供を
求めていない｡意見を述べるためには事実を知ることが必要であり､
18中学校と○○学校との､例えば設備面での違いが不明で､未だに意
見を述べる段階に至っていない｡よって教学児629号の内容は的外れ
である｡枚方市教育委員会が把握している､18中学校と○○学校との､
例えば設備面での違いの公開･情報の提供を求める｡
＜対象文書＞
･水泳授業の心得(○○学校体育科)
･教育計画(19中学校)

公開
教育委員会
学校教育部

児童生徒支援室

101 H30.11.28 H30.12.12

枚方市立の各小学校で設置されている､｢学校教育活動全体を通じて､
児童･生徒の発達段階､実態に応じた男女平等教育を推進するための
組織｣の会議録を､全19中学校分｡組織図や設置を示す文書ではなく､
話し合われた内容が判る文書を｡各中学校に於いて､今年度分の会議
録が存在しないならば､昨年度分の会議録の公開を｡以下文書が存在
するまで､過去に遡る｡

不存在
※12

教育委員会
学校教育部

児童生徒支援室

102 H30.11.28 H30.12.6

枚方市保育所保護者連合会､枚方市職員労働組合保育所支部､枚方市
職員労働組合保育所延長保育支部の三者による､市に対しての､｢三者
統一要求書｣及び各園からの｢独自要求書｣一式(平成26年度から平成
30年度の5年度分)

公開
子ども青少年部
子育て運営課

103 H30.11.29 H30.12.7

⑴東香里分室の見直しに関する説明会(会議録/要旨(平成30年8月22
日分)
⑵東香里分室の見直しに関する説明会(会議録/要旨(平成30年11月6
日分)

公開
教育委員会
社会教育部
中央図書館

104 H30.11.30 H30.12.12

岡東中央公園横に設置された｢公衆喫煙所｣の計画段階での決裁表書1
枚
＜対象文書＞
岡東中央公園内喫煙所の新設及び整備に係る○○との覚書の締結､そ
の関連手続並びに樟葉駅タクシー乗り場喫煙所に係る覚書の締結に
ついて(伺)(平成30年8月31日決裁)(回議書のみ)

公開
環境部

環境保全課

105 H30.12.4
枚方市香里ケ丘図書館建設工事(機械設備工事)､(仮称)枚方市児童発
達支援センター建設工事(機械設備工事)､(仮称)枚方市総合文化芸術
センター建設工事(機械設備工事)に係る金入り設計書

都市整備部
施設整備室

取下げ

106 H30.12.10 H30.12.21

ノルディック及びくらわんか体操の委託請求書(10月分又は最近)､エ
クサルクの評価のわかるもののうち､エクサルクの評価がわかるもの
＜対象文書＞
枚方市介護予防･生活支援サービス事業の自立支援(行動変容促進)プ
ログラム開発

公開
長寿社会部

地域包括ケア
推進課

107 H30.12.10 H30.12.21

ノルディック及びくらわんか体操の委託請求書(10月分又は最近)､エ
クサルクの評価がわかるもののうち､ノルディック及びくらわんか体
操の委託請求書(10月分又は最近)
＜対象文書＞
･請求書(平成30年度10月分 ノルディック･ウォーク講座業務委託 )
･請求書(平成29年度ひらかた元気くらわんか体操(地域包括支援セン
ター実施分)事業スタート支援講座分)
･請求書(平成29年度ひらかた元気くらわんか体操(地域包括支援セン
ター実施分)事業継続支援講座分)

部分公開
5－3

長寿社会部
地域包括ケア

推進課

108 H30.12.10 H31.1.23

①枚方での野良ネコにエサを与えている事例(3年間)
②枚方での地域ネコ活動の実態とその事例
＜対象文書＞
①平成27.28.29年度猫苦情相談受付一覧表(内容分類が餌やりのもの
に限る｡)
②平成30年度地域猫登録団体一覧

部分公開
5－1
5－3

健康部
保健所

保健衛生課

決定期間
延長決定
H30.12.25

109 H30.12.11 H30.12.25

生涯学習センター(菅原･御殿山)の指定管理業者との基本協定書(業
務内容､金額が判明できる文書)
＜対象文書＞
･枚方市立御殿山生涯学習美術センター･御殿山図書館及び枚方市立
菅原生涯学習市民センター･菅原図書館指定管理者 基本協定書
･枚方市立御殿山生涯学習美術センター･御殿山図書館及び枚方市立
菅原生涯学習市民センター･菅原図書館指定管理者 年度協定書

部分公開
5－1
5－3

産業文化部
生涯学習課
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110 H30.12.17 H30.12.28

①公共の用に供すると確認した年月日の判明出来る文書､又民有地を
公共の用に供す､その契約内容が判明出来る文書
②自転車等放置禁止区域(A･B標示)の具体的範囲(公共の用に供して
いる民有地の範囲)の判明の出来る文書
③市内で｢公共の用に供している｣同じ様な取扱いがある｢民有地｣の
場所が判明出来る文書
＜対象文書＞
･放置自転車等の処理に関する確認書(昭62.6.30)
･樟葉駅周辺の放置自転車等に対する処理に関する確認書(昭
62.5.28)
･放置自転車等の処理に関する確認書(昭62.6.30①)
･放置自転車等の処理に関する確認書(昭62.6.30②)
･変更確認書(昭62.12.23)
･放置自転車等の処理に関する確認書(平元.1.26)
･放置自転車等の処理に関する確認書(平元.3.15)
･放置自転車等の処理に関する確認書(平2.5.7)
･放置自転車等の処理に関する確認書(平5.7.15)
･放置自転車等の処理に関する変更確認書(平10.8.18)

部分公開
5－1
5－3

土木部
交通対策課

111 H30.12.20 H31.1.4

⑴枚方市教育委員会が､枚方市立の各小中学校に対して､｢学校教育活
動全体を通じて､児童･生徒の発達段階､実態に応じた男女平等教育を
推進するための組織｣を設置するよう求めた文書｡枚方市教育委員会
が､枚方市立の各小中学校に対して発した当該文書が､本情報公開請
求に拠らず得られた場合は､本情報公開請求を取り下げることもあ
る｡
⑵枚方市立の各小中学校に設置されている､｢学校教育活動全体を通
じて､児童･生徒の発達段階､実態に応じた男女平等教育を推進するた
めの組織｣に関して､各小中学校が枚方市教育委員会に報告した文書
を､全小中学校分｡報告の内容として､平成29年度の実績(いわゆる｢総
括｣)､平成30年度の組織の構成員等を想定しているが､これらの内容
に限定せず公開を求める｡
＜対象文書＞
･平成30年度 学校園の管理運営に関する指針
･各小中学校の教育計画

公開
教育委員会
学校教育部

児童生徒支援室

112 H31.1.7 H31.1.11

枚方市○○町における建設工事に係る資材の再資源化等に関する法
律第10条第1項の規定による届出書類一式
＜対象文書＞
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第10条第1項の規定に
よる届出書(平成○○年○○月○○日付け環指第○○号)

部分公開
5－1
5－3

環境部
環境指導課

113 H31.1.9 H31.1.18

枚方市職員会館の目的外使用許可について(通知)の決裁文書と全て
の添付資料とこれに関する会議の会議録及び全ての配布資料のうち､
枚方市職員会館の目的外許可について(通知)の決裁文書と全ての添
付資料
＜対象文書＞
枚方市職員会館の目的外使用許可について(通知)(平成30年12月26日
市長決裁)

公開
総務部
職員課

114 H31.1.9 H31.1.22
枚方市職員会館の目的外使用許可について(通知)の決裁文書と全て
の添付資料とこれに関する会議の会議録及び全ての配布資料のうち､
会議の会議録及び全ての配布資料

不存在
※13

総務部
職員課

115 H31.1.11 H31.1.24
平成○○年○○月○○日付収受都調第○○号 公共･公益施設整備協
議書に添付されている計画説明概要報告書

部分公開
5－1

都市整備部
開発指導室
開発調整課

116 H31.1.15 H31.1.21
平成○○年○○月○○日に受け付けされた都査開第○○号の開発行
為許可申請書のうち､造成計画平面図及びD－D～F－F造成計画断面図
※個人情報及び印影を除く

公開
都市整備部
開発指導室
開発審査課

117 H31.1.16 H31.1.30

｢枚方市駅周辺再整備活性化｣について､マンションがいつ､誰が､どの
会合で出て来たのか？
＜対象文書＞
･第2回枚方市駅周辺再整備活性化推進委員会 会議録､資料3､資料4､
資料5
･第5回枚方市駅周辺再整備活性化推進委員会 会議録､資料1－2､参考
資料4

部分公開
5－6

市駅周辺等
活性化推進部

118 H31.1.16 H31.1.29 枚方中学校管理棟外壁改修他工事に係る金入り設計書
部分公開

5－7

教育委員会
総合教育部

まなび舎整備室

119 H31.1.16 H31.1.29 桜丘小学校増築･長寿命化改修工事に係る金入り設計書
部分公開

5－7

教育委員会
総合教育部

まなび舎整備室

120 H31.1.16 H31.1.29 香里小学校長寿命化改修及び増築工事に係る金入り設計書
部分公開

5－7

教育委員会
総合教育部

まなび舎整備室
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121 H31.1.16 H31.1.29 第一中学校長寿命化改修他工事に係る金入り設計書
部分公開

5－7

教育委員会
総合教育部

まなび舎整備室

122 H31.1.16 H31.1.25
(仮称)枚方市児童発達支援センター建設工事(建築工事)に係る金入
り設計書

部分公開
5－7

都市整備部
施設整備室

123 H31.1.22 H31.2.5

枚方市各小学校(45校)､各中学校(19校)の不登校生徒数
＜対象文書＞
⑴平成29年度長期欠席･不登校児童･生徒調査表(4月～3月)各小学校
(45校)
⑵平成29年度長期欠席･不登校児童･生徒調査表(4月～3月)各中学校
(19校)
⑶平成29年度長期欠席･不登校児童･生徒調査表(4月～3月)全小学校
⑷平成29年度長期欠席･不登校児童･生徒調査表(4月～3月)全中学校

部分公開
5－1

教育委員会
学校教育部

児童生徒支援室

124 H31.1.23 H31.2.5
水面廻廊樹木管理委託に係る金入り設計書(平成25､26､27､28年度
分)(当初分を含む)

部分公開
5－7

上下水道局
上下水道事業部

下水道施設維持課

125 H31.1.28 H31.2.1

枚方市が管理する施術所(柔道整復施術所)の一覧(施術所名､住所､開
設年月日､開設者氏名)
＜対象文書＞
施術所台帳

公開
健康部
保健所

保健企画課

126 H31.1.29 H31.2.8

①公相第○○号及び放置自転車等の処理に関する確認書にある｢甲｣
枚方市の管理区分を｢公共の場所｣と認定した文書
②同確認書の管理区分を｢自転車放置禁止区域｣と認定､指定した告示
文書
＜対象文書＞
①放置自転車等の処理に関する確認書(昭和62年6月30日)
②枚方市告示第213号(自転車等放置禁止区域の枚方市駅周辺分)(昭
和62年6月10日)

公開
土木部

交通対策課
審査請求
H31.2.22

127 H31.1.31 H31.2.14

○○年○○月○○日付け総職第○○号聴聞通知書の決裁文書と全て
の添付資料｡これを作成するに当っての打合せ含む会議の会議録と全
ての配布資料のうち､○○年○○月○○日付け総職第○○号聴聞通知
書の決裁文書と全ての添付資料
＜対象文書＞
聴聞通知書(平成○○年○○月○○日部長専決)

公開
総務部
職員課

128 H31.1.31 H31.2.14
○○年○○月○○日付け総職第○○号聴聞通知書の決裁文書と全て
の添付資料｡これを作成するに当っての打合せ含む会議の会議録と全
ての配布資料のうち､打合せ含む会議の会議録及び全ての配布資料

不存在
※14

総務部
職員課

129 H31.2.1 H31.2.14

枚方市立○○学校において､平成30年度の保護者(特に1年生の保護
者)に対して､｢体育の水泳の授業時の､ゴーグルの着用の可否｣を伝え
た文書｡男子と女子で､あるいは学年ごとに異なる文書で､｢ゴーグル
の着用の可否｣を伝えたなら､その全ての文書
＜対象文書＞
水泳の授業が始まります！！

公開
教育委員会
学校教育部

児童生徒支援室

130 h31.2.1 H31.2.7

･昭和61年黒田川整備事業水路築造工事 完成図書
･黒田川整備事業水路築造工事 平面図(2/3) 番号1/19､横断図(6/8)
番号7/19､水路工及び仮設工標準図 B－1型 B－2型 番号10/19
※個人情報及び印影を除く

公開
上下水道局

上下水道経営部
下水道管理課

131 H31.2.4 H31.2.15
香里こもれび水路樹木管理委託に係る金入り設計書(平成26～30年度
分)

部分公開
5－7

上下水道局
上下水道事業部

下水道施設維持課

132 H31.2.8 H31.2.20
○○自治会から枚方市に提出された文書
＜対象文書＞
要望書｢○○のゴミ入れ撤去のお願いについて｣

部分公開
5－1

土木部
みち･みどり室

133 H31.2.15 H31.2.27

･公共下水道津田南町2丁目地区汚水管実施設計委託に係る金入り設
計書(平成29年度分)
･公共下水道茄子作南町地区他汚水管実施設計委託に係る金入り設計
書(平成30年度)

部分公開
5－7

上下水道局
上下水道事業部

汚水整備課

134 H31.2.15 H31.2.28
東香里元町地区他雨水管整備実施設計委託に係る金入り設計書(平成
29年度分)

部分公開
5－7

上下水道局
上下水道事業部

雨水整備課
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135 H31.2.21 H31.3.7

平成28年度から30年度における下記の文書
枚方市立○○学校において､体育の水泳の授業時に注意事項を伝える
ために生徒に配布した文書｡男子と女子で､あるいは学年ごとに異な
る文書を生徒に配布した場合は､全生徒を網羅するように配布した全
ての文書｡学習のオリエンテーション時などの機会に生徒に配布し
た､体育の授業を受ける上での注意事項全般を記した文書に､水泳の
授業時の注意事項が少しでも含まれている場合は､その文書の公開も
求める｡

不存在
※15

教育委員会
学校教育部

児童生徒支援室

136 H31.2.26 H31.3.5

枚方市駅周辺放置自転車･原付バイク指導巡回等の①契約に係る文
書､②業務内容に係る文書､③放置自転車･原付バイク指導巡回員の配
置に係る法的根拠 ※個人情報及び印影を除く
＜対象文書＞
･放置自転車対策指導･移送業務委託(枚方市駅)契約書･仕様書(平成
30年度)
･枚方市自転車等の放置防止に関する条例(昭和61年12月24日)
※個人情報及び印影を除く

公開
土木部

交通対策課

137 H31.3.1 H31.3.15

枚方市立の各小中学校で設置されているはずの､｢学校教育活動全体
を通じて､児童･生徒の発達段階､実態に応じた男女平等教育を推進す
るための組織｣が､実際に機能している(男女平等教育に関して当該組
織で実際に話し合われている)ことを示す文書を､全19中学校分､教育
計画等の､計画や予定を記載した文書は､本公開請求の対象ではない｡
各中学校において､今年度分の該当文書が存在しないならば､昨年度
分の文書の公開を｡以下文書が存在するまで､過去に遡る｡のうち､10
校分
＜対象文書＞
･蹉だ中学校 道徳指導案
･第一中学校 2年生:性の学習～デートDV予防教育～について
･津田中学校 子どもが抱える性の多様性｢同性愛｣や｢トランスジェン
ダー/性同一性障害｣
･中宮中学校 CMから学ぶ
･楠葉中学校 2年生LGBT講演会
･楠葉西中学校 【性の多様性を考えよう!】
･長尾中学校 性的マイノリティー講演 事前学習指導案
･杉中学校 ～デートDVについて考えよう～
･山田中学校 道徳指導案
･長尾西中学校 LGBT勉強会

部分公開
5－1

教育委員会
学校教育部

児童生徒支援室

138 H31.3.1 H31.3.15

枚方市立の各小中学校で設置されているはずの､｢学校教育活動全体
を通じて､児童･生徒の発達段階､実態に応じた男女平等教育を推進す
るための組織｣が､実際に機能している(男女平等教育に関して当該組
織で実際に話し合われている)ことを示す文書を､全19中学校分､教育
計画等の､計画や予定を記載した文書は､本公開請求の対象ではない｡
各中学校において､今年度分の該当文書が存在しないならば､昨年度
分の文書の公開を｡以下文書が存在するまで､過去に遡る｡のうち､第
二中学校･第三中学校･第四中学校･枚方中学校･招提中学校･東香里中
学校･渚西中学校･桜丘中学校･招提北中学校分

不存在
※16

教育委員会
学校教育部

児童生徒支援室

139 H31.3.4 H31.3.8

鍼灸､あん摩治療院の新規開設､廃止についての一覧
期間:H30.1.1からH31.2.28
項目:開設日時､治療院名称､住所､電話番号､代表者氏名
   廃止日時､治療院名称､住所､電話番号､代表者氏名
＜対象文書＞
施術所台帳(H30.1.1からH31.2.28までの受理分)

公開
健康部
保健所

保健企画課

140 H31.3.4 H31.3.12
枚方市○○町○○ 建築確認○○年○○月○○日○○号 3階4階建に
なってる確認 地積測量図があるのに境界ごまかし(確認申請書と境
界図)

不存在
※17

都市整備部
開発指導室
開発調整課

141 H31.3.8 H31.3.20
平成○○年○○月○○日16:00～17:00○○店における立入検査(○
○)の結果に伴う指導書

部分公開
5－3
5－7

健康部
保健所

保健衛生課

142 H31.3.8 H31.3.20

･平成30年4月～平成31年3月→リサイクル品(空き缶)回収の1ヵ月ご
との総重量(3月分がなければ2月分(最新分)まで
･リサイクル品(空き缶)の盗難防止としての委託料
＜対象文書＞
･資源ごみ等の持ち去り行為禁止啓発及び不法投棄防止対策業務委託
に係る契約書及び仕様書
･30年度資源ごみ量報告集計表(2月分(最新分)まで)

部分公開
5－3

環境部
減量業務室

143 H31.3.8 H31.3.22

①平成30年度4月～平成31年3月○○学校1学年(全学年)の給食残食率
②平成30年度4月～平成31年3月1学年の給食費収支報告書
③給食用物資購入構成 平成30年度4月～平成31年3月(主食･副食･飲
み物別)
のうち､③
＜対象文書＞
･平成30年度第2学期枚方市学校給食会中学校給食物資会計中間決算
報告について
･中学校給食物資会計歳入歳出中間決算報告書

公開
教育委員会
総合教育部

おいしい給食課
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番号 請求日 決定日 請求内容又は請求公文書名 決定内容等 主管課 備考

144 H31.3.8 H31.3.22

①平成30年度4月～平成31年3月○○学校1学年(全学年)の給食残食率
②平成30年度4月～平成31年3月1学年の給食費収支報告書
③給食用物資購入構成 平成30年度4月～平成31年3月(主食･副食･飲
み物別)
のうち､①及び②

不存在
※18

教育委員会
総合教育部

おいしい給食課

145 H31.3.8 H31.3.22

○○学校の
･平成30年4月から平成31年3月→1学年各教科毎の総授業時間数
･平成30年4月から平成31年3月→吹奏楽部､部費等の収支報告書
･平成30年10月25日から26日に行われた1学年の宿泊学習に伴う領収
証
･教育委員会が実施した学校評価(3月分がなければ2月分(最新分)ま
で)
＜対象文書＞
･平成30年度授業時数報告(2学期末)
･平成30年度吹奏楽部収支決算報告
･旅行明細書
･平成30年度学校評価報告書

部分公開
5－1
5－3

教育委員会
学校教育部
教育指導課

146 H31.3.8 H31.3.22

平成30年6月18日発生の北部地震によるブロック塀の調査結果､報告
書(くずは地区の通学路､学校施設)
＜対象文書＞
コンクリートブロック点検集約(樟葉小学校､樟葉南小学校､樟葉西小
学校､樟葉北小学校､楠葉中学校､楠葉西中学校)

公開
教育委員会
総合教育部

まなび舎整備室

147 H31.3.8 H31.3.22

平成30年6月18日発生北部地震によるブロック塀の調査結果､報告書
(くずは地区の通学路､学校施設)
＜対象文書＞
⑴市町村とりまとめシート(通学路におけるブロック塀等の危険箇
所)(くずは地区)
⑵点検個票(市町村教育委員会用)

部分公開
5－1

教育委員会
学校教育部

児童生徒支援室

148 H31.3.11 H31.3.25

総務管理課と枚方シルバー人材センターとの契約(来庁者自転車駐車
場に係る)の支払済の金額 30年1月～12月までの月額支払額
＜対象文書＞
来庁者等駐輪場管理事務に係る支出負担行為決議書(30年1月～12月
まで)

公開
総務部

総務管理課

149 H31.3.14 H31.3.28

枚方市○○学校において､各教科の学習の内容や授業を受ける上での
注意事項をまとめた文書のうち､1年生に配布した文書を全教科分､年
度当初に行われる､教科オリエンテーションなどと呼ばれる機会に配
布されることが多いが､どの機会に生徒に渡ったかは限定しない｡最
新の文書を希望するので､通常は平成30年度の入学生に配布した文書
がこれに該当するが､平成30年度に配布していなければ､平成29年度
に配布した文書を｡以下文書が存在するまで過去に遡る｡
＜対象文書＞
1年 学習のてびき 平成30年度

公開
教育委員会
学校教育部

児童生徒支援室

150 H31.3.15 H31.3.29

○○より寄贈を受けた喫煙所に係る全ての文書
＜対象文書＞
･喫煙場所の整備に関する○○との覚書の締結について
･喫煙設備の寄付の収受について

部分公開
5－3

環境部
環境総務課

151 H31.3.15 H31.3.29

○○より寄贈を受けた喫煙所に係る全ての文書
＜対象文書＞
･本庁者来庁者用喫煙スペースの移設について
･喫煙場所の整備に関する○○との覚書の締結について
･喫煙設備の寄付の収受について

部分公開
5－1
5－3

総務部
総務管理課

152 H31.3.18 H31.3.28

○○町○○丁目○○に係る石綿排出等作業実施届出書一式､建設工事
に係る資材の再資源化等に関する法律第10条第1項の規定による届出
書一式
＜対象文書＞
･石綿搬出等作業実施届出書(平成○○年○○月○○日収受環指第○
○号)
･建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第10条第1項の規定
による届出書(平成○○年○○月○○日収受環指第○○号)

部分公開
5－1
5－3

環境部
環境指導課

153 H31.3.19 H31.3.28

平成31年4月6日(土)の公聴会開催の決裁書と全ての添付資料
＜対象文書＞
東部大阪都市計画第一種市街地再開発事業の決定等に係る都市計画
公聴会の開催及び告示等について(枚方市駅周辺地区)

公開
都市整備部
都市計画課

154 H31.3.19 R1.5.7

①市駅東地区再整備検討協議会
②平成30年12月市駅周辺地区再開発準備組合の設立会議
の会議録と一切の配布資料
＜対象文書＞
･第1回～第7回枚方市駅東地区再整備検討協議会 要点録
･第1回～第5回枚方市駅東地区再整備検討協議会 配布資料
･枚方市駅周辺地区市街地再開発準備組合 設立総会 議事録
･枚方市駅周辺地区市街地再開発準備組合 設立総会 配布資料

部分公開
5－1
5－3
5－4
5－6

市駅周辺等
活性化推進部

決定期間
延長決定
H31.3.26

審査請求
H31.6.28
(2件)
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番号 請求日 決定日 請求内容又は請求公文書名 決定内容等 主管課 備考

155 H31.3.19 H31.3.28

平成30年2月の地元説明会(新町)の会議録と一切の配布資料
＜対象文書＞
⑴枚方市駅周辺再整備ビジョンの全体概要及び交通基盤整備におけ
る地元説明会(会議録)
⑵枚方市駅周辺の交通基盤整備に伴う説明会の開催について(お知ら
せ)
⑶枚方市駅周辺の交通基盤整備について

部分公開
5－1

土木部
道路河川整備課

156 H31.3.20 H31.3.28

平成31年3月15日付け教学児第○○号により公開された資料が､実際
にいつ･どこで使用されたかが明確に判る文書｡例えば､提案者又は提
案組織が明記された上で､具体的な実施に関して､主任会議･職員会議
等へ提出された提案の文書｡(指導案のみの公開では不十分)(枚方市
立津田中学校･中宮中学校･杉中学校･楠葉西中学校･山田中学校･蹉だ
中学校)

不存在
※19

教育委員会
学校教育部

児童生徒支援室

157 H31.3.25 H31.4.4

①別紙Aを発するまでの起案書､会議録､決裁書
②別紙Aの1の手続きの流れについて
手続きの流れにも書いてある道路法第32条第5項の協議書を占用申請
者(担当者)に所轄の警察署に運搬させている条例､規則､規程､決裁文
書(以下条例等という)
③別紙Aの2の書類の提出方法について
道路許可申請書の3部提出は､枚方市道路占用規則第2条に明記されて
いるが､提出方法では3通共朱肉で押印とあるが､3通共朱肉でなけれ
ばならない条例等
④別紙Bの道路占用許可申請書について
申請者の下の欄に(担当者)とあるが､担当者とは誰をさすのか､わか
る条例等

不存在
※20

土木部
道路河川管理課

審査請求
H31.7.2

枚方市ふるさと寄附金において○○が提供した返礼品に関する別紙
の事項に関する情報全て
＜対象文書＞
①枚方市ふるさと寄附のご案内パンフレットに掲載していた○○の
返礼品について関係
･枚方市ふるさと寄附金のパンフレット
･大阪府消費生活センターに提出した返礼品の品目毎の数量
②平成30年3月23日付け枚方市提供の｢枚方市ふるさと寄附金返礼品
の誤送付について｣と題する報道提供資料について関係
･寄附者から寄せられた問合せ内容
･本市発○○宛文書 1件
･○○発本市宛文書 7件
･平成30年3月16日決裁｢枚方市ふるさと寄附金返礼品の誤送付に対す
る本市の対応について｣
･平成30年9月27日決裁｢｢○○｣への不当景品類及び不当表示防止法に
基づく措置命令に係る事実確認依頼について｣
･○○から提供を受けた返礼品に関する問合せ
･平成30年5月23日に大阪府消費生活センターから本市が受けたヒア
リングに対する平成30年5月29日付けの回答

③平成30年9月11日付け総合政策部長名の｢○○｣への不当景品類及び
不当表示防止法に基づく措置命令に係る枚方市の対応について｣につ
いて関係
･平成30年9月5日決裁｢大阪府消費生活センターへの確認について(本
市ふるさと寄附に係る対応について)｣
･ふるさと寄附金返礼品の誤送付の可能性がある対象者へ○○から送
付したメール文及び枚方市長から送付したお詫び文
･平成30年3月23日付けで送付した枚方市長からふるさと寄附金返礼
品の誤送付の可能性がある対象者へ送付するお詫び文
･○○への不当景品類及び不当表示防止法に基づく措置命令に関する
枚方市ホームページ画面
④平成31年3月20日の｢[ご寄附いただきました皆様へ重要なお知ら
せ])について関係
･平成28年10月17日決裁｢枚方市ふるさと寄附金返礼品協力事業者の
一次審査結果連絡について｣
･平成28年11月11日決裁｢ふるさと寄附金推進事業(第2次運用)におけ
る返礼品協力事業者及び返礼品の決定について｣
･平成29年2月13日決裁｢枚方市ふるさと寄附金追加返礼品協力事業者
の一次審査結果連絡について(既存事業者･第1回)
･平成29年度2月27日決裁｢ふるさと寄附金推進事業(第2次運用)にお
ける返礼品協力事業者及び返礼品の追加･変更について｣
･平成31年3月20日決裁｢枚方市の対応について(報告)｣

158 H31.3.27 H31.4.19
部分公開

5－1
5－3

総合政策部
ひらかた魅力推進

課

決定期間延長
決定

H31.4.10
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番号 請求日 決定日 請求内容又は請求公文書名 決定内容等 主管課 備考

159 H31.3.28 H31.4.11

⑴｢枚方市立学校情報セキュリティポリシー｣のうち､枚方市立小･中
学校の職員室への業者等の立ち入りについて定めた部分｡
⑵｢枚方市立学校情報セキュリティ対策基準等運用マニュアル｣のう
ち､枚方市立小･中学校の職員室への業者等の立ち入りについて定め
た部分｡
⑶｢枚方市立学校情報セキュリティ対策実施手順書｣のうち､枚方市立
小･中学校の職員室への業者等の立ち入りについて定めた部分｡
⑷枚方市立小･中学校の教職員に対して､児童･生徒の個人情報が載っ
た書類について､職員室の机上での事務作業中の留意点を示した文
書｡
＜対象文書＞
⑴枚方市立学校情報セキュリティポリシー
⑵枚方市立学校情報セキュリティ対策基準等運用マニュアル
⑶枚方市立○○○学校情報セキュリティ対策実施手順書

公開
教育委員会
総合教育部
教育政策課

160 H31.3.29 H31.4.8

香里ケ丘図書館建て替え工事の3回の入札において応札希望者に示し
た設計内容､又はその変遷の解る資料
＜対象文書＞
枚方市立香里ケ丘図書館建替工事(建築工事)における図面(1回目､2
回目､3回目)

公開
都市整備部
施設整備室

不存在の理由
※1 ｢業務対応マニュアル｣の作成をしていないから｡
※2 当該文書の保存年限が経過し､当該文書を廃棄したため｡
※3 市立○○保育所敷地内のフェンスに設置している制作物は､保育の一環として実施している､当保育所在園児による卒園制作物であり､その作
成･掲出について法的又はルール的な根拠文書は作成していないため｡
※4 ①道路占用許可申請がないため｡②道路占用許可申請がないため｡また､ベンチ管理者等の扱い文書については､文書を作成していないため｡③
道路占用許可申請がないため｡
※5 道路占用許可申請がないため｡
※6 市の管理ではないため｡
※7 ⑴について､本請求に係る文書は作成していないため｡⑵については､本請求に係る内容は､電話にて聴取したため｡
※8 本請求に係る⑴⑵の内容は､電話にて聴取し､事務連絡文書及び電磁的記録は作成していないため｡

※9 ①学級通信のうち､第1学年2組分については､発行した通信はデータで保存しており､Ｎｏ8.11.15.17.20.26.32の通信の保存用データを書き換
えて新しい通信を作成した際に､新しく名前をつけて新規保存すべきところを､元データに上書き保存したことにより､上記Ｎｏの保存データがな
くなったため｡第2学年1組分については､学級通信を作成する際に､誤って番号を飛ばして作成したため､Ｎｏ50.73.102の通信は作成していない｡第
2学年2組分については､Ｎｏ16の通信は､生徒の救命講習の感想を紹介する内容の3回目のもので､題字等をプリントした上に､生徒の作文のコピー
を貼った原稿を作成して印刷し､配付したが紙ファイルに綴る時に取り紛れてしまい､紛失したため｡第2学年3組分については､発行した通信は紙
ファイルに綴っているが､Ｎｏ27.96の通信は､連絡事項確認の小さなサイズのもので､紙ファイルに綴る時に取り紛れてしまったため｡第3学年3組
分については､Ｎｏ30を作成時に誤ってＮｏ31として以後､誤りにきがつかないままＮｏ58まで作成･発行を行ったが､Ｎｏ58を発行した際に誤りが
発覚したため､その次の号もＮｏ58とすることにより､番号を調整したため｡②枚方市立○○学校から枚方市教育委員会事務局に対して送付･送信し
た文書･電磁的記録について､平成30年10月９日付の請求内容については､電話にて当該学校に問い合わせ､｢不存在｣との回答についても電話で行わ
れたことから､文書及び電磁的記録によるやり取りがないため｡

※10 職員が組織的に用いるものとして市議会が保有している｢委員協議会の要旨をまとめたメモ(要点録)｣は存在していないため｡
※11 本件請求に係る文書は､業務上保有する必要のないことから､取得･作成していないため｡
※12 本請求に係る文書は作成していないため｡
※13 本通知文を作成するための会議を開催していないため｡
※14 本通知文を作成するための打合せの配布資料及び記録は作成しておらず､会議は開催していないため｡
※15 水泳の授業時の注意事項については口頭で伝えていたため､本請求に係る文書は作成していないため｡
※16 本請求に係る文書は作成していないため｡
※17 建築確認申請書一式は､保存年限を経過しており､廃棄しているため｡
※18 ①選択制の給食であること､ランチボックス方式で生徒個人の喫食量の調整がむずかしいこと等から､残菜での給食の評価を行っておらず､定
期的な残食の軽量を行っていないため｡②学校･学年毎の給食費収支報告書の作成を行っていないため｡
※19 本請求に係る文書は作成していないため｡
※20 ①起案書､決裁書は保存年限が経過したため廃棄し､会議録は作成していないため｡②～④条例等がないため｡
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番号 申出日 回答日 申出内容又は申出公文書名 主管課 回答内容等 備考

1 H30.4.9 H30.4.23

①平成26年4月1日～平成31年3月31日の指定期間である｢枚方市総合
スポーツセンター｣の指定管理者選定において､枚方市体育協会が提
出した指定管理者申請書類の事業計画書(別添資料除く)
②｢枚方市総合スポーツセンター｣の平成26年度から平成28年度まで
の事業報告書(完了報告書:第一四半期～第四四半期事業報告書)
③枚方市総合体育館のトレーニング室図面
※個人情報及び印影を除く
＜対象文書＞
①枚方市総合スポーツセンター指定管理業務に係る次の書類
･平成26年度から平成31年度の事業計画書(別添資料除く)
･平成26年度から平成28年度の事業計画書(年次分及び四四半期分)
②枚方市総合体育館のトレーニング室図面
※個人情報及び印影を除く

教育委員会
社会教育部

スポーツ振興課
公開

2 H30.4.11 H30.4.17

①工事契約記録綴(平成15年度)(新町岡本町1号線道路美装化工事の
ページ)
②上記工事に関する書類(工事所管課分)請負事業者の名前と代表者
名がわかるもののうち､①
＜対象文書＞
平成15年度 契約記録綴 工事

財務部
契約課

公開

3 H30.4.11 H30.4.16

①工事契約記録綴(平成15年度)(新町岡本町1号線道路美装化工事の
ページ)
②上記工事に関する書類(工事所管課分)請負事業者の名前と代表者
名がわかるもののうち､②

土木部
道路河川整備課

不存在
※1

4 H30.4.12 H30.4.23

①平成○○年○○月○○日付け都査開第○○号開発行為変更申請書
に添付されている造成計画平面図(変更後)､造成計画断面図(変更
後)､擁壁展開図2(変更後)･擁壁構造図(L型擁壁)タイプ2850(変更
後)､枚方市○○町擁壁の検討L型擁壁H－2.85(見付け2.37)(突起無
し､底版 L－2.80m)タイプ－4(底版下3種､裏込土2種)
②平成○○年○○月○○日付け都査開第○○号開発行為許可申請書
に添付されているボーリング調査報告書
③平成○○年○○月○○日付け都安第○○号工事完了届出書に添付
されている擁壁工L型擁壁2850タイプ12号地～14号地埋戻し作業写
真
※個人情報及び印影を除く

都市整備部
開発指導室
開発調整課

公開

5 H30.4.25 H30.5.2

中高層建築物の建築に係る標識設置届出書(平成○○年○○月○○
日収受都調第○○号及び平成○○年○○月○○日収受都調第○○
号)､添付書類である計画概要書､標識の設置を証する写真及び付近
見取図
※個人情報及び印影を除く

都市整備部
開発指導室
開発調整課

公開

6 H30.5.2 H30.5.16

公共下水道第30工区津田北町1丁目汚水管布設工事 17GGK1530－
0C0､公共下水道第31工区津田西町2丁目汚水管布設工事 17GGK0031
－0C0､公共下水道第46工区津田元町4丁目汚水管布設工事
17GGK0046－0C0､公共下水道第13工区杉山手1丁目汚水管布設工事
17GGK0013－0C0に係る金入り設計書(総括表･内訳･明細･仕訳･代価
表を含む｡ただし図面を除く)

上下水道局
上下水道事業部
汚水整備課

部分公開
5－7

7 H30.5.14 H30.5.23

中高層建築物の建築に係る標識設置届出書(平成○○年○○月○○
日収受都調第○○号から平成○○年○○月○○日収受都調第○○号
まで及び平成○○年○○月○○日収受都調第○○号から平成○○年
○○月○○日収受都調第○○号まで)､添付書類である計画概要書及
び標識の設置を証する写真
※個人情報及び印影を除く

都市整備部
開発指導室
開発調整課

公開

8 H30.5.17 H30.5.31

平成26～28年度の事業報告書(メセナ枚方分)公募時提出された事業
計画書(選定分)
※個人情報･印影を除く
＜対象文書＞
⑴枚方市立メセナひらかた会館【平成26年度事業報告書】
⑵枚方市立メセナひらかた会館【平成27年度事業報告書】
⑶枚方市立メセナひらかた会館【平成28年度事業報告書】
⑷前回のメセナひらかた会館指定管理者選定時の事業計画書
※個人情報及び印影を除く

市民安全部
市民活動課

部分公開
5－3

２．保有情報公開の申出の内容等
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番号 申出日 回答日 申出内容又は申出公文書名 主管課 回答内容等 備考

9 H30.5.23 H30.6.4

①開発事業に伴う事前協議書(平成○○年○○月○○日収受都調第
○○号～平成○○年○○月○○日収受都調第○○号､平成○○年○
○月○○日収受都調第○○号～平成○○年○○月○○日収受都調第
○○号)及び同協議書の添付図書である付近見取り図
②開発事業に伴う協議書等受付台帳(平成○○年度受付番号○○～
○○､平成○○年度受付番号○○～○○)
③中高層建築物の建築に係る標識設置届出書(平成○○年○○月○
○日収受都調第○○号､平成○○年○○月○○日収受都調第○○号
～平成○○年○○月○○日収受都調第○○号)の添付書類である計
画概要書､標識の設置を証する写真及び付近見取り図
※個人情報及び印影を除く

都市整備部
開発指導室
開発調整課

公開

10 H30.5.24 H30.6.1

第二京阪道路環境監視局(長尾局及び津田局)における平成30年5月9
日0時から同年5月15日24時までの大気汚染測定データ(月報)
＜対象文書＞
･大気汚染測定データ【2018年5月】月報 測定局名:長尾 平成30年5
月9日～同年5月15日分
･大気汚染測定データ【2018年5月】月報 測定局名:津田 平成30年5
月9日～同年5月15日分

環境部
環境指導課

公開

11 H30.5.24 H30.6.6

･住居表示台帳
･住居新築届受付簿
※平成30年2月1日から同年4月30日の間に新たに住居番号が附番さ
れた箇所

市民安全部
市民室

公開

12 H30.5.30 H30.6.4

中高層建築物の建築に係る標識設置届出書(平成○○年○○月○○
日収受都調第○○号～平成○○年○○月○○日収受都調第○○号)､
添付書類である計画概要書､標識の設置を証する写真及び付近見取
図
※個人情報及び印影を除く

都市整備部
開発指導室
開発調整課

公開

13 H30.6.6 H30.6.20

①平成29年度指定管理施設完了報告書
②平成25年度枚方市立総合スポーツセンター､枚方市立市民体育館
(渚市民体育館)､枚方市立伊加賀スポーツセンター指定管理業務に
係る募集要項､仕様書
③平成26年度から平成30年度までの枚方体育協会提出の事業計画書
(別添資料除く)
※個人情報及び印影を除く

教育委員会
社会教育部

スポーツ振興課
公開

14 H30.6.7 H30.6.21 枚方中学校既設擁壁補修実施設計委託に係る金入り設計書
教育委員会
総合教育部

まなび舎整備室

部分公開
5－7

15 H30.6.7 H30.6.18 穂谷3丁目水路護岸調査設計委託に係る金入り設計書
土木部

みち･みどり室
部分公開
5－7

16 H30.6.7 H30.6.15

新名神高速道路整備事業に伴う汚水管整備実施設計委託､公共下水
道野村元町地区汚水管実施設計委託､公共下水道春日野2丁目地区汚
水管基本設計委託､公共下水道津田駅前2丁目地区他汚水管実施設計
委託､公共下水道津田南町2丁目地区汚水管実施設計委託､下水道管
路施設耐震化実施設計業務委託､公共下水道磯嶋北町地区汚水管実
施設計委託､公共下水道山之上2丁目地区他汚水管実施設計委託に係
る金入り設計書

上下水道局
上下水道事業部
汚水整備課

部分公開
5－7

17 H30.6.7 H30.6.19

交北2丁目地区他雨水管整備実施設計委託､新名神高速道路整備事業
に伴う雨水管整備実施設計委託､東香里元町地区他雨水管整備実施
設計委託､茄子作東町地区他水路整備基本設計委託に係る金入り設
計書

上下水道局
上下水道事業部
雨水整備課

部分公開
5－7

18 H30.6.7 H30.7.13 平成29年道路施設調査点検委託に係る金入り設計書
土木部

道路河川管理課
部分公開
5－7

回答期間
延長決定
H30.6.20

19 H30.6.7 H30.7.13
樟葉駅前広場再整備基本設計業務委託､長尾杉線(杉工区)詳細設計
委託､磯島第4号線他測量設計委託に係る金入り設計書

土木部
道路河川整備課

部分公開
5－7

回答期間
延長決定
H30.6.20
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番号 申出日 回答日 申出内容又は申出公文書名 主管課 回答内容等 備考

20 H30.6.12 H30.6.25

標識設置届出書及びその添付書類である標識の設置を証する写真
(平成○○年○○月○○日収受都調第○○号､平成○○年○○月○○
日収受都調第○○号､平成○○年○○月○○日収受都調第○○号､平
成○○年○○月○○日収受都調第○○号､平成○○年○○月○○日
収受都調第○○号､平成○○年○○月○○日収受都調第○○号､平成
○○年○○月○○日収受都調第○○号､平成○○年○○月○○日収
受都調第○○号～平成○○年○○月○○日収受都調第○○号､平成
○○年○○月○○日収受都調第○○号～平成○○年○○月○○日収
受都調第○○号)
※個人情報及び印影を除く

都市整備部
開発指導室
開発調整課

公開

21 H30.6.27 H30.7.6

中高層建築物の建築に係る標識設置届出書(平成○○年○○月○○
日収受都調第○○号～平成○○年○○月○○日収受都調第○○号)､
添付書類である計画概要書､標識の設置を証する写真及び付近見取
図
※個人情報及び印影を除く

都市整備部
開発指導室
開発調整課

公開

22 H30.6.27 H30.7.9
平成29年中の登記異動修正後の地番参考図PDFデータ
＜対象文書＞
土地参考図PDFデータ

財務部
税務室

資産税課
公開

23 H30.7.2 H30.7.17

平成23年10月1日から平成30年5月末までに枚方市内のサービス付き
高齢者向け住宅の登録事業者から枚方市へ提出された｢事故報告書｣
及び添付資料の全て
＜対象文書＞
サービス付き高齢者向け住宅事故報告書

福祉部
福祉指導監査課

部分公開
5－1
5－3

24 H30.7.2 H30.7.17
サービス付き高齢者向け住宅における定期報告書(平成28年度及び
平成29年度受領分)

都市整備部
景観住宅整備課

部分公開
5－1

25 H30.7.2 H30.7.17
平成28年度と平成29年度のサービス付き高齢者向け住宅の事業者か
らの運営報告に関わる書類の全て

都市整備部
景観住宅整備課

不存在
※2

26 H30.7.3 H30.7.12 平成27年度浄水施設運転管理業務等委託に係る金入り設計書
上下水道局

上下水道事業部
浄水課

部分公開
5－7

27 H30.7.5 H30.7.19

○○保育所の運営に係る補助金(平成29年度)の当初交付･変更交付･
実績報告書一式
＜対象文書＞
⑴平成29年度小規模保育事業所B型子ども･子育て支援事業補助金交
付申込書
⑵平成29年度小規模保育事業所B型子ども･子育て支援事業補助金変
更交付申込書
⑶平成29年度小規模保育事業所B型子ども･子育て支援事業補助金の
事業実績報告書

子ども青少年部
子育て事業課

部分公開
5－1
5－3

28 H30.7.18 H30.7.27

①開発事業に伴う事前協議書(平成○○年○○月○○日収受都調第
○○号～平成○○年○○月○○日収受都調第○○号)及び同協議書
の添付図書である付近見取り図
②開発事業に伴う協議書等受付台帳(平成○○年度受付番号○○～
○○)
③中高層建築物の建築に係る標識設置届出書(平成○○年○○月○
○日収受都調第○○号～平成○○年○○月○○日収受都調第○○
号)の添付書類である計画概要書､標識の設置を証する写真及び付近
見取り図
※個人情報及び印影を除く

都市整備部
開発指導室
開発調整課

公開
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番号 申出日 回答日 申出内容又は申出公文書名 主管課 回答内容等 備考

29 H30.7.23 H30.9.4

○○提出に係る汚染土壌等処理実績報告書 汚染土壌処理事前連絡
票 汚染土壌処理終了報告書の直近年度又は年の1年分
＜対象文書＞
①汚染土壌処理実績報告書(平成○○年○○月○○日収受環指第○
○号)
②汚染土壌処理事前連絡票(平成○○年○○月○○日収受環指第○
○号､平成○○年○○月○○日収受環指第○○号･第○○号､平成○
○年○○月○○日収受環指第○○号､平成○○年○○月○○日収受
環指第○○号･第○○号､平成○○年○○月○○日収受環指第○○
号･第○○号･第○○号･第○○号､平成○○年○○月○○日収受環指
第○○号･第○○号､平成○○年○○月○○日収受環指第○○号､平
成○○年○○月○○日収受環指第○○号､平成○○年○○月○○日
収受環指第○○号､平成○○年○○月○○日収受環指第○○号､平成
○○年○○月○○日収受環指第○○号､平成○○年○○月○○日収
受環指第○○号)
③汚染土壌処理終了報告書(平成○○年○○月○○日収受環指第○
○号､平成○○年○○月○○日収受環指第○○号､平成○○年○○月
○○日収受環指第○○号､平成○○年○○月○○日収受環指第○○
号､平成○○年○○月○○日収受環指第○○号･第○○号･第○○号･
第○○号､平成○○年○○月○○日収受環指第○○号､平成○○年○
○月○○日収受環指第○○号･第○○号､平成○○年○○月○○日収
受環指第○○号､平成○○年○○月○○日収受環指第○○号･第○○
号､平成○○年○○月○○日収受環指第○○号･第○○号)

環境部
環境指導課

部分公開
5－1
5－3

回答期間
延長決定
H30.8.2

30 H30.7.25 H30.7.27

中高層建築物の建築に係る標識設置届出書(平成○○年○○月○○
日収受都調第○○号及び平成○○年○○月○○日収受都調第○○
号)､添付資料である計画概要書､標識の設置を証する写真及び附近
見取図
※個人情報及び印影を除く

都市整備部
開発指導室
開発調整課

公開

31 H30.8.2 H30.8.15

○○が元請業者として記載された届出書(建設工事に係る資材の再
資源化等に関する法律第10条第1項の規定による届出書)(期間:平成
29年4月1日から平成30年8月2日まで)
＜対象文書＞
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第10条第1項の規定
による届出書(環指第○○号 平成○○年○○月○○日受理分)

環境部
環境指導課

部分公開
5－1
5－3

32 H30.8.8 H30.8.22
樟葉小学校長寿命化改修･増築工事他4園設計委託に係る仕様書及び
金入り設計書

教育委員会
総合教育部

まなび舎整備室

部分公開
5－7

33 H30.8.10 H30.8.21
公共下水道茄子作南町地区他汚水管実施設計委託に係る金入り設計
書

上下水道局
上下水道事業部
汚水整備課

部分公開
5－7

34 H30.8.10 H30.8.24
香里園町地区雨水管整備基本設計委託､池之宮1丁目地区雨水管整備
実施設計委託､東船橋地区雨水管整備基本設計委託､北中振1丁目地
区雨水管整備実施設計委託に係る金入り設計書

上下水道局
上下水道事業部
雨水整備課

部分公開
5－7

35 H30.8.20 H30.9.3
平成30年度自治会等代表者名簿(縦覧用)平成30年8月21日発行分 個
人情報を除く

市民安全部
市民活動課

公開

36 H30.8.21 H30.8.31

･住居表示台帳
･住居新築届受付簿
※平成30年5月1日から同年7月30日の間に新たに住居番号が付番さ
れた箇所

市民安全部
市民室

公開

37 H30.8.23 H30.8.30

中高層建築物の建築に係る標識設置届出書(平成○○年○○月○○
日収受都調第○○号)､添付書類である計画概要書､標識の設置を証
する写真及び付近見取図
※個人情報及び印影を除く

都市整備部
開発指導室
開発調整課

公開

38 H30.8.22 H30.9.3

第二京阪道路環境監視局(長尾局及び津田局)における平成30年7月
23日1時から同年7月30日24時までの大気汚染測定データ(月報)
＜対象文書＞
･大気汚染測定データ【2018年7月】月報 測定局名:長尾 平成30年7
月23日～同年7月30日分
･大気汚染測定データ【2018年7月】月報 測定局名:津田 平成30年7
月23日～同年7月30日分

環境部
環境指導課

公開

39 H30.8.29 H30.9.4 平成30年基準年度 固定資産評価事務取扱要領(土地編)
財務部
税務室

資産税課
公開
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番号 申出日 回答日 申出内容又は申出公文書名 主管課 回答内容等 備考

40 H30.9.4 H30.9.10

枚方市市民公益活動災害補償保険についての下記文書
･上記制度の実施要綱･災害補償規定等(平成29年度と同じ場合は除
く)
･平成30年度契約時の仕様書
･平成30年度契約時の入札及び見積り合せ等の結果
･平成30年度契約の保険証券及び特約･細書等(保険約款不要)(印影
を除く)
･平成27､28､29年度契約の事故件数及び支払保険金額(被害者に支
払った保険金額)
＜対象文書＞
⑴平成30年度市民公益活動補償保険のご案内
⑵平成30年度枚方市市民公益活動補償保険仕様書
⑶枚方市市民公益活動補償保険実施要領
⑷指名競争入札(委託)執行調書
⑸賠償責任保険証券(保険約款を除く)(印影を除く)
⑹賠償責任保険(市民活動総合保険特約条項付)特約明細書
⑺平成27､28､29年度契約の事故件数及び支払保険金額

市民安全部
市民活動課

公開

41 H30.9.12 30.9.21

中高層建築物の建築に係る標識設置届出書(平成○○年○○月○○
日収受都調第○○号及び同日収受都調第○○号)､添付書類である計
画概要書､標識の設置を証する写真並びに附近見取図
※個人情報及び印影を除く

都市整備部
開発指導室
開発調整課

公開

42 H30.9.13 H30.9.26

枚方市内にある水濁法､瀬戸法に係る排水400t/day以上の事業所リ
スト(事業所名､住所､平均排水量/day､最大排水量/day)
＜対象文書＞
水質関係対象事業所基礎情報(平成27年度末現在)

環境部
環境指導課

公開

43 H30.9.25 H30.10.3

中高層建築物の建築に係る標識設置届出書(平成○○年○○月○○
日収受都調第○○号から平成○○年○○月○○日収受都調第○○号
まで)､添付書類である計画概要書及び標識の設置を証する写真
※個人情報及び印影を除く

都市整備部
開発指導室
開発調整課

公開

44 H30.9.28 H30.10.9 枝葉木運搬等作業委託に係る仕様書及び金入り設計書
土木部

みち･みどり室
部分公開
5－7

45 H30.9.28 H30.10.10
樹木運搬作業委託に係る仕様書及び金入り設計書(平成29年5月18日
及び同月21日入札実施分)

上下水道局
上下水道事業部
下水道施設維持課

部分公開
5－7

46 H30.10.3 H30.10.10

平成30年度枚方市市民公益活動補償保険の保険証券及び仕様書
※明細書を含む
※約款及び特約を除く
※個人情報及び印影を除く
＜対象文書＞
⑴賠償責任保険証券(約款及び特約を除く)(印影を除く)
⑵平成30年度枚方市市民公益活動補償保険仕様書

市民安全部
市民活動課

公開

47 H30.10.3 H30.10.15

生涯学習市民センター等所蔵美術作品に係る動産総合保険に係る保
険証券及び仕様書
※約款､動産総合保険明細書､個人情報､印影及び枚方市所蔵作品一
覧を除く

産業文化部
生涯学習課

公開

48 H30.10.3 H30.10.17
平成30年度枚方子どもいきいき広場事業 公益活動及びコーディ
ネーター災害補償保険に係る保険証券及び仕様書
※約款､特約､個人情報及び印影を除く

子ども青少年部
子ども青少年政策課

公開

49 H30.10.3 H30.10.10
有価証券取扱総合保険に係る運送保険証券
※約款､特約､個人情報及び印影を除く

会計課 公開

50 H30.10.3 H30.10.16
平成30年度交通専従員傷害補償保険に係る保険証券及び仕様書
※約款､特約及び印影を除く

教育委員会
学校教育部

児童生徒支援室
公開

51 H30.10.3 H30.10.11
平成30年度枚方市日本語･多文化共生教室コーディネーター傷害保
険に係る保険証券及び仕様書
※約款､特約､個人情報及び印影を除く

教育委員会
社会教育部
社会教育課

公開
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52 H30.10.3 H30.10.12
平成30年度留守家庭児童会室入室児童に係る傷害保険に係る保険証
券､明細書及び仕様書
※印影､約款及び特約を除く

教育委員会
社会教育部

放課後子ども課
公開

53 H30.10.5 H30.10.16
公共下水道野村元町地区汚水管実施設計委託､公共下水道津田駅前2
丁目地区他汚水管実施設計委託､公共下水道津田南町2丁目地区汚水
管実施設計委託に係る金入り設計書

上下水道局
上下水道事業部
汚水整備課

部分公開
5－7

54 H30.10.5 H30.10.19
交北2丁目地区他雨水管整備実施設計委託､東香里元町地区他雨水管
整備実施設計委託に係る金入り設計書

上下水道局
上下水道事業部
雨水整備課

部分公開
5－7

55 H30.10.11 H30.10.18

中高層建築物の建築に係る標識設置届出書(平成○○年○○月○○
日収受都調第○○号～平成○○年○○月○○日収受都調第○○号)､
添付書類である計画概要書､標識の設置を証する写真並びに附近見
取図
※個人情報及び印影を除く

都市整備部
開発指導室
開発調整課

公開

56 H30.10.12 H30.11.26

枚方市内において､平成30年9月末日時点で､許可等を受けている施
術所の施設名称､施設所在地､施設電話番号､開設者氏名(法人にあっ
てはその代表者)､開設日(もしくは確認年月日)のわかるもの
＜対象文書＞
施術所台帳

健康部
保健所

保健企画課
公開

回答期間
延長決定
H30.10.26

57 H30.10.12 H30.10.26

枚方市内において､平成30年9月末日時点で､許可等を受けている飲
食店､旅館業の施設名称､施設所在地､施設電話番号､開設者氏名(法
人にあってはその代表者)､開設日(もしくは確認年月日)のわかるも
の
＜対象文書＞
･食品営業許可情報一覧(平成30年10月17日時点)
･旅館許可情報一覧(平成30年10月19日時点)

健康部
保健所

保健衛生課
公開

58 H30.10.12 H30.11.22

枚方市内において､平成30年9月末日時点で､許可等を受けている理
容所､美容所の施設名称､施設所在地､施設電話番号､開設者氏名(法
人にあってはその代表者)､開設日(もしくは確認年月日)のわかるも
の
＜対象文書＞
･理容所届出情報一覧(平成30年11月20日時点)
･美容所届出情報一覧(平成30年11月20日時点)

健康部
保健所

保健衛生課

部分公開
5－1

回答期間
延長決定
H30.10.26

59 H30.10.26 H30.11.8

特定施設設置届出書(平成○○年○○月○○日収受環公第○○号に
おける特定施設番号及び名称､原材料に関する事項)
＜対象文書＞
特定施設設置届出書(平成○○年○○月○○日収受環公第○○号)

環境部
環境指導課

公開

60 H30.11.5 H30.11.15

旅館業の許可を受けた者に係る情報(施設名称､施設所在地､営業者
名(代表者名)､営業者住所､種別､許可日及び許可番号)の全部又は一
部が記載されている一切の行政文書
＜対象文書＞
旅館許可情報一覧

健康部
保健所

保健衛生課
公開

61 H30.11.7 H30.11.12

中高層建築物の建築に係る標識設置届出書(平成○○年○○月○○
日収受都調第○○号)､添付書類である計画概要書､標識の設置を証
する写真並びに付近見取図
※個人情報及び印影を除く｡

都市整備部
開発指導室
開発調整課

公開

62 H30.11.8 H30.11.15

･住居表示台帳
･住居新築届受付簿
※平成30年8月1日から同年10月31日までに新たに住居番号が付番さ
れた箇所

市民安全部
市民室

公開

63 H30.11.8
中宮浄水場～田口山配水場間送水管更生工事(その3)､中宮浄水場～
田口山配水場間送水管更生工事(その4)に係る金入り設計書､数量計
算書及び施工日数算定資料

上下水道局
上下水道事業部
上水道工務課

取下げ

64 H30.11.8 H30.11.14

市営岡東自動車駐車場の利用実績が確認できるもの
期間:平成29年4月1日から平成30年10月31日まで
内容:日別､時間帯別の自動車の入庫及び出庫台数
＜対象文書＞
･入庫車時間帯別日計表(普通自動車 一時駐車(台))平成29年4月分
～平成30年10月分
･出庫車時間帯別日計表(台数)平成29年4月分～平成30年10月分
･定期車入出庫､在車台数集計表 平成29年4月分～平成30年10月分

土木部
交通対策課

公開
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65 H30.11.7 H30.11.21

生産緑地法第10条の買取申出について｡｢生産緑地の買取申出｣に下
記のような不利益制限が為されているとすれば､行政手続法に照ら
し､その制限の根拠となる法律や条例などの正式文書の存否につい
て情報公開を請求する｡
①生産緑地の買取申出は一度だけで二度目は応じられないとする根
拠条例
②生産緑地の一部買取申出(イ:一箪の内一部申出､ロ:何箇所かの内
一部申出､ハ:複数回に分けた申出)について残地積が500㎡を超えて
いるにもかかわらずイ～ハなどの制限を加えているならば､その根
拠条例
③生産緑地の買取申出期間について主たる事業者死亡から一年以内
を申出の期限とされているならば､その根拠条例

都市整備部
都市計画課

不存在
※3

66 H30.11.9 H30.11.14

第二京阪道路環境監視局(長尾局及び津田局)における平成30年10月
23日1時から同年10月31日24時までの大気汚染測定データ(月報)
＜対象文書＞
･大気汚染測定データ【2018年10月】月報 測定局名:長尾 平成30年
10月23日～同年10月31日分
･大気汚染測定データ【2018年10月】月報 測定局名:津田 平成30年
10月23日～同年10月31日分

環境部
環境指導課

公開

67 H30.12.5 H30.12.14

中高層建築物の建築に係る標識設置届出書(平成○○年○○月○○
日収受都調第○○号～平成○○年○○月○○日収受都調第○○号)､
添付書類である計画概要書､標識の設置を証する写真及び附近見取
図
※個人情報及び印影を除く

都市整備部
開発指導室
開発調整課

公開

68 H30.12.13 H30.12.19

①平成○○年○○月○○日収受都安第○○号 完了検査申出書に添
付されている土地利用計画図､造成計画図､造成断面図･擁壁展開図､
擁壁配筋図(L－1')(L－1)(L－2)(L－3)
②平成○○年○○月○○日収受都査宅第○○号 宅地造成に関する
工事の許可申請書に添付されている擁壁の構造設計
③平成○○年○○月○○日収受都査宅第○○号 宅地造成に関する
工事の変更許可申請書に添付されている擁壁(L－1')の構造設計
※個人情報及び印影を除く

都市整備部
開発指導室
開発調整課

公開

69 H30.12.27 H31.1.8
○○の平成○○年○○月○○日から現在までの枚方市における管理
医療機器販売業･貸与業の届出(展示を除く)､あるいは高度管理医療
機器等販売業･貸与業の許可の有無について

健康部
保健所

保健企画課

不存在
※4

70 H31.1.9 H31.1.18

中高層建築物の建築に係る標識設置届出書(平成○○年○○月○○
日収受都調第○○号)添付書類である計画概要書､標識の設置を証す
る写真及び付近見取図
※個人情報及び印影を除く

都市整備部
開発指導室
開発調整課

公開

71 H31.1.24 H31.2.7
賠償責任保険証券
※約款､添付の特約及び印影を除く

市民安全部
市民活動課

公開

72 H31.1.24 H31.2.7
･公益社団法人全国公立文化施設協会制度保険に係る加入者証
･公立文化施設貸館対応興行中止保険に係る加入者証

産業文化部
文化振興課

公開

73 H31.1.24 H31.2.7

･市立生涯学習市民センター等所蔵美術作品に係る動産総合保険証
券
･賠償責任保険証券
･公益社団法人全国公立文化施設協会制度保険に係る加入者証
･受託者賠償責任保険に係る申込書､明細書

産業文化部
生涯学習課

部分公開
5－3

74 H31.1.24 H31.2.7

･保健福祉事業の医療等業務総合賠償保険･傷害保険に係る加入者証
(平成30年度日々雇用者(雇い上げ)傷害保険分)
･日々雇用者傷害保険に係る加入依頼書
※印影を除く

健康部
保健所

保健センター
公開

75 H31.1.24 H31.2.7
賠償責任保険証書､賠償責任保険明細書
※印影､約款及び特約を除く

福祉部
福祉総務課

部分公開
5－3

76 H31.1.24 H31.2.7
･平成30年度障害者施設総合補償制度に係る加入者証
･平成30年度所在地別施設明細表(平成30年4月1日時点)
※印影を除く

福祉部
障害福祉室

公開
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番号 申出日 回答日 申出内容又は申出公文書名 主管課 回答内容等 備考

77 H31.1.24 H31.2.8

平成30年度枚方子どもいきいき広場事業 公益活動及びコーディ
ネーター災害補償保険の保険証券の写し
※約款及び仕様書を除く
※個人情報及び印影を除く

子ども青少年部
子ども青少年政策課

公開

78 H31.1.24 H31.2.7 賠償責任保険証券
土木部

みち･みどり室
部分公開
5－3

79 H31.1.24 H31.2.7
賠償責任保険証券及び賠償責任保険明細書(保険契約者:枚方市自転
車駐車場指定管理者)
※個人情報及び印影を除く

土木部
交通対策課

部分公開
5－3

80 H31.1.24 H31.2.7
平成30年度非営利･有償活動団体保険に係る加入確認書(兼)保険料
領収書

教育委員会
総合教育部
教育政策課

公開

81 H31.1.24 H31.2.6
平成30年度枚方市日本語･多文化共生教室コーディネーター傷害保
険に係る保険証券
※個人情報及び印影を除く

教育委員会
社会教育部
社会教育課

公開

82 H31.1.24 H31.2.7
平成30年度留守家庭児童会室入室児童に係る傷害保険に係る保険証
券及び明細書
※個人情報､印影及び約款を除く

教育委員会
社会教育部

放課後子ども課
公開

83 H31.1.24 H31.2.7
施設賠償責任保険(総合スポーツセンター等に係るもの)に係る保険
証券及び仕様書
※個人情報､印影､約款及び特約を除く

教育委員会
社会教育部

スポーツ振興課

部分公開
5－3

84 H31.2.1 H31.2.12
平成29年度 学校施設台帳＜様式1－2＞ 菅原小学校､伊加賀小学校､
五常小学校

教育委員会
総合教育部

まなび舎整備室
公開

85 H31.2.6 H31.2.13

中高層建築物の建築に係る標識設置届出書(平成○○年○○月○○
日収受都調第○○号及び平成○○年○○月○○日収受都調第○○
号)､添付書類である計画概要書､標識の設置を証する写真並びに付
近見取図
※個人情報及び印影を除く

都市整備部
開発指導室
開発調整課

公開

86 H31.2.6 H31.2.18

枚方市内で別紙住所の建物と住居番号が記載されている図面(住居
表示台帳図)
＜対象文書＞
磯島南町･楠葉花園町(その3)･中宮北町(その1)･中宮東之町(その
2)･南楠葉2丁目(その1)､南中振2丁目(その1)の住居表示台帳

市民安全部
市民室

公開

87 H31.2.13 H31.2.20

枚方市内の歯科技工所一覧
必要項目:名称､電話番号､郵便番号､所在地､開設者名､開設年月日若
しくは廃止年月日
期間:平成30年1月1日～平成30年12月31日に新規若しくは廃止の届
けの提出があった歯科技工所
＜対象文書＞
歯科技工所台帳(平成30年1月1日～平成30年12月31日に提出があっ
たもの)

健康部
保健所

保健企画課
公開

88 H31.2.15 H31.2.28 尊延寺口径250mm配水管更新実施設計委託に係る金入り設計書
上下水道局

上下水道事業部
上水道工務課

部分公開
5－7

89 H31.2.15 H31.2.27
新名神高速道路整備事業に伴う汚水管整備実施設計委託､公共下水
道長寿命化実施設計委託､都市計画道路中振交野線道路整備事業に
伴う汚水管実施設計委託に係る金入り設計書

上下水道局
上下水道事業部
汚水整備課

部分公開
5－7

90 H31.2.15 H31.2.28

新名神高速道路整備事業に伴う雨水管整備実施設計委託､交北2丁目
地区他雨水管整備実施設計委託､北中振1丁目地区雨水管整備実施設
計委託､山之上4丁目地区雨水管整備実施設計委託､池之宮1丁目地区
雨水管整備実施設計委託に係る金入り設計書

上下水道局
上下水道事業部
雨水整備課

部分公開
5－7

91 H31.2.19 H31.2.26

･住居表示台帳
･住居新築届受付簿
※平成30年11月1日から平成31年1月31日までに新しく住居番号が付
番された箇所

市民安全部
市民室

公開
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92 H31.3.1 H31.3.15

平成31年4月1日～平成34年3月31日(3年間)都市公園有料施設の指定
管理者の候補者となった団体が作成した｢指定管理者募集要項 10．
提案に当たっての確認事項 確認事項8～12｣に関する事業提案書(個
人情報､別添･参照資料を除く)
＜対象文書＞
枚方市都市公園有料施設指定申請書の事業計画書の確認事項8～12
※個人情報､別添資料及び参照資料を除く

土木部
みち･みどり室

公開

93 H31.3.12 H31.3.22

中高層建築物の建築に係る標識設置届出書(平成○○年○○月○○
日収受都調第○○号～平成○○年○○月○○日収受都調第○○号)､
添付書類である計画概要書､標識の設置を証する写真及び附近見取
図
※個人情報及び印影を除く

都市整備部
開発指導室
開発調整課

公開

94 H31.3.26 H31.4.3

歯科技工士法第21条に基づき届け出された歯科技工所の一覧(主に
歯科技工所名･開設者名･開設場所･開設年月日･管理者名)
＜対象文書＞
歯科技工所台帳

健康部
保健所

保健企画課
公開

不存在の理由
※1 保存年限を超過し､廃棄しているため｡
※2 サービス付き高齢者向け住宅の事業者に対して､施設運営費等の運営に関する報告書の提出を求めていないため｡
※3 ①から③に係る条例は定めていないことから､申出に係る情報を記録した文書は存在しないため｡
※4 平成27年4月1日に大阪府より権限移譲を受けた高度管理医療機器等販売業･貸与業及び管理医療機器等販売業･貸与業について､引き継いだ電子
データに当該事業者に関する情報が存在せず､また､権限移譲後も当該事業者より高度管理医療機器等販売業･貸与業及び管理医療機器等販売業･貸
与業の許可申請書及び届出書を受理しておらず､許可･届出台帳存在しないため｡
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番号 請求日 決定日 請求内容又は請求公文書名 主管課 決定内容等 備考

1 H30.4.2 H30.4.13 視覚障害者用誘導ブロックの設置､管理についての会議の音声記録
土木部

土木政策課
開示

2 H30.4.3 H30.4.13 職員との折衝時の電磁的記録に係るテープ起こし後の文書
土木部

土木政策課
不存在
※1

3 H30.4.11 H30.4.25 経過記事､差押決裁文書及びそれら全ての添付書類
財務部
税務室
納税課

部分開示
15－1－2
15－1－3
15－1－4
15－1－8

4 H30.4.24 H30.5.8
･地域包括支援センター総合相談受付記録
･コアメンバー会議記録

長寿社会部
地域包括ケア

推進課
開示

5 H30.4.25 H30.4.26 戸籍謄本等職務上請求書
市民安全部
市民室

部分開示
15－1－4

6 H30.4.25 H30.5.9
･要介護認定調査票
･主治医意見書
･要介護認定結果通知書

長寿社会部
介護保険課

開示

7 H30.4.27 在学中の支援学級を使用していたことがわかる文書
教育委員会
学校教育部

児童生徒支援室
取下げ

8 H30.5.2 H30.5.15 平成30年度土地評価調書
財務部
税務室
資産税課

開示

9 H30.5.18 H30.5.29 職務の執行に対する意見､要望等記録票

市立ひらかた病院
事務局

経営管理室
総務課

開示

10 H30.5.23 H30.5.30 DV面接相談記録
市長公室

人権政策室
開示

11 H30.5.24 H30.5.31 住民票･戸籍･印鑑証明書交付申請書
市民安全部
市民室

開示

12 H30.5.25 H30.5.29 住民票の写し等職務上請求書
市民安全部
市民室

部分開示
15－1－4

13 H30.5.25 H30.5.29 住民票の写し等職務上請求書
市民安全部
市民室

部分開示
15－1－4

14 H30.5.25 H30.6.8 固定資産評価審査委員会議事調書 事務局決裁文書一式
固定資産評価

審査委員会事務局
不存在
※2

15 H30.5.30 H30.6.11

①診療情報提供書
②言語聴覚療法サマリー
③入園前診察に係る紹介状
④相談記録
⑤理学療法報告書

子ども青少年部
子育て運営課

部分開示
15－1－2

16 H30.5.31 H30.6.5 住民票の写し等職務上請求書
市民安全部
市民室

部分開示
15－1－4

17 H30.6.1 H30.6.15 住民票の写し等職務上請求書
市民安全部
市民室

部分開示
15－1－4

３．保有個人情報開示等の請求の内容等
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18 H30.6.8 H30.6.11
①収入小票
②還付金振込先口座依頼書

長寿社会部
介護保険課

開示

19 H30.6.13 H30.9.25 請求者の経過詳細一覧の一部
財務部
税務室
納税課

非訂正
補正命令
H30.8.24

20 H30.6.13 H30.9.25 請求者の経過詳細一覧の一部
財務部
税務室
納税課

非消去
補正命令
H30.8.24

21 H30.6.15 H30.6.29
請求者が固定資産評価審査委員会宛に行った情報公開請求及び自己
情報開示請求に係る回議書

固定資産評価
審査委員会事務局

開示

22 H30.6.22 H30.7.6 住民票等の請求書
市民安全部
市民室

部分開示
15－1－2
15－1－4

23 H30.6.22 H30.7.6
請求者が固定資産評価審査委員会宛に行った自己情報開示請求に係
る回議書

固定資産評価
審査委員会事務局

開示

24 H30.6.25 H30.7.5 土地･家屋名寄台帳
財務部
税務室
資産税課

開示

25 H30.7.2 H30.7.10 職務の執行に対する意見､要望等記録票
市長公室

広聴相談課
開示

26 H30.7.2 H30.7.11 傷害補償障害特別支給金障害特別援護金障害特別給付金決定通知書
教育委員会
総合教育部
教育政策課

開示

27 H30.7.2 H30.7.11 障害等級認定書類
教育委員会
総合教育部
教育政策課

不存在
※3

28 H30.7.3 H30.7.13 生活保護申請に係る資産調査関係書類
福祉部

生活福祉室
部分開示
15－1－2

29 H30.7.9 H30.7.23
請求者が固定資産評価審査委員会宛に行った自己情報開示請求に係
る回議書

固定資産評価
審査委員会事務局

開示

30 H30.7.10 H30.7.19 土地･家屋名寄台帳
財務部
税務室
資産税課

開示

31 H30.7.19 H30.7.24 DV面接相談記録
市長公室

人権政策室
開示

32 H30.7.30 H30.8.6
･住民票･戸籍･印鑑証明書交付申請書
･戸籍謄本等の請求について

市民安全部
市民室

開示

33 H30.8.1 H30.8.6 土地･家屋名寄台帳
財務部
税務室
資産税課

開示

34 H30.8.2 H30.8.6 住民票･戸籍･印鑑証明書交付申請書
市民安全部
市民室

開示

35 H30.8.6 H30.8.10
･主治医意見書
･要介護認定結果通知書

長寿社会部
介護保険課

開示
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36 H30.8.7 H30.8.20 枚方市情報公開･個人情報保護審査会に係る音声記録
総務部

コンプライアンス
推進課

部分開示
15－1－8

37 H30.8.7 H30.8.16 戸籍謄本等職務上請求書
市民安全部
市民室

部分開示
15－1－4

38 H30.8.10 H30.8.16 戸籍謄本･住民票の写し等職務上請求書
市民安全部
市民室

部分開示
15－1－4

39 H30.8.22 H30.10.5 枚方市情報公開･個人情報保護審査会会議録及び議事概要
総務部

コンプライアンス
推進課

部分開示
15－1－8

決定期間
延長決定
H30.9.4

40 H30.8.22 H30.9.5 住民票の写し等職務上請求書
市民安全部
市民室

部分開示
15－1－4

41 H30.8.31 H30.9.10 障害支援区分認定調査票
福祉部

障害福祉室
開示

42 H30.9.3 H30.9.14 市民の声に対する回答文書
市長公室

広聴相談課
不存在
※4

43 H30.9.3 H30.9.13 市民の声に対する回答文書
市長公室

広聴相談課
開示

44 H30.9.12 H30.9.18 戸籍謄本･住民票の写し等職務上請求書
市民安全部
市民室

部分開示
15－1－4

45 H30.9.20 H30.10.4
①DV面接相談記録
②法律相談処理カード

市長公室
人権政策室

開示

46 H30.9.20 H30.10.4 人権政策室の面接相談記録
市長公室

人権政策室
不存在
※5

47 H30.9.20 本人からの電話への対応記録
市長公室
秘書課

取下げ

48 H30.9.20 H30.9.28 法律(弁護士)相談申込票
市長公室

広聴相談課
開示

49 H30.9.25 H30.9.27 住民票の写し等交付請求書
市民安全部
市民室

不存在
※6

50 H30.9.25 H30.11.8
①ケース記録
②障害者虐待防止法受付対応に係る文書

福祉部
障害福祉室

部分開示
15－1－2
15－1－4
15－1－8

決定期間
延長決定
H30.10.9

審査請求
H30.12.6

51 H30.9.25 H30.10.3 訪問と面接の相談記録
健康部
保健所

保健予防課
開示

52 H30.9.25 H30.11.7 保健企画課の医療相談記録
健康部
保健所

保健企画課

部分開示
15－1－4
15－1－8

決定期間
延長決定
H30.10.9

53 H30.10.3 H30.10.11 住民票等の交付について
市民安全部
市民室

部分開示
15－1－2
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番号 請求日 決定日 請求内容又は請求公文書名 主管課 決定内容等 備考

54 H30.10.3 H30.10.9 住民票の写しの交付申請書
市民安全部
市民室

部分開示
15－1－2

55 H30.10.4 H30.10.9 土地･家屋名寄台帳
財務部
税務室
資産税課

開示

56 H30.10.4 H30.10.18 納入済通知書
総務部

コンプライアンス
推進課

不存在
※7

57 H30.10.24 H30.11.7 職務の執行に対する意見､要望等記録票
総合政策部
行革推進課

開示

58 H30.10.26 H30.10.30 納税証明交付申請書
市民安全部
市民室

部分開示
15－1－2

59 H30.10.26 H30.10.30 住民票の写しの交付申請書
市民安全部
市民室

部分開示
15－1－2

60 H30.10.26 H30.11.1 住民票等交付申請書兼誓約書
市民安全部
市民室

部分開示
15－1－2
15－1－4

61 H30.11.2 H30.11.8 戸籍謄本等職務上請求書
市民安全部
市民室

部分開示
15－1－4

62 H30.11.5 H30.11.19 職務の執行に対する意見､要望等記録票

市立ひらかた病院
事務局

経営管理室
総務課

開示

63 H30.11.8 H30.11.19
･カルテの開示に係る回議書
･診療記録提供請求書･本人確認資料･受領書
･診療記録の提供について

市立ひらかた病院
事務局

経営管理室
総務課

開示

64 H30.11.22 H30.12.5 介護保険要介護認定･要支援認定等結果通知書
長寿社会部
介護保険課

開示

65 H30.11.28 H30.11.29 土地･家屋名寄台帳
財務部
税務室
資産税課

開示

66 H30.12.3 H30.12.27 小中学校におけるいじめの状況調査表及び報告書
教育委員会
学校教育部

児童生徒支援室

部分開示
15－1－2
15－1－8

決定期間
延長決定
H30.12.17

67 H30.12.20 H30.12.21 住民票の写し等の交付請求書
市民安全部
市民室

開示

68 H30.12.20 H30.12.26 戸籍騰抄本等交付申請書
市民安全部
市民室

部分開示
15－1－2

69 H30.12.21 H30.12.26 土地･家屋名寄台帳
財務部
税務室
資産税課

開示

70 H30.12.21 H31.1.11 行政不服審査法に基づく審理員による口頭意見陳述に係る音声記録
総務部

コンプライアンス
推進課

開示
決定期間
延長決定
H31.1.4

71 H30.12.26 H31.1.16 小中学校におけるいじめの状況調査表及び報告書
教育委員会
学校教育部

児童生徒支援室

部分開示
15－1－2

決定期間
延長決定
H31.1.9
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番号 請求日 決定日 請求内容又は請求公文書名 主管課 決定内容等 備考

72 H30.12.27 H31.1.9
①交付申請書
②住民票の写しの交付申請書

市民安全部
市民室

部分開示
15－1－2
15－1－4

73 H31.1.21 H31.2.4 支援措置に関して､申出に至る現在までの状況に係る文書
市民安全部
市民室

存否応答
拒否

74 H31.1.21 H31.2.4 子ども総合相談センターにおける相談記録
子ども青少年部
子ども総合相談

センター

存否応答
拒否

75 H31.1.25 H31.2.22 市立ひらかた病院からの回答文書に係る決裁文書
市立ひらかた病院

事務局
医事課

不存在
※8

76 H30.1.28 H31.2.4 住民票交付のお願い
市民安全部
市民室

部分開示
15－1－2
15－1－4

77 H31.1.28 H31.2.6 障害支援区分認定調査票
福祉部

障害福祉室
開示

78 H31.1.28 H31.2.6 介護保険住宅改修事前申請書の添付書類の図面
長寿社会部
介護保険課

不存在
※9

79 H31.1.30 H31.2.6 市民相談課からの回答文書に係る決裁文書
市長公室

広聴相談課
不存在
※10

80 H31.2.4 H31.2.18 戸籍謄本･住民票の写し等職務上請求書
市民安全部
市民室

部分開示
15－1－4

81 H31.2.4 H31.2.22
①診断書の送付先がわかる文書
②誰がレセプトを取得したのかわかる書類

市立ひらかた病院
事務局
医事課

不存在
※11

82 H31.2.4 H31.2.15 消費生活センターが事業者と行った折衝記録
市民安全部
消費生活
センター

不存在
※12

83 H31.2.12 H31.2.25 住民票等交付申請兼誓約書
市民安全部
市民室

部分開示
15－1－2
15－1－4

84 H31.2.26 H31.3.4 戸籍謄本･住民票の写し等職務上請求書
市民安全部
市民室

部分開示
15－1－4

85 H31.3.4 H31.3.12 戸籍謄本･住民票の写し等職務上請求書
市民安全部
市民室

部分開示
15－1－2
15－1－4

86 H31.3.4 H31.3.15 住民票･戸籍･印鑑証明書交付請求書
市民安全部
市民室

非開示
15－1－2

87 H31.3.5 H31.3.13 土木部職員との面談メモ
土木部

土木政策課
開示

88 H31.3.6 H31.3.12 戸籍謄本･住民票の写し等職務上請求書
市民安全部
市民室

部分開示
15－1－2
15－1－4

89 H31.3.12 H31.3.26 枚方市緊急通報装置利用申込書
長寿社会部

地域包括ケア
推進課

部分開示
15－1－2
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番号 請求日 決定日 請求内容又は請求公文書名 主管課 決定内容等 備考

90 H31.3.15 H31.3.28 住民票･戸籍･印鑑証明書交付請求書
市民安全部
市民室

部分開示
15－1－2

91 H31.3.19 H31.3.28 本人に係る市の対応方針を記載した文書
市民安全部
消費生活
センター

不存在
※13

92 H31.3.19 H31.3.29 本人に係る市の対応方針を記載した文書
健康部
保健所

保健企画課

不存在
※14

93 H31.3.19 H31.3.27 本人に係る市の対応方針を記載した文書
長寿社会部
介護保険課

不存在
※15

94 H31.3.19 H31.3.26 本人に係る市の対応方針を記載した文書
都市整備部
開発指導室
開発調整課

不存在
※16

95 H31.3.19 H31.3.28 本人に係る市の対応方針を記載した文書
市立ひらかた病院

事務局
医事課

不存在
※17

96 H31.3.22 H31.4.5 広聴相談課での相談に関する文書
市長公室

広聴相談課
不存在
※18

97 H31.3.29 H31.4.12 当方への告発状の市の所持に係る文書
市民安全部

大阪北部地震等
被災者支援対策室

存否応答
拒否

98 H31.3.29 H31.4.12 当方への告発状の市の所持に係る文書
環境部

減量業務室
非開示

15－1－2

不存在の理由
※1 本件請求に係る対象文書は作成していないため｡
※2 枚方市固定資産評価審査委員会条例第11条の規定によれば､議事調書は､書記が作成し､議事に関与した委員及び調書を作成した書記がこれに
署名押印しなければならないものと定められています｡当委員会では､この定めに従い､書記が作成した議事調書について､当該書記及び委員の署名
押印によって文書の作成を完結させています｡したがって､当該議事調書の作成において事務局決裁に供するという運用はしておらず､かかる決裁
文書も存在しないものです｡
※3 障害等級の認定は地方公務員災害補償基金が行う事項であり､本件請求に係る障害等級認定書類は市に送付されていないため｡
※4 保存年限(3年)経過により､本件請求に係る文書は廃棄したため｡
※5 面接相談を行っていないため､予約､面談された履歴がありませんでした｡
※6 請求人に係る住民票等の写しの請求及び交付がなかったため｡
※7 当課が現に保有する全ての納入済通知書の中に､本請求に係る納入済通知書は含まれていなかったため｡
※8 本件請求に係る文書については､保存年限である3年が経過し､廃棄したため｡
※9 請求のあった｢介護保険住宅改修事前申請書の添付書類の図面｣は､保存年限である5年を経過し､廃棄したため｡
※10 本請求の対象文書は､保存年限が経過し､廃棄したため｡
※11 保管している文書を検索したが､該当する文書は見つからなかったため｡
※12 ○○､○○､○○への聴取は行っておらず､記録文書を作成していないため｡
※13 ○○本人に係る市の対応方針を記載した文書を作成していないため｡
※14 当該文書を作成していないため｡
※15 請求のあった｢○○本人に係る市の対応方針を記載した文書｣は､作成していないため｡
※16 文書を作成していないため｡
※17 ○○本人に係る市の対応方針を記載した文書は作成していないため｡
※18 本請求の対象となる文書を作成していないため｡
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齢
者
の
家
族
等
に
直
接
電
話
連
絡
が
で
き
る
も

の
で
す
。
ま
た
、
専
用
ア
プ
リ
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
、
行
方
不
明
時
に
捜
索
依
頼
を
行
う
こ
と
も
可
能
で
す
。

 

本
事
業
は
、
本
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
促
進
及
び
申
請
者
の
負
担
軽
減
の
た
め
、
本
市
が
サ
ー
ビ
ス
提
供
事
業
者
へ
の
申
請
代
行
、

ス
テ
ッ
カ
ー
配
付
、
初
期
費
用
及
び
初
回
１
年
間
の
利
用
料
の
補
助
を
行
う
と
と
も
に
、
徘
徊
時
に
通
報
や
問
合
せ
に
対
応
で

き
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
申
請
情
報
の
管
理
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
す
。
な
お
、
１
年
間
モ
デ
ル
事
業
と
し
て
実
施
し
た
後
、

導
入
効
果
等
を
検
証
し
、
本
導
入
す
る
予
定
と
し
て
い
ま
す
。

 

本
諮
問
は
、
本
事
業
の
申
請
情
報
の
管
理
を
行
う
に
あ
た
り
、
高
齢
者
本
人
又
は
そ
の
法
定
代
理
人
の
同
意
を
得
る
こ
と
な

く
、
申
請
者
で
あ
る
家
族
等
か
ら
個
人
情
報
を
収
集
す
る
こ
と
が
あ
る
こ
と
に
対
応
す
る
も
の
で
す
。
 

 
 

２
 
本
人
又
は
そ
の
法
定
代
理
人
以
外
の
も
の
か
ら
収
集
す
る
本
人
の
個
人
情
報
の
項
目

 

 
 
氏
名
、
生
年
月
日
、
性
別
、
住
所
、
家
族
等
の
電
話
番
号
、
介
護
認
定
状
況
、
認
知
症
の
有
無
、
徘
徊
等
の
症
状
、
担
当
居

宅
介
護
支
援
事
業
者
、
同
居
家
族
の
構
成

 

  

 １
 
目
 
的

 

高
齢
者
の
認
知
症
に
よ
る
徘
徊
時
に
、
当
該
高
齢
者
を
早
期
に
発
見
す
る
と
と
も
に
、
早
期
に
身
元
を
確
認
し
家
族
等
へ
連

絡
で
き
る
体
制
づ
く
り
を
目
的
と
し
て
、民
間
事
業
者
が
提
供
す
る
み
ま
も
り
あ
い
ス
テ
ッ
カ
ー
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
促
進
を
主

な
内
容
と
す
る
、
枚
方
市
み
ま
も
り
あ
い
ス
テ
ッ
カ
ー
利
用
支
援
事
業
を
実
施
し
ま
す
。

 

本
サ
ー
ビ
ス
は
、
認
知
症
に
よ
る
徘
徊
の
症
状
が
あ
る
高
齢
者
の
持
ち
物
等
に
ス
テ
ッ
カ
ー
を
貼
付
し
、
発
見
者
が
ス
テ
ッ

カ
ー
に
記
載
さ
れ
て
い
る
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル
と
Ｉ
Ｄ
番
号
を
用
い
て
当
該
高
齢
者
の
家
族
等
に
直
接
電
話
連
絡
が
で
き
る
も

の
で
す
。
ま
た
、
専
用
ア
プ
リ
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
、
行
方
不
明
時
に
捜
索
依
頼
を
行
う
こ
と
も
可
能
で
す
。

 

本
事
業
は
、本
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
促
進
及
び
申
請
者
の
負
担
軽
減
の
た
め
、本
市
が
サ
ー
ビ
ス
提
供
事
業
者
へ
の
申
請
代
行
、

ス
テ
ッ
カ
ー
配
付
、
初
期
費
用
及
び
初
回
１
年
間
の
利
用
料
の
補
助
を
行
う
と
と
も
に
、
徘
徊
時
に
通
報
や
問
合
せ
に
対
応
で

き
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
申
請
情
報
の
管
理
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
す
。
な
お
、
１
年
間
モ
デ
ル
事
業
と
し
て
実
施
し
た
後
、

導
入
効
果
等
を
検
証
し
、
本
導
入
す
る
予
定
と
し
て
い
ま
す
。

 

本
諮
問
は
、
本
事
業
の
申
請
情
報
の
管
理
を
行
う
に
あ
た
り
、
高
齢
者
本
人
若
し
く
は
そ
の
法
定
代
理
人
の
同
意
を
得
る
こ

と
な
く
、
要
配
慮
個
人
情
報
を
収
集
す
る
こ
と
が
あ
る
こ
と
に
対
応
す
る
も
の
で
す
。
 

 ２
 
収
集
す
る
情
報
が
要
配
慮
個
人
情
報
に
該
当
す
る
理
由
 

申
請
情
報
に
病
歴
（
認
知
症
の
有
無
及
び
徘
徊
等
の
症
状
）
が
含
ま
れ
る
た
め
。
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諮
問
第
６
１
３
号
 

  

諮
問
６
１
４
号
 

条
例
第
１
３
条
た
だ
し
書
（
電
子
計
算
機
の
電
気
通
信
回
線
に
よ
る
接
続
）
の
規
定
に
よ
る
諮
問
 

条
例
第
１
０
条
第
３
項
第
６
号
（
保
有
個
人
情
報
の
外
部
提
供
）
の
規
定
に
よ
る
諮
問
 

諮
  
 問

  
 事

  
 項

 
採
用
管
理
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
電
子
計
算
機
の
電
気
通
信
回
線
に
よ
る
接
続
に
つ
い
て
 

 

諮
  
 問

  
 事

  
 項

 
タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
を
利
用
し
た
通
訳
サ
ー
ビ
ス
の
導
入
に
伴
う
保
有
個
人
情
報
の
外
部
提
供
に
つ
い

て
 

審
  
  
  
議
  
  
 日

 
平
成
３
１
年
２
月
２
６
日
 

実
  
 施

  
 機

  
 関

 
市
 
長
 

審
  
  
  
議
  
  
 日

 
平
成
３
１
年
２
月
２
６
日
 

実
  
 施

  
 機

  
 関

 
市
 
長
 

答
  
  
  
  
  
  
 申

 
諮
問
の
と
お
り
で
異
論
は
な
い
 

答
  
  
  
  
  
  
 申

 
諮
問
の
と
お
り
で
異
論
は
な
い
 

 １
 
目
 
的

 

 
 
本
市
職
員
採
用
事
務
に
お
い
て
、
受
験
申
込
か
ら
合
否
通
知
ま
で
を
一
括
で
管
理
す
る
採
用
管
理
シ
ス
テ
ム
（
以
下
「
本
シ

ス
テ
ム
」
と
い
い
ま
す
。
）
の
導
入
を
検
討
し
て
い
ま
す
。
本
シ
ス
テ
ム
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
り
、
登
録
者
は
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
上
で
本
市
職
員
採
用
試
験
の
受
験
申
込
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
ほ
か
、
合
否
情
報
、
試
験
日
程
等
の
情
報
の
確
認
が
で
き

ま
す
。

 

本
諮
問
は
、
実
施
機
関
の
使
用
す
る
電
子
計
算
機
と
実
施
機
関
以
外
の
者
が
使
用
す
る
電
子
計
算
機
を
電
気
通
信
回
線
に
よ

り
接
続
す
る
こ
と
に
よ
り
、
本
シ
ス
テ
ム
の
登
録
者
が
実
施
機
関
の
使
用
す
る
電
子
計
算
機
に
記
録
さ
れ
た
保
有
個
人
情
報
を

随
時
に
取
得
し
得
る
こ
と
に
対
応
す
る
も
の
で
す
。

 

 
 

２
 
電
子
計
算
機
の
接
続
に
よ
り
実
施
機
関
以
外
の
者
が
随
時
に
取
得
し
得
る
保
有
個
人
情
報
の
項
目

 

 
 
自
ら
入
力
し
た
氏
名
、
生
年
月
日
、
住
所
、
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
、
電
話
番
号
、
学
歴
及
び
職
歴
、
保
有
資
格
、
志
望
動
機
等

の
採
用
試
験
申
込
情
報
並
び
に
受
験
番
号
及
び
合
否
情
報

 

 ３
 
電
子
計
算
機
の
接
続
に
よ
り
実
施
機
関
の
使
用
す
る
電
子
計
算
機
に
記
録
さ
れ
た
保
有
個
人
情
報
を
随
時
に
取
得
し
得
る
 
 

 

 
者

 

 
 
本
シ
ス
テ
ム
の
登
録
者

 

 ４
 
個
人
情
報
の
保
護
体
制

 

情
報
シ
ス
テ
ム
に
係
る
個
人
情
報
保
護
基
準
の
と
お
り
。

 

 １
 
目
 
的

 

聴
覚
障
害
者
や
日
本
語
に
よ
る
意
思
疎
通
が
困
難
な
来
庁
者
と
の
窓
口
応
対
を
よ
り
ス
ム
ー
ズ
に
行
え
る
よ
う
に
す
る
た

め
、
筆
談
ア
プ
リ
と
外
国
語
翻
訳
ア
プ
リ
を
導
入
す
る
予
定
と
し
て
い
ま
す
。
 

筆
談
ア
プ
リ
は
、
タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
に
向
か
っ
て
発
言
し
た
内
容
が
文
字
表
示
さ
れ
る
ほ
か
、
文
字
や
図
を
タ
ブ
レ
ッ
ト
端

末
の
画
面
上
に
描
き
、
意
思
疎
通
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
す
。
 

外
国
語
翻
訳
ア
プ
リ
は
、
タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
に
向
か
っ
て
発
言
し
た
内
容
が
、
翻
訳
の
上
、
文
字
表
示
さ
れ
た
り
、
音
声
出

力
さ
れ
た
り
す
る
も
の
で
す
。
 

タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
に
向
か
っ
て
発
言
し
た
内
容
や
入
力
し
た
内
容
は
、
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
の
サ
ー
バ
に
送
信
さ
れ
ま
す
が
、

サ
ー
バ
に
送
信
さ
れ
た
情
報
は
、
翻
訳
等
の
精
度
向
上
の
た
め
の
機
械
学
習
を
目
的
と
し
て
、
サ
ー
バ
に
蓄
積
さ
れ
ま
す
。
本

サ
ー
ビ
ス
で
は
、
個
人
情
報
は
原
則
取
り
扱
わ
な
い
も
の
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
発
言
し
た
内
容
等
に
個
人
情
報
が
含
ま
れ
る

可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
 

本
諮
問
は
、
本
サ
ー
ビ
ス
の
導
入
に
伴
う
サ
ー
バ
へ
の
情
報
の
蓄
積
が
、
保
有
個
人
情
報
の
外
部
提
供
に
該
当
す
る
た
め
に

行
う
も
の
で
す
。

 

 ２
 
個
人
情
報
の
提
供
先
 

 
 
凸
版
印
刷
株
式
会
社
、
株
式
会
社
フ
ィ
ー
ト
、
NI
CT
(国
立
研
究
開
発
法
人
情
報
通
信
研
究
機
構
) 

 ３
 
提
供
す
る
個
人
情
報
の
項
目
 

 
 
タ
ブ
レ
ッ
ト
に
向
か
っ
て
発
言
し
た
音
声
デ
ー
タ
及
び
タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
の
画
面
上
に
描
い
た
文
字
や
図
。
 

 

64



情報システムに係る個人情報保護基準 

 

◎ 情報セキュリティ対策 

情報資産を脅威から保護するため、次に定める情報セキュリティ対策を講ずるものとする。 

（１） 物理的セキュリティ対策 

情報システムを設置する施設への不正な立入り、情報資産への損傷・盗難等から保護するために施

設整備等の物理的な対策を講ずる。 

（２） 人的セキュリティ対策 

情報セキュリティに関する権限や責任を定めるとともに、全ての職員等に情報セキュリティポリシ

ーを周知徹底するための教育を実施する等、必要な対策を講ずる。 

（３） 技術的セキュリティ対策 

情報資産を不正なアクセス等から適切に保護するため、情報資産へのアクセス制御、コンピュータ

ウイルス対策ソフト導入等の技術面における対策を講ずる。 

（４） 運用 

外部委託を行う際のセキュリティ確保等、情報セキュリティポリシーの運用面の対策を講ずる。 

 

◎ 物理的セキュリティ対策 

（１） サーバ等の管理 

① サーバ等の機器の取付けを行う場合は、火災、水害、埃、振動、温度、湿度等の影響を可能な限

り排除した場所に設置し、容易に取り外せないよう適切に固定する等、必要な措置を講じなければ

ならない。 

② サーバ室から外部に通ずるドアは必要最小限にし、施錠設備等によって許可されていない立ち入

りを防止しなければならない。また、施錠設備に関連する鍵、IC カード等は適正に管理しなければ

ならない。 

③ 記録媒体を内蔵する機器を外部の事業者に修理させる場合、内容を消去した状態で行わせなけれ

ばならない。内容を消去できない場合は、修理を委託する事業者との間で、守秘義務契約を締結す

る等、秘密保持体制の確認などを行わなければならない。 

④ 機器の廃棄等の場合は、機器内部の記憶装置から、すべての情報を消去の上、復元不可能な状態

にする措置を講じなければならない。 

 

（２） 記録媒体の管理 

① 記録媒体は、サーバ室又は施錠可能な保管庫に保管するなどの盗難防止対策を講じなければなら

ない。 

② 記録媒体については、情報が保存される必要がなくなった時点で速やかに記録した情報を消去し

なければならない。 

③ スマートデバイス等、記録媒体におけるデータの暗号化等の機能を有効に利用しなければならな

い。 
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（３） その他の機器の管理 

① 端末機は盗難防止のため、ワイヤーによる固定等の物理的措置を講じなければならない。 

② スマートデバイスは盗難防止のため、施錠可能な保管庫に保管するなどの物理的措置を講じなけ

ればならない。 

③ 端末機及びスマートデバイスには盗難や不正アクセス等に備え、端末認証を必要とするように設

定しなければならない。 

④ ネットワーク機器及びその他の機器については、不可抗力による損傷、破損、または意図的な情

報の傍受等を防止するため、必要な措置を講じるよう努めなければならない。 

 

◎ 人的セキュリティ対策 

（１） 個人認証カード等の取扱い 

① 個人認証カードを職員等間で共有してはならない。 

② 退席時等でパソコンを使用しない場合は、パソコンの操作ロックを行い、個人認証カードを放置

してはならない。 

（２） IDの取扱い 

① 自己が利用している IDは、他人に利用させてはならない。 

② 共用 IDを利用する場合は、共用 IDの利用者以外に利用させてはならない。 

③ IDには必ずパスワードを設定し、他人に使用させてはならない。 

④ 職員等は、パスワードが流出し、他人が不正使用した場合であっても、被害を最小限に抑えるた

め、システムごとに異なったパスワードを設定しなければならない。 

⑤ システムを導入する場合においては、システム利用者が 8 桁以上のパスワード設定を必要とする

ようシステム設計しなければならない。 

 

◎ 技術的セキュリティ対策 

（１） バックアップの実施 

サーバ等に記録された情報について、必要に応じて定期的にバックアップを実施しなければならな

い。 

（２） アクセス管理 

システムの各種アクセス記録及び情報セキュリティの確保に必要な記録を取得し、一定の期間保存

しなければならない。 

（３） ネットワークの接続制御 

不正アクセスを防止するため、ネットワークに適切なアクセス制御を施さなければならない。 

（４） 無線 LAN・広域無線通信の利用制限 

① 災害時または、情報セキュリティ責任者 (CISO)が認めた場合を除き、無線 LAN及び広域無線通

信を利用してはならない。 

② 無線 LAN及び広域無線通信の利用を認める場合、解読が困難な暗号化等の必要な措置を義務付け

なければならない。 

（５） 特定個人情報に係るセキュリティ対策 
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インターネットに接続できる端末には、個人情報等の重要情報を保存してはならない。 

（６） アクセス制御 

ネットワーク又は情報システムごとにアクセスする権限のない職員等がアクセスできないように、

システム上制限しなければならない。 

（７） 利用者 IDの取扱い 

利用者の登録、変更、抹消等の情報管理、職員等の異動、出向、退職に伴う利用者 IDの取扱い等の

方法を定めなければならない。 

（８） 特権を付与された IDの管理 

① 管理者権限等の特権を付与された IDを利用する者を必要最小限にし、当該 IDのパスワードの漏

えい等が発生しないよう、当該 ID及びパスワードを厳重に管理しなければならない。 

② 特権を付与された IDにて外部委託事業者が作業を行う場合は、職員等の立会いにより、作業内容

の確認を行わなければならない。 

③ 特権を付与された ID及びパスワードについては、定期的な変更または入力回数制限等により、特

にセキュリティ機能を強化しなければならない。 

（９）パスワードに関する情報の管理 

① 職員等のパスワードに関する情報を厳重に管理しなければならない。各情報システムにおいて、

パスワード設定のセキュリティ強化機能がある場合は、これを有効に活用しなければならない。 

② 特権によるネットワーク及び情報システムへの接続を必要最小限にしなければならない。 

（10） システム開発・導入・保守等 

① 情報システム開発、導入、保守等の調達にあたっては、調達仕様書に必要とする技術的なセキュ

リティ機能を明記しなければならない。 

② システム開発の責任者及び作業者が使用するＩＤを管理し、開発完了後、開発用ＩＤを削除しな

ければならない。 

③ システム開発の責任者及び作業者のアクセス権限を設定しなければならない。 

④ システム開発及びテスト環境からシステム運用環境への移行について、システム開発計画の策定

時に手順を明確にしなければならない。 

（11） 不正プログラム対策 

① 所管するサーバ等及び端末機等に、コンピュータウイルス等の不正プログラム対策ソフトウエア

を常駐させなければならない。 

② 不正プログラム対策ソフトウエアのパターンファイルを常に最新の状態に保たなければならない。 

③ 不正プログラム対策のソフトウエアは、常に最新の状態に保たなければならない。 

④ 業務で利用するソフトウエアは、プログラム更新やバージョンアップなどの開発元のサポートが

終了していないソフトウエアを利用するよう努めなければならない。 

 

◎ 運用 

（１） 外部委託 

① 外部委託先の選定にあたり、委託内容に応じた情報セキュリティ対策が確保されることを確認し

なければならない。 
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② ASP／クラウドによるシステムを利用する場合、委託事業者がサービス内容に応じた十分な情報

セキュリティ対策を確保していることを確認しなければならない。 

③ 情報システムの運用等を外部委託する場合には、委託する業務の内容に応じて、委託事業者との

間で次の情報セキュリティ要件を規定した契約を締結しなければならない。 

・情報セキュリティポリシー及び情報セキュリティ実施手順の遵守 

・委託先の責任者、委託内容、作業者、作業場所の特定 

・通信速度及び安定性、システムの信頼性等の品質保証 

・従業員に対するセキュリティ教育の実施 

・提供された情報の目的外利用及び受託者以外の者への提供の禁止 

・業務上知りえた情報の守秘義務 

・再委託に関する制限事項の遵守 

・委託業務終了時の情報資産の返還、廃棄等 

・委託業務の定期報告及び緊急時報告義務 

・市による検査 

・市による監査 

・市による事故時等の公表 

・情報セキュリティポリシーが遵守されなかった場合の規定(損害賠償等） 

④ ASP／クラウドによるシステムを導入する場合は、委託契約項目に合わせて次の情報セキュリテ

ィ要件を規定した契約を締結しなければならない。 

・本店所在地及びデータセンター、データバックアップ先が日本国内であること 

・データセンターは十分な情報セキュリティ対策、災害対策を確保していること 

⑤ 個人情報を取扱う作業を委託する場合は、委託事業者に対し、必ず個人情報の保護に関する覚書

を取り交わさなければならない。 

⑥ 特定個人情報を取扱う委託契約における契約項目 

特定個人情報を取り扱う委託契約を締結する場合は③の委託契約項目に示す内容に加え以下を規

定しなければならない。 

 ・ 事業所内からの特定個人情報の持ち出しの禁止 

 ・ 漏洩事案等が発生した場合の委託先の責任 

 ・ 特定個人情報を取り扱う従業員の明確化 

 ・ 再委託先に対する監督義務及び当該監督の状況を市に報告する義務 

 

＜用語の定義＞ 

・ スマートデバイス 

情報処理端末（デバイス）のうち、スマートフォンやタブレット型端末など携行可能な多機能端末 

・ 無線 LAN 

電波等を利用してデータの送受信を行う構内通信網システム 

・ 広域無線通信 

電波等を利用してデータの送受信を行う、事業者が提供する広域向けの通信網システム 
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・ 情報セキュリティ責任者（CISO） 

Chief Information Security Officer の略。本市の全ての情報資産、ネットワークにおける開発、

設定の変更、運用、見直し及び情報セキュリティ対策の実施に関する権限及び責任を有する。また、情

報資産に対する侵害が発生した場合又は侵害のおそれがある場合に、必要かつ十分な措置を行う権限及

び責任を有する。 

本市では、総務部長を情報セキュリティ責任者（CISO）としている。 

・ 特定個人情報 

マイナンバー（個人番号）やマイナンバーに対応する符号をその内容に含む個人情報 

・ ＡＳＰ／クラウド 

庁外データセンター等でプログラムやデータベースを管理し、ネットワークを介してこれを利用する

仕組みや概念 

・ データセンター 

耐震性に優れた建物にシステムを収容して高速な通信回線を引き込み、空調設備や入退室管理、カメ

ラによる監視等のセキュリティ対策を施した施設 

 

 

[ 最終改訂日 平成 29年 2月 10日 ] 
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５．審査会答申 
 

情個審答申第５６号 

平成３０年９月３日 

 

枚方市長 伏見 隆  様 

 

枚方市情報公開・個人情報保護審査会 

  会  長  松 本  哲 治  

 

                                          

 

審査請求に対する裁決について（答申） 

 

平成３０年７月１７日付け総コ推第６２－２号により諮問のあった保有個人情報不存在

決定（平成３０年３月５日付け土総第１２８号、土管第９３３－２号及び土交第３３１号

並びに平成３０年２月２８日付け福障第３０８３号）に対する審査請求について、次のと

おり答申します。 
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第一 審査会の結論 

枚方市長（事務所管は土木部土木政策課、道路河川管理課及び交通対策課並びに福祉部

障害福祉室。以下「実施機関」という。）は、本件処分（後述第二の２参照）のうち、平

成３０年３月５日付け土総第１２８号の保有個人情報不存在決定を取り消し、別表に掲げ

る文書を開示すべきである。 

 

 

第二 本件審査請求の経過 

 

１ 保有個人情報開示請求 

平成３０年２月１９日、審査請求人は、枚方市個人情報保護条例（平成２９年枚方

市条例第３９号。以下「条例」という。）２３条１項の規定に基づき、実施機関に対

し、①土木部長他６名との折衝時における、＜当日の当方と枚方市管理職７名との折衝

記録の全て＞（以下「本件請求情報①」という。）、②当方との間において実施した事務

折衝時における、＜当日の当方と枚方市管理職５名との折衝記録の全て＞（以下「本件

請求情報②」という。）の開示の請求（以下「本件請求」という。）を行った。 

 

２ 実施機関の決定 

実施機関は、本件請求のうち、本件請求情報①については、４つの事務所管課ごとに

それぞれ保有個人情報不存在の決定（うち１件のみ平成３０年２月２８日付けで、残り

は同年３月５日付け。以下「本件処分」という。）を、本件請求情報②については、

「会議録」を開示する決定（平成３０年３月５日付け）及び２つの事務所管課ごとにそ

れぞれ保有個人情報不存在の決定（平成３０年３月５日付け）を行った。 

その後、審査請求人に対してその旨をそれぞれ通知した。 

 

３ 審査請求 

平成３０年４月２７日、審査請求人は、本件処分を不服とし、行政不服審査法（平成

２６年法律第６８号。以下「法」という。）２条の規定に基づく審査請求を提起した。 

 

４ 審査請求の併合 

 本件審査請求は、４件の保有個人情報不存在決定に対して提起されたものだが、これ

らの決定は、１件の保有個人情報開示請求に対して行われたものであることから、審理

手続を一括して行い、審理を円滑かつ迅速に進めるため、審査庁（枚方市長。事務所管

は総務部コンプライアンス推進課。）は、平成３０年６月２７日付けで、法３９条の規

定に基づき、審理手続を併合した。 
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第三 審査請求の趣旨 

本件処分を取り消し、本件請求情報①に対応する情報の開示を求める。 

 

 

第四 審査請求人の主張要旨 

審査請求書、決定理由説明書に対する意見書並びに当審査会における口頭意見陳述及び

質疑応答の内容を総合すると、審査請求人の主張は、おおむね次のとおりである。 

 

１ 本件請求情報①と本件請求情報②に係る文書の性質はともに同質・同等であって、か

つ、実施機関からの出席者及び会議に要した時間についてもほぼ同一であったことから、

本件請求情報①に係る文書が作成されていないとの説明には、到底納得がいかない。 

 

２ 写しの交付が得られなかった事由にあっては、明らかに、実施機関の何らかの恣意に

基づく不作為の結果にほかならず、当該不作為は、実施機関の不法行為を構成する要因

にも繋がりかねない。 

 

３ 公平・公正の視点、観点の適用のあり方にあっては、他人間にあっては言うまでもな

く、今回の事案のような、同一人への異なる事案の取扱いに係る場合においても、適用

されて然るべきである。 

 

４ 本件審査請求とは別件であるが、審査請求人と市立ひらかた病院との間で行われた折 

衝の記録について開示請求を行ったところ、折衝記録文書の交付を得た。 

 

５ たしかに、審査請求人と実施機関との間で、事前に双方が録音すると取り決めし、そ

れに基づいて録音を行ったが、録音を行ったことと、文書による記録を作成するか否か

は、別の問題であり、録音を行ったからといって、文書による記録を作成しなくてもよ

いことにはならない。音声記録を保有しているのであれば、それに基づいて、文書によ

る記録を作成できるはずであり、作成すべきである。 

 

 

第五 実施機関の主張要旨 

実施機関の保有個人情報不存在決定通知書、決定理由説明書並びに当審査会における説

明及び質疑応答の内容を総合すると、実施機関の主張は、おおむね次のとおりである。 

 

１ 本件処分のうち、土木部所管分の決定理由 

審査請求人から実施機関に対して意見要望書が提出され、当該意見要望書の内容に関
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する１回目の折衝を行った。当該折衝における意見要望の内容について、審査請求人か

ら回答を求められたため、実施機関として、回答文書を作成し、審査請求人へ発出する

こととした。回答文書の作成に当たり、回答内容について実施機関内で意思決定を行う

上で、会議録が必要であったことから、会議録を作成した。 

その後、審査請求人に対して、当該回答文書を発出したところ、それに対して、審査

請求人から、再度、意見要望書が提出され、折衝の申し入れがあった。折衝に先立ち、

審査請求人から、折衝時に審査請求人と実施機関の双方で録音を行う等、折衝当日の進

行についての提案があり、審査請求人に対して、双方録音を行うことについて了承する

旨等、当該提案に対する回答文書の発出を行った。そして、２回目の折衝を行った。 

実施機関においては、２回目の折衝の内容が、新たな意見要望等を含むものでなく、

従前からの継続、重複した内容であったこと、審査請求人に対して発出した回答文書の

内容について再度の説明を求められたものであったため、審査請求人に対して新たに回

答文書を発出する必要がなかったこと、折衝の内容を録音しており、音声記録を保有し

ていること、これらのことから、２回目の折衝については、文書による記録を作成する

必要はないと判断したため、文書による記録は作成していない。 

 

２ 本件処分のうち、障害福祉室所管分の決定理由 

実施機関においては、土木部より、２回目の折衝への参加依頼があり、実施機関の職

員２名が折衝に参加したが、折衝において実施機関の所管事務に関わる案件等がなかっ

たため、折衝記録等の文書作成はしていない。 

 

３ これらのことから、本件請求情報①に係る文書は存在しない。 

以上のことから、実施機関は本件処分を行った。 

   

 

第六 審査会の判断理由 

当審査会は、本件処分の是非について、実施機関及び審査請求人の主張を具体的に検討

した結果、以下のように判断する｡ 

 

１  本件審査請求は、審査請求人と実施機関の職員との間で行われた折衝の記録の不存在

決定について提起されたものであるが、審査請求人は、主に、当該折衝の内容を記録し

た文書（以下「記録文書」という。）を作成していないことの不当性について主張して

いるので、以下、記録文書の有無及び作成の要否について、順次検討する。 

 

２  まず、記録文書の有無について、検討する。 

実施機関は、保有個人情報不存在決定通知書及び決定理由説明書において、２回目の
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折衝記録方法について、双方が録音で記録を行うと取り決めし、実際に録音を行ったこ

とから、記録文書は作成していないと説明するが、本件処分の理由について不明な点が

あったことから、当審査会は、法３６条に基づき、実施機関に対し質問を行った。   

そうしたところ、第五の１に記載のとおり、実施機関においては、当該折衝の内容が、

新たな意見要望等を含むものでなく、従前からの継続、重複した内容であったこと、以

前に発出した回答文書の内容について再度の説明を求められたものであったため、審査

請求人に対して新たに回答文書を発出する必要がなかったこと、折衝の内容を録音して

いること、これらのことから、記録文書を作成する必要はないと判断し、記録文書は作

成していないとの説明を得た。 

 

３ 記録文書を作成する必要はなかったとの実施機関の説明からは、その当否はともかく、

少なくとも記録文書を作成していないとの実施機関の主張が虚偽であることを推認させ

るような不自然さを見出すことはできない。 

また、審査請求人の主張には、後述のとおり、理解できるところもあるが、実施機関

が現に記録文書を作成しているはずであるとの心証を得る内容があるとは認められない。 

これらのことから、実施機関が記録文書を保有していないことについては、事実とし

て認めざるを得ない。 

   

４ 次に、記録文書の作成の要否について検討する。 

審査請求人は、審査請求人と実施機関との間で、事前に双方が録音すると取り決めし、

それに基づいて録音を行ったが、録音を行ったことと、記録文書を作成するか否かは、

別の問題であり、記録文書はそれとして作成すべきであると主張する。 

  

５ たしかに、録音を行い、音声記録を保有しているからといって、記録文書の作成が不

要であることになるわけではなく、情報公開制度や個人情報保護制度が当然前提として

いる望ましい公文書管理の在り方からすれば、少なくとも何らかの折衝記録が文書に

よって作成されることが望ましかったともいえる。このことは、電磁的記録が開示請求

の対象ではなかった本件請求日時点にあっては、いっそう妥当するといえる。 

    ただ、このことをもって、記録文書を現に作成していないとの実施機関の主張を覆す

ことができるものとまではいえない。 

 

６ 記録文書の不存在については上述したとおりであるが、実施機関によると、音声記録

は保有しており、その音声記録はＣＤに保存し、審査請求人から提出された意見要望書

やその対応に係る書類等とともに簿冊に保管しているとのことである。 

当審査会として、実際の保管状況について見分したところ、たしかに、関連文書とと

もに、ＣＤがケースに入れられた上で簿冊に保管されており、当該ＣＤのケースの表面
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にラベル（以下「本ラベル」という。）が貼付され、そこには「視覚障害者用誘導ブ

ロックの設置、管理についての会議の音声記録 日時［略］ 場所［略］」と記載され

ていた。 

そこで、本ラベルの本件請求情報①の対象文書への該当性について、以下検討する。 

本件請求日時点において、開示請求の対象となる情報は、「公文書（実施機関が職務

上作成し、又は取得した文書、図画及び写真で、実施機関が管理しているもの）に記録

されている自己に関する個人情報」とされていた。 

ここでいう文書とは、文字又はこれに代わるべき符号を用いて、永続性をもった状態

で紙又はこれに類するものに記載したものであると解されることからすると、折衝の標

題、日時及び場所が記載された本ラベルは、実施機関が職務上作成した文書であり、ま

た、関連文書とともに簿冊に保管されていることから、組織として管理しているものと

認められる。 

これらのことから、本ラベルは、公文書に該当するものと認められる。 

また、本ラベルに記載されている情報は、同じ簿冊に保管されている関連文書から、

審査請求人との折衝における音声記録に関するものであると認識することが可能であり、

特定の個人（ここでは審査請求人。）に関する個人情報であると解することができる。 

したがって、本ラベルは、本件請求日時点において、審査請求人が開示を請求するこ

とができる情報であったといえる。 

そして、本件請求書には「折衝記録の全て」と記載されていることから、本件請求は

実施機関の保有する全ての折衝記録を求められたものであり、また、本ラベルには標

題、日時及び場所が記載されていることからすると、本ラベルを本件請求情報①の対象

として特定すべきである。 

その上で、本ラベルには何らの非開示情報も含まれていないので、これを本件請求情

報①に対応する文書として開示すべきである。 

 

７ なお、保有個人情報不存在決定通知書には、本件処分の理由として、文書を作成して

いないという本件処分の直接的な要因は記載されているが、なぜ作成されなかったかに

ついての詳細な理由付記はなかった。当審査会の質問に対して、実施機関から、より詳

細で具体的な説明があったが、今後は、決定通知書に、より丁寧な理由付記をするのが

望ましい。 

 

 以上のことから、当審査会は、「第一 審査会の結論」のとおり答申する。 

 

 

第七 審査会の処理経過 

開 催 年 月 日 処    理    内    容 
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平成３０年 ７月１７日 諮問書の収受 

平成３０年 ８月 ２日 

事務局からの事案説明、審査請求人からの口頭意見陳

述、審査請求人から実施機関への質疑応答、当審査会か

ら審査請求人への質疑応答、実施機関からの説明、当審

査会から実施機関への質疑応答、審査 

平成３０年 ９月 ３日 審査、答申 

 

別表 

２回目の折衝に係る音声記録を保存しているＣＤのケース表面に貼付されたラベル 
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６
．
条
例
及
び
施
行
規
則

 

  
 
 
枚
方
市
情
報
公
開
条
例

 
 
平
成

2
9
年

9
月

1
3
日

 

条
例

第
4

0
号

  

 

枚
方
市
情
報
公
開
条
例
（
平
成
９
年
枚
方
市
条
例
第

23
号
）
の
全
部
を
改
正
す
る
。
 

目
次
 

第
１
章
 
総
則
（
第
１
条
―
第
３
条
）
 

第
２
章
 
保
有
情
報
の
公
開
（
第
４
条
―
第

13
条
）
 

第
３
章
 
救
済
手
続
（
第

14
条
・
第

15
条
）
 

第
４
章
 
情
報
の
公
開
の
総
合
的
な
推
進
（
第

16
条
）

 

第
５
章
 
雑
則
（
第

17
条
―
第

23
条
）
 

附
則
 

 

第
１
章

 
総
則
 

（
目
的
）

 

第
１
条
 
こ
の
条
例
は
、
保
有
情
報
を
公
開
す
る
こ
と
に
よ
り
、
市
政
に
関
す
る
市
民
の
知
る
権
利
を
保
障

し
、
市
政
に
対
す
る
市
民
の
理
解
と
信
頼
を
深
め
、
市
民
の
市
政
参
加
を
促
進
し
、
も
っ
て
地
方
自
治
の

本
旨
に
即
し
た
市
政
を
推
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

 

（
定
義
）

 

第
２
条
 
こ
の
条
例
に
お
い
て
「
実
施
機
関
」
と
は
、
市
長
、
教
育
委
員
会
、
選
挙
管
理
委
員
会
、
公
平
委

員
会
、
監
査
委
員
、
農
業
委
員
会
、
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
、
上
下
水
道
事
業
管
理
者
、
病
院
事
業

管
理
者
及
び
議
会
の
議
長
を
い
う
。

 

２
 
こ
の
条
例
に
お
い
て
「
保
有
情
報
」
と
は
、
実
施
機
関
の
職
員
が
職
務
上
作
成
し
、
又
は
取
得
し
た
文

書
、
図
画
又
は
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
っ
て
、
当
該
実
施
機
関
の
職
員
が

組
織
的
に
用
い
る
も
の
と
し
て
、
当
該
実
施
機
関
が
保
有
し
て
い
る
も
の
（
官
報
、
白
書
、
新
聞
、
雑
誌
、

書
籍
そ
の
他
不
特
定
多
数
の
者
に
販
売
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
発
行
さ
れ
る
も
の
（
第

19
条
第
１
項
に

お
い
て
「
官
報
等
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
以
下
「
公
文
書
」
と
い
う
。
）
に
記
載
さ
れ
、
又
は
記
録
さ

れ
て
い
る
情
報
を
い
う
。

 

（
実
施
機
関
の
責
務
）

 

第
３
条

 
実
施
機
関
は
、
市
政
に
関
す
る
市
民
の
知
る
権
利
が
十
分
に
保
障
さ
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
条
例
を

解
釈
し
、
運
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
個
人
に
関
す
る
情
報
が
正
当
な
理
由

な
く
公
開
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
最
大
限
の
配
慮
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

２
 
実
施
機
関
は
、
公
文
書
の
適
切
な
作
成
及
び
保
存
並
び
に
迅
速
な
検
索
に
資
す
る
た
め
の
管
理
体
制
の

整
備
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

第
２
章

 
保
有
情
報
の
公
開
 

（
公
開
請
求
権
等
）
 

第
４
条

 
次
に
掲
げ
る
も
の
（
以
下
「
公
開
請
求
権
者
」
と
い
う
。
）
は
、
こ
の
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
実
施
機
関
に
対
し
、
当
該
実
施
機
関
の
保
有
す
る
保
有
情
報
の
公
開
（
第
６
号
に
掲
げ
る
も
の
に

あ
っ
て
は
、
そ
の
も
の
が
有
す
る
利
害
関
係
に
係
る
保
有
情
報
の
公
開
に
限
る
。
）
を
請
求
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
 

（
１
）
 
市
内
に
住
所
を
有
す
る
者

 

（
２
）
 
市
内
に
事
務
所
又
は
事
業
所
を
有
す
る
個
人
及
び
法
人
そ
の
他
の
団
体

 

（
３
）
 
市
内
の
事
務
所
又
は
事
業
所
に
勤
務
す
る
者

 

（
４
）
 
市
内
の
学
校
に
在
学
す
る
者

 

（
５
）
 
市
税
の
納
税
義
務
を
有
す
る
者

 

（
６
）
 
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
実
施
機
関
が
行
う
事
務
事
業
に
利
害
関
係
を
有
す
る
も
の

 

２
 
公
開
請
求
権
者
の
代
理
人
は
、
当
該
公
開
請
求
権
者
に
代
わ
っ
て
同
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
（
以
下
「
公

開
請
求
」
と
い
う
。
）
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

３
 
実
施
機
関
は
、
公
開
請
求
権
者
及
び
そ
の
代
理
人
以
外
の
も
の
か
ら
保
有
情
報
の
公
開
の
申
出
（
以
下

「
公
開
申
出
」
と
い
う
。
）
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
も
、
次
条
か
ら
第

12
条
ま
で
の
規
定
に
準
じ
て
保

有
情
報
の
公
開
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

 

（
保
有
情
報
の
公
開
義
務
）

 

第
５
条
 
実
施
機
関
は
、
公
開
請
求
が
あ
っ
た
と
き
は
、
公
開
請
求
に
係
る
保
有
情
報
に
次
に
掲
げ
る
情
報

（
以
下
「
非
公
開
情
報
」
と
い
う
。
）
の
い
ず
れ
か
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
を
除
き
、
当
該
公
開
請
求
を

し
た
も
の
（
以
下
「
公
開
請
求
者
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
当
該
保
有
情
報
を
公
開
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

（
１
）
 
個
人
に
関
す
る
情
報
（
法
人
そ
の
他
の
団
体
の
役
員
及
び
事
業
を
営
む
個
人
の
当
該
事
業
に
関

す
る
情
報
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
当
該
情
報
に
含
ま
れ
る
氏
名
、
生
年
月
日
そ
の
他
の
記
述
等
（
文

書
、
図
画
若
し
く
は
電
磁
的
記
録
に
記
載
さ
れ
、
又
は
音
声
、
動
作
そ
の
他
の
方
法
を
用
い
て
表
さ

れ
た
一
切
の
事
項
を
い
う
。
次
条
第
２
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
り
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
こ

と
が
で
き
る
も
の
（
他
の
情
報
と
照
合
す
る
こ
と
に
よ
り
、
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き

る
こ
と
と
な
る
も
の
を
含
む
。
）
又
は
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
公
に
す
る

こ
と
に
よ
り
、
な
お
個
人
の
権
利
利
益
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
情

報
を
除
く
。
 

イ
 
法
令
若
し
く
は
条
例
（
以
下
「
法
令
等
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
又
は
慣
行
と
し
て
公

に
さ
れ
、
又
は
公
に
さ
れ
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
る
情
報

 

ロ
 
人
の
生
命
、
健
康
、
生
活
又
は
財
産
を
保
護
す
る
た
め
、
公
に
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
認

め
ら
れ
る
情
報
 

ハ
 
当
該
個
人
が
公
務
員
等
（
国
家
公
務
員
法
（
昭
和

22
年
法
律
第

12
0号
）
第
２
条
第
１
項
に
規
定

す
る
国
家
公
務
員
（
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成

11
年
法
律
第

10
3号
）
第
２
条
第
４
項
に
規
定

す
る
行
政
執
行
法
人
の
役
員
及
び
職
員
を
除
く
。
）
、
独
立
行
政
法
人
等
（
独
立
行
政
法
人
等
の

保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
（
平
成

13
年
法
律
第

14
0号
）
第
２
条
第
１
項
に
規
定
す
る
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独
立
行
政
法
人
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
役
員
及
び
職
員
、
地
方
公
務
員
法
（
昭
和

25
年
法

律
第

26
1号
）
第
２
条
に
規
定
す
る
地
方
公
務
員
並
び
に
地
方
独
立
行
政
法
人
（
地
方
独
立
行
政
法

人
法
（
平
成

15
年
法
律
第

11
8号
）
第
２
条
第
１
項
に
規
定
す
る
地
方
独
立
行
政
法
人
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
の
役
員
及
び
職
員
を
い
う
。
）
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
情
報
が
そ
の
職
務
の

遂
行
に
係
る
情
報
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
情
報
の
う
ち
、
当
該
公
務
員
等
の
職
及
び
氏
名
並
び
に

当
該
職
務
遂
行
の
内
容
に
係
る
部
分

 

（
２
）

 
法
令
等
の
規
定
に
よ
り
、
公
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
旨
が
明
示
さ
れ
て
い
る
情
報

 

（
３
）
 
法
人
そ
の
他
の
団
体
（
国
、
独
立
行
政
法
人
等
、
地
方
公
共
団
体
及
び
地
方
独
立
行
政
法
人
を

除
く
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
「
法
人
等
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
情
報
又
は
事
業
を
営

む
個
人
の
当
該
事
業
に
関
す
る
情
報
で
あ
っ
て
、
公
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
法
人
等
又
は
当
該

個
人
の
権
利
、
競
争
上
の
地
位
そ
の
他
正
当
な
利
益
を
害
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
。
た
だ
し
、
人

の
生
命
、
健
康
、
生
活
又
は
財
産
を
保
護
す
る
た
め
、
公
に
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
ら
れ

る
情
報
を
除
く
。

 

（
４
）
 
個
人
又
は
法
人
等
に
関
す
る
情
報
の
う
ち
実
施
機
関
の
要
請
を
受
け
て
、
公
に
し
な
い
と
の
条

件
で
任
意
に
提
供
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
個
人
又
は
法
人
等
に
お
け
る
通
例
と
し
て
公
に
し
な
い

こ
と
と
さ
れ
て
い
る
も
の
そ
の
他
の
当
該
条
件
を
付
す
る
こ
と
が
当
該
情
報
の
性
質
、
当
時
の
状
況

等
に
照
ら
し
て
合
理
的
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
。
た
だ
し
、
人
の
生
命
、
健
康
、
生
活
又
は
財

産
を
保
護
す
る
た
め
、
公
に
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
情
報
を
除
く
。

 

（
５
）
 
公
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
犯
罪
の
予
防
、
鎮
圧
又
は
捜
査
、
公
訴
の
維
持
、
刑
の
執
行
そ
の
他

の
公
共
の
安
全
と
秩
序
の
維
持
に
支
障
を
及
ぼ
す
と
認
め
ら
れ
る
情
報

 

（
６
）
 
実
施
機
関
、
国
の
機
関
、
独
立
行
政
法
人
等
、
他
の
地
方
公
共
団
体
及
び
地
方
独
立
行
政
法
人

の
内
部
又
は
相
互
間
に
お
け
る
審
議
、
検
討
又
は
協
議
に
関
す
る
情
報
で
あ
っ
て
、
公
に
す
る
こ
と

に
よ
り
、
率
直
な
意
見
の
交
換
若
し
く
は
意
思
決
定
の
中
立
性
が
不
当
に
損
な
わ
れ
、
不
当
に
市
民

の
間
に
混
乱
を
生
じ
さ
せ
、
又
は
特
定
の
者
に
不
当
に
利
益
を
与
え
、
若
し
く
は
不
利
益
を
及
ぼ
す

と
認
め
ら
れ
る
も
の

 

（
７
）
 
実
施
機
関
、
国
の
機
関
、
独
立
行
政
法
人
等
、
他
の
地
方
公
共
団
体
又
は
地
方
独
立
行
政
法
人

が
行
う
事
務
又
は
事
業
に
関
す
る
情
報
で
あ
っ
て
、
公
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
支
障
を

及
ぼ
す
と
認
め
ら
れ
る
も
の
そ
の
他
当
該
事
務
又
は
事
業
の
性
質
上
、
当
該
事
務
又
は
事
業
の
適
正

な
遂
行
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
と
認
め
ら
れ
る
も
の

 

イ
 
監
査
、
検
査
、
取
締
り
、
試
験
又
は
租
税
の
賦
課
若
し
く
は
徴
収
に
係
る
事
務
に
関
し
、
正
確

な
事
実
の
把
握
を
困
難
に
し
、
又
は
違
法
若
し
く
は
不
当
な
行
為
を
容
易
に
し
、
若
し
く
は
そ
の

発
見
を
困
難
に
す
る
こ
と
。

 

ロ
 
契
約
、
交
渉
又
は
争
訟
に
係
る
事
務
に
関
し
、
実
施
機
関
、
国
、
独
立
行
政
法
人
等
、
他
の
地

方
公
共
団
体
又
は
地
方
独
立
行
政
法
人
の
財
産
上
の
利
益
又
は
当
事
者
と
し
て
の
地
位
を
不
当
に

害
す
る
こ
と
。

 

ハ
 
人
事
管
理
に
係
る
事
務
に
関
し
、
公
正
か
つ
円
滑
な
人
事
の
確
保
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
こ

と
。

 

ニ
 
独
立
行
政
法
人
等
、
他
の
地
方
公
共
団
体
が
経
営
す
る
企
業
又
は
地
方
独
立
行
政
法
人
に
係
る

事
業
に
関
し
、
そ
の
企
業
経
営
上
の
正
当
な
利
益
を
著
し
く
害
す
る
こ
と
。

 

（
部
分
公
開
）

 

第
６
条
 
実
施
機
関
は
、
公
開
請
求
に
係
る
保
有
情
報
に
非
公
開
情
報
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、

非
公
開
情
報
に
該
当
す
る
部
分
を
容
易
に
区
分
し
て
除
く
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
公
開
請
求
者
に
対
し
、

当
該
部
分
を
除
い
た
部
分
に
つ
き
公
開
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
部
分
を
除
い
た
部
分
に

有
意
の
情
報
が
含
ま
れ
て
い
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

 

２
 
公
開
請
求
に
係
る
保
有
情
報
に
前
条
第
１
号
に
掲
げ
る
情
報
（
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き

る
も
の
に
限
る
。
）
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
情
報
の
う
ち
、
氏
名
、
生
年
月
日
そ
の
他

の
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
る
記
述
等
の
部
分
を
除
く
こ
と
に
よ
り
、
公
に
し

て
も
、
個
人
の
権
利
利
益
が
害
さ
れ
る
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
当
該
部
分
を
除
い
た
部

分
は
、
同
号
に
掲
げ
る
情
報
に
含
ま
れ
な
い
も
の
と
み
な
し
て
、
前
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

 

（
裁
量
的
公
開
）
 

第
７
条

 
実
施
機
関
は
、
公
開
請
求
に
係
る
保
有
情
報
に
非
公
開
情
報
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、

公
益
上
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
公
開
請
求
者
に
対
し
、
当
該
保
有
情
報
を
公
開
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

 

（
保
有
情
報
の
存
否
に
関
す
る
情
報
）

 

第
８
条
 
公
開
請
求
に
対
し
、
当
該
公
開
請
求
に
係
る
保
有
情
報
が
存
在
し
て
い
る
か
否
か
を
答
え
る
だ
け

で
、
非
公
開
情
報
を
公
開
す
る
こ
と
と
な
る
と
き
は
、
実
施
機
関
は
、
当
該
保
有
情
報
の
存
否
を
明
ら
か

に
し
な
い
で
、
当
該
公
開
請
求
を
拒
否
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

（
公
開
請
求
の
手
続
）
 

第
９
条

 
公
開
請
求
を
し
よ
う
と
す
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
請
求
書
を
実
施
機
関
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

（
１
）
 
氏
名
及
び
住
所
（
第
４
条
第
１
項
第
２
号
の
法
人
そ
の
他
の
団
体
に
あ
っ
て
は
、
名
称
、
主
た

る
事
務
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名
）

 

（
２
）
 
公
開
請
求
に
係
る
保
有
情
報
の
内
容
そ
の
他
当
該
保
有
情
報
を
特
定
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
 

（
３
）
 
前
２
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
規
則
で
定
め
る
事
項

 

２
 
公
開
請
求
権
者
の
代
理
人
は
、
公
開
請
求
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
前
項
の
請
求
書
を
提
出
す
る
際
、

当
該
代
理
人
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
た
め
に
必
要
な
資
料
で
規
則
で
定
め
る
も
の
を
実
施
機
関
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

３
 
実
施
機
関
は
、
公
開
請
求
を
し
よ
う
と
す
る
も
の
に
対
し
、
当
該
公
開
請
求
に
係
る
保
有
情
報
の
特
定

に
関
し
参
考
と
な
る
情
報
の
提
供
そ
の
他
当
該
公
開
請
求
を
し
よ
う
と
す
る
も
の
の
利
便
を
考
慮
し
た

適
切
な
措
置
を
講
じ
る
も
の
と
す
る
。

 

４
 
実
施
機
関
は
、
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
書
の
提
出
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
記
載
事
項
に

不
備
が
あ
り
、
又
は
第
２
項
に
規
定
す
る
資
料
の
提
出
が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
速
や
か
に
、
公
開
請

求
者
に
対
し
、
相
当
の
期
間
を
定
め
て
、
そ
の
補
正
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

実
施
機
関
は
、
公
開
請
求
者
に
対
し
、
補
正
の
参
考
と
な
る
情
報
を
提
供
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
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な
い
。
 

（
公
開
請
求
に
対
す
る
決
定
及
び
通
知
）

 

第
10
条
 
実
施
機
関
は
、
公
開
請
求
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
公
開
請
求
が
あ
っ
た
日
か
ら
起
算
し
て

15
日

以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
決
定
（
以
下
「
公
開
決
定
等
」
と
い
う
。
）
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
前
条
第
４
項
の
規
定
に
よ
り
補
正
を
求
め
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
補
正
に
要
し
た
日

数
は
、
当
該
期
間
に
算
入
し
な
い
。

 

（
１
）

 
当
該
公
開
請
求
に
係
る
保
有
情
報
の
全
部
の
公
開
を
す
る
旨
の
決
定

 

（
２
）
 
当
該
公
開
請
求
に
係
る
保
有
情
報
の
一
部
の
公
開
を
す
る
旨
の
決
定

 

（
３
）
 
当
該
公
開
請
求
に
係
る
保
有
情
報
の
全
部
の
公
開
を
し
な
い
旨
の
決
定

 

（
４
）
 
第
８
条
の
規
定
に
よ
る
公
開
請
求
を
拒
否
す
る
旨
の
決
定

 

（
５
）
 
公
開
請
求
に
係
る
保
有
情
報
を
保
有
し
て
い
な
い
た
め
公
開
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
旨
の
決

定
 

２
 
実
施
機
関
は
、
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
、
前
項
に
規
定
す
る
期
間
内
に
公
開
決
定
等
を
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
と
き
は
、
公
開
請
求
が
あ
っ
た
日
か
ら
起
算
し
て

45
日
を
限
度
と
し
て
、
同
項
に
規
定
す
る

期
間
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
実
施
機
関
は
、
速
や
か
に
、
当
該
延
長
の
理

由
（
公
開
決
定
等
を
す
る
時
期
が
明
ら
か
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
時
期
を
含
む
。
）
を
公
開
請
求
者
に
書

面
に
よ
り
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

３
 
実
施
機
関
は
、
公
開
決
定
等
を
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
内
容
を
公
開
請
求
者
に
書
面
に
よ
り

通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

４
 
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
公
開
決
定
等
が
第
１
項
第
２
号
か
ら
第
５
号
ま
で
に
掲
げ
る
決
定
で
あ

る
と
き
は
、
そ
の
理
由
を
併
せ
て
書
面
に
よ
り
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ

の
理
由
が
消
滅
す
る
時
期
を
あ
ら
か
じ
め
明
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
そ
の
時
期
を
明
ら
か
に
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

（
第
三
者
保
護
に
関
す
る
手
続
）

 

第
11
条
 
実
施
機
関
は
、
公
開
請
求
に
係
る
保
有
情
報
に
国
、
独
立
行
政
法
人
等
、
地
方
公
共
団
体
、
地
方

独
立
行
政
法
人
及
び
公
開
請
求
者
（
当
該
公
開
請
求
者
が
公
開
請
求
権
者
の
代
理
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
当
該
公
開
請
求
権
者
）
以
外
の
も
の
（
以
下
こ
の
条
及
び
第

15
条
に
お
い
て
「
第
三
者
」
と
い
う
。
）

に
関
す
る
情
報
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
公
開
決
定
等
を
す
る
に
当
た
り
、
必
要
が
あ
る
と
認

め
る
と
き
は
、
当
該
第
三
者
に
意
見
書
を
提
出
す
る
機
会
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

２
 
実
施
機
関
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
公
開
請
求
に
対
す
る
前
条
第
１
項
第
１
号
又
は

第
２
号
に
掲
げ
る
決
定
に
先
立
ち
、
当
該
第
三
者
に
対
し
、
意
見
書
を
提
出
す
る
機
会
を
与
え
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
第
三
者
の
所
在
が
判
明
し
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

 

（
１
）

 
第
三
者
に
関
す
る
情
報
が
含
ま
れ
て
い
る
保
有
情
報
を
公
開
し
よ
う
と
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、

当
該
第
三
者
に
関
す
る
情
報
が
第
５
条
第
１
号
ロ
、
第
３
号
た
だ
し
書
又
は
第
４
号
た
だ
し
書
に
規

定
す
る
情
報
に
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

 

（
２
）
 
第
三
者
に
関
す
る
情
報
が
含
ま
れ
て
い
る
保
有
情
報
を
第
７
条
の
規
定
に
よ
り
公
開
し
よ
う
と

す
る
と
き
。

 

３
 
実
施
機
関
は
、
前
２
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
書
の
提
出
の
機
会
を
与
え
ら
れ
た
第
三
者
が
当
該
第
三
者

に
関
す
る
情
報
の
公
開
に
反
対
の
意
思
を
表
示
し
た
意
見
書
を
提
出
し
た
場
合
に
お
い
て
、
前
条
第
１
項

第
１
号
又
は
第
２
号
に
掲
げ
る
決
定
を
す
る
と
き
は
、
当
該
決
定
の
日
と
公
開
を
行
う
日
と
の
間
に
少
な

く
と
も
２
週
間
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
実
施
機
関
は
、
当
該
決
定
後
直
ち

に
、
当
該
意
見
書
（
第

15
条
第
３
項
に
お
い
て
「
反
対
意
見
書
」
と
い
う
。
）
を
提
出
し
た
第
三
者
に
対

し
、
当
該
決
定
の
内
容
及
び
そ
の
理
由
並
び
に
公
開
を
行
う
日
を
書
面
に
よ
り
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

（
公
開
の
実
施
）
 

第
12
条
 
実
施
機
関
は
、
第

10
条
第
１
項
第
１
号
又
は
第
２
号
に
掲
げ
る
決
定
を
し
た
と
き
は
、
前
条
第
３

項
に
規
定
す
る
場
合
を
除
き
、
速
や
か
に
、
当
該
保
有
情
報
の
公
開
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

２
 
保
有
情
報
の
公
開
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
保
有
情
報
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
方
法
に

よ
り
行
う
。
 

（
１
）
 
文
書
又
は
図
画
に
記
載
さ
れ
て
い
る
保
有
情
報

 
保
有
情
報
が
記
載
さ
れ
て
い
る
文
書
又
は
図

画
の
閲
覧
又
は
写
し
の
交
付

 

（
２
）
 
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
て
い
る
保
有
情
報

 
保
有
情
報
が
記
録
さ
れ
て
い
る
電
磁
的
記
録
の

種
別
、
情
報
化
の
進
展
状
況
等
を
勘
案
し
て
規
則
で
定
め
る
方
法

 

３
 
実
施
機
関
は
、
前
項
各
号
に
定
め
る
方
法
に
よ
る
保
有
情
報
の
公
開
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
公
文
書
を

汚
損
し
、
又
は
破
損
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
、
第
６
条
の
規
定
に
よ
る
保
有
情
報
の
公
開
を
行
う
と
き

そ
の
他
相
当
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
同
項
各
号
に
定
め
る
方
法
と
は
異
な
る
方
法
に
よ
り
保

有
情
報
の
公
開
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

 

（
手
数
料
等
）
 

第
13
条
 
保
有
情
報
の
公
開
に
係
る
手
数
料
は
、
次
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。
 

（
１
）
 
公
開
請
求
 
無
料

 

（
２
）
 
公
開
申
出
 
１
件
に
つ
き

30
0円

 

２
 
公
開
請
求
者
又
は
公
開
申
出
を
行
っ
た
も
の
は
、
公
文
書
の
写
し
（
前
条
第
２
項
第
２
号
又
は
第
３
項

（
第
４
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
こ
れ
ら
の
規
定
に
準
ず
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り

公
開
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
交
付
す
る
こ
と
と
な
る
も
の
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
交
付
に
よ
り
保
有

情
報
の
公
開
を
受
け
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
公
文
書
の
写
し
の
作
成
及
び
送
付
に
要
す
る
費
用
と
し

て
規
則
で
定
め
る
額
を
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

第
３
章
 
救
済
手
続

 

（
審
理
員
に
よ
る
審
理
手
続
に
関
す
る
適
用
除
外
）

 

第
14
条
 
公
開
決
定
等
又
は
公
開
請
求
に
係
る
不
作
為
に
係
る
審
査
請
求
（
行
政
不
服
審
査
法
（
平
成

26
年

法
律
第

68
号
）
の
規
定
に
よ
る
審
査
請
求
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
、
同
法
第
９
条
第
１
項

た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
、
同
項
本
文
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。

 

（
審
査
会
へ
の
諮
問
等
）
 

第
15
条
 
前
条
の
審
査
請
求
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
を
す
べ
き
行
政
庁
で
あ
る

実
施
機
関
は
、
当
該
審
査
請
求
が
明
ら
か
に
不
適
法
で
あ
り
、
却
下
す
る
と
き
を
除
き
、
遅
滞
な
く
、
枚
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方
市
附
属
機
関
条
例
（
平
成

24
年
枚
方
市
条
例
第

35
号
）
別
表
１
の
表
に
規
定
す
る
枚
方
市
情
報
公
開
・

個
人
情
報
保
護
審
査
会
（
以
下
「
審
査
会
」
と
い
う
。
）
に
諮
問
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

２
 
審
査
会
に
お
け
る
調
査
審
議
の
手
続
は
、
行
政
不
服
審
査
法
第
５
章
第
１
節
第
２
款
の
規
定
の
例
に
よ

る
ほ
か
、
審
査
会
が
定
め
る
。
こ
の
場
合
に
お
け
る
提
出
資
料
の
閲
覧
等
に
係
る
費
用
負
担
に
つ
い
て
は
、

第
13
条
第
２
項
の
規
定
の
例
に
よ
る
。

 

３
 
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
諮
問
を
し
た
実
施
機
関
は
、
次
に
掲
げ
る
者
に
対
し
、
諮
問
を
し
た
旨
を
通
知

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

（
１
）

 
審
査
請
求
人
及
び
参
加
人
（
行
政
不
服
審
査
法
第

1
3条

第
４
項
に
規
定
す
る
参
加
人
を
い
う
。

第
５
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

 

（
２
）
 
公
開
請
求
者
が
前
号
に
掲
げ
る
者
で
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
公
開
請
求
者
 

（
３
）
 
当
該
審
査
請
求
に
係
る
保
有
情
報
の
公
開
に
つ
い
て
反
対
意
見
書
を
提
出
し
た
第
三
者
が
第
１

号
に
掲
げ
る
者
で
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
第
三
者

 

４
 
実
施
機
関
は
、
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
諮
問
に
対
す
る
審
査
会
の
答
申
が
あ
っ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
尊

重
し
て
、
速
や
か
に
、
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
を
行
う
も
の
と
す
る
。

 

５
 
第

11
条
第
３
項
の
規
定
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
裁
決
を
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す

る
。
 

（
１
）
 
第

10
条
第
１
項
第
１
号
又
は
第
２
号
に
掲
げ
る
決
定
に
対
す
る
第
三
者
か
ら
の
審
査
請
求
に
対

す
る
裁
決
（
当
該
決
定
の
全
部
を
取
り
消
す
旨
の
裁
決
を
除
く
。
）

 

（
２
）
 
審
査
請
求
に
係
る
第

10
条
第
１
項
第
２
号
か
ら
第
５
号
ま
で
に
掲
げ
る
決
定
を
変
更
し
、
当
該

審
査
請
求
に
係
る
保
有
情
報
を
公
開
す
る
旨
の
裁
決
（
第
三
者
で
あ
る
参
加
人
が
当
該
第
三
者
に
関

す
る
情
報
の
公
開
に
反
対
の
意
思
を
表
示
し
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）

 

第
４
章

 
情
報
の
公
開
の
総
合
的
な
推
進

 

第
16
条
 
実
施
機
関
は
、
こ
の
条
例
に
定
め
る
保
有
情
報
の
公
開
の
ほ
か
、
情
報
提
供
施
策
及
び
情
報
公
表

施
策
の
拡
充
を
図
り
、
市
政
に
関
す
る
正
確
で
わ
か
り
や
す
い
情
報
を
市
民
が
迅
速
か
つ
容
易
に
得
ら
れ

る
よ
う
に
そ
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
の
総
合
的
な
推
進
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

第
５
章

 
雑
則
 

（
市
長
の
調
整
）

 

第
17
条
 
市
長
は
、
市
長
以
外
の
実
施
機
関
に
対
し
、
保
有
情
報
の
公
開
に
関
し
報
告
を
求
め
、
又
は
助
言

を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

 

（
出
資
法
人
へ
の
要
請
）

 

第
18
条
 
市
長
は
、
市
が
出
資
す
る
法
人
で
規
則
で
定
め
る
も
の
に
対
し
、
こ
の
条
例
に
基
づ
く
市
の
施
策

に
準
じ
た
措
置
を
講
ず
る
よ
う
に
要
請
す
る
も
の
と
す
る
。

 

（
指
定
管
理
者
の
情
報
公
開
）

 

第
19
条
 
枚
方
市
公
の
施
設
に
お
け
る
指
定
管
理
者
の
指
定
の
手
続
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成

1
6年
枚
方
市

条
例
第

2
8号
）
第
５
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
た
者
（
以
下
「
指
定
管
理
者
」
と
い
う
。
）

は
、
こ
の
条
例
の
趣
旨
に
の
っ
と
り
、
市
の
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
業
務
に
関
し
、
そ
の
従

業
者
が
職
務
上
作
成
し
、
又
は
取
得
し
た
文
書
、
図
画
又
は
電
磁
的
記
録
で
あ
っ
て
、
当
該
指
定
管
理
者

の
従
業
者
が
組
織
的
に
用
い
る
も
の
と
し
て
、
当
該
指
定
管
理
者
が
保
有
し
て
い
る
も
の
（
官
報
等
を
除

く
。
）
に
記
載
さ
れ
、
又
は
記
録
さ
れ
て
い
る
情
報
の
公
開
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

 

２
 
実
施
機
関
は
、
前
項
に
規
定
す
る
情
報
で
あ
っ
て
実
施
機
関
が
保
有
し
て
い
な
い
も
の
に
つ
い
て
公
開

の
求
め
が
あ
っ
た
と
き
そ
の
他
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
情
報
を
保
有
す
る
指
定
管
理
者
に

対
し
、
当
該
情
報
が
記
載
さ
れ
、
又
は
記
録
さ
れ
た
文
書
、
図
画
又
は
電
磁
的
記
録
を
実
施
機
関
に
提
出

す
る
よ
う
求
め
る
も
の
と
す
る
。

 

（
運
用
状
況
の
公
表
）
 

第
20
条
 
市
長
は
、
毎
年
度
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
こ
の
条
例
の
運
用
状
況
を
公
表
す
る
も
の

と
す
る
。
 

（
他
の
制
度
と
の
調
整
）
 

第
21
条
 
第
２
章
の
規
定
は
、
法
令
等
の
規
定
に
よ
り
そ
の
閲
覧
若
し
く
は
縦
覧
又
は
謄
本
、
抄
本
若
し
く

は
写
し
の
交
付
の
手
続
が
定
め
ら
れ
て
い
る
保
有
情
報
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。
 

２
 
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
第
２
章
の
規
定
は
、
実
施
機
関
に
お
い
て
、
市
民
の
利
用
に
供
す
る
こ

と
を
そ
の
利
用
の
目
的
と
す
る
保
有
情
報
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

 

（
検
索
資
料
の
作
成
等
）
 

第
22
条
 
実
施
機
関
は
、
保
有
情
報
の
公
開
に
必
要
な
検
索
資
料
を
作
成
し
、
一
般
の
利
用
に
供
す
る
も
の

と
す
る
。
 

（
委
任
）
 

第
23
条
 
こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
規
則
で
定
め
る
。 

附
 
則
 

（
施
行
期
日
）
 

１
 
こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

（
経
過
措
置
）
 

２
 
改
正
後
の
枚
方
市
情
報
公
開
条
例
第
２
章
の
規
定
は
、
平
成

30
年
３
月

31
日
ま
で
の
間
、
保
有
情
報
の

う
ち
、
改
正
前
の
枚
方
市
情
報
公
開
条
例
第
２
条
第
１
号
に
規
定
す
る
公
文
書
以
外
に
記
録
さ
れ
て
い
る

も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
適
用
し
な
い
。

 

３
 
こ
の
条
例
の
施
行
前
に
さ
れ
た
改
正
前
の
枚
方
市
情
報
公
開
条
例
第
５
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
請

求
及
び
同
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
公
開
請
求
及
び
公
開
申
出
と
み
な
す
。 

４
 
前
２
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
条
例
の
施
行
前
に
改
正
前
の
枚
方
市
情
報
公
開
条
例
の
規
定
に

よ
っ
て
な
さ
れ
た
処
分
、
手
続
そ
の
他
の
行
為
は
、
改
正
後
の
枚
方
市
情
報
公
開
条
例
中
こ
れ
ら
に
相
当

す
る
規
定
が
あ
る
と
き
は
、
同
条
例
の
相
当
規
定
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
処
分
、
手
続
そ
の
他
の
行
為
と
み

な
す
。
 

（
枚
方
市
議
会
議
員
に
対
す
る
政
務
活
動
費
の
交
付
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

 

５
 
枚
方
市
議
会
議
員
に
対
す
る
政
務
活
動
費
の
交
付
に
関
す
る
条
例
（
平
成

1
3年

枚
方
市
条
例
第

1
2号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

〔
次
の
よ
う
略
〕

 

（
枚
方
市
附
属
機
関
条
例
の
一
部
改
正
）
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６
 
枚
方
市
附
属
機
関
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

〔
次
の
よ
う
略
〕
 

（
枚
方
市
保
健
所
運
営
協
議
会
条
例
等
の
一
部
改
正
）

 

７
 
次
に
掲
げ
る
条
例
の
規
定
中
「
（
平
成
９
年
枚
方
市
条
例
第

23
号
）
第
６
条
に
規
定
す
る
情
報
」
を
「
（
平

成
29
年
枚
方
市
条
例
第

40
号
）
第
５
条
に
規
定
す
る
非
公
開
情
報
」
に
改
め
る
。

 

（
１
）
 
枚
方
市
保
健
所
運
営
協
議
会
条
例
（
平
成

25
年
枚
方
市
条
例
第
39
号
）
第
８
条
第
１
項
第
１
号

 

（
２
）
 
枚
方
市
社
会
福
祉
審
議
会
条
例
（
平
成

25
年
枚
方
市
条
例
第

41
号
）
第
８
条
第
１
項
第
１
号

 

（
３
）
 
枚
方
市
上
下
水
道
局
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
方
式
に
よ
る
委
託
業
務
事
業
者
選
定
審
査
会
条
例
（
平
成

2
6年
枚
方
市
条
例
第

36
号
）
第
７
条
第
１
項
第
１
号

 

（
４
）
 
枚
方
市
ス
ポ
ー
ツ
推
進
審
議
会
条
例
（
平
成

28
年
枚
方
市
条
例
第
３
号
）
第
８
条
第
１
項
第
１

号
 

（
５
）
 
枚
方
市
上
下
水
道
事
業
経
営
審
議
会
条
例
（
平
成

28
年
枚
方
市
条
例
第
４
号
）
第
８
条
第
１
項

第
１
号

 

                        

 
 
 
枚
方
市
情
報
公
開
条
例
施
行
規
則

 
 
平
成

2
9
年
９
月

1
3
日

 

条
例

第
6

8
号

  

 枚
方
市
情
報
公
開
条
例
施
行
規
則
（
平
成

10
年
枚
方
市
規
則
第

53
号
）
の
全
部
を
改
正
す
る
。

 

（
趣
旨
）
 

第
１
条
 
こ
の
規
則
は
、
枚
方
市
情
報
公
開
条
例
（
平
成

2
9年
枚
方
市
条
例
第

40
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い

う
。
）
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

 

（
定
義
）
 

第
２
条
 
こ
の
規
則
に
お
け
る
用
語
の
意
義
は
、
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

 

（
公
開
請
求
の
手
続
）
 

第
３
条

 
条
例
第
９
条
第
１
項
の
請
求
書
は
、
保
有
情
報
公
開
請
求
書
（
様
式
第
１
号
）
と
す
る
も
の
と
す

る
。
 

２
 
条
例
第
９
条
第
４
項
の
規
定
に
よ
る
補
正
の
求
め
は
、
保
有
情
報
公
開
請
求
書
補
正
通
知
書
（
様
式
第

２
号
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

 

（
公
開
請
求
に
係
る
決
定
期
間
の
延
長
通
知
）

 

第
４
条
 
条
例
第

10
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
保
有
情
報
公
開
決
定
期
間
延
長
通
知
書
（
様
式
第

３
号
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

 

（
公
開
請
求
に
係
る
決
定
の
通
知
）

 

第
５
条
 
条
例
第

10
条
第
３
項
及
び
第
４
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
決
定
の
区
分
に

応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
様
式
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

 

（
１
）
 
条
例
第

10
条
第
１
項
第
１
号
に
掲
げ
る
決
定

 
保
有
情
報
公
開
決
定
通
知
書
（
様
式
第
４
号
）
 

（
２
）
 
条
例
第

10
条
第
１
項
第
２
号
に
掲
げ
る
決
定

 
保
有
情
報
部
分
公
開
決
定
通
知
書
（
様
式
第
５

号
）

 

（
３
）
 
条
例
第

10
条
第
１
項
第
３
号
に
掲
げ
る
決
定

 
保
有
情
報
非
公
開
決
定
通
知
書
（
様
式
第
６
号
） 

（
４
）
 
条
例
第

10
条
第
１
項
第
４
号
に
掲
げ
る
決
定

 
保
有
情
報
存
否
応
答
拒
否
決
定
通
知
書
（
様
式

第
７
号
）

 

（
５
）
 
条
例
第

10
条
第
１
項
第
５
号
に
掲
げ
る
決
定

 
保
有
情
報
不
存
在
決
定
通
知
書
（
様
式
第
８
号
） 

（
第
三
者
に
対
す
る
意
見
書
の
提
出
機
会
の
付
与
）

 

第
６
条
 
実
施
機
関
は
、
条
例
第

11
条
第
１
項
又
は
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
第
三
者
に
対
し
て
意
見
書
の
提

出
の
機
会
を
与
え
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
第
三
者
情
報
公
開
請
求
通
知
書
（
様
式
第
９
号
）
に
よ
り
そ
の

旨
を
当
該
第
三
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

 

２
 
第
三
者
情
報
公
開
請
求
通
知
書
を
受
け
た
第
三
者
は
、
前
項
の
意
見
書
を
提
出
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

第
三
者
情
報
公
開
請
求
意
見
書
（
様
式
第

10
号
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

 

３
 
条
例
第

11
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
る
第
三
者
に
対
す
る
通
知
は
、
第
三
者
情
報
公
開
決
定
通
知
書
（
様

式
第

11
号
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

 

（
公
開
申
出
の
手
続
等
）
 

81



第
７
条
 
公
開
申
出
は
、
保
有
情
報
公
開
申
出
書
（
様
式
第

12
号
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。
 

２
 
公
開
申
出
に
対
す
る
回
答
の
内
容
は
、
保
有
情
報
公
開
申
出
回
答
書
（
様
式
第

13
号
）
に
よ
り
通
知
す

る
も
の
と
す
る
。

 

（
公
開
の
実
施
方
法
等
）

 

第
８
条
 
条
例
第

12
条
第
２
項
又
は
第
３
項
の
規
定
に
よ
る
保
有
情
報
の
公
開
（
郵
便
に
よ
り
公
文
書
の
写

し
（
条
例
第

1
3条
第
２
項
に
規
定
す
る
公
文
書
の
写
し
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
交
付
す
る
場
合
を
除

く
。
）
は
、
実
施
機
関
が
指
定
す
る
日
時
及
び
場
所
に
お
い
て
、
当
該
保
有
情
報
を
保
有
す
る
課
の
担
当

職
員
の
立
会
い
の
上
で
行
う
も
の
と
す
る
。

 

２
 
条
例
第

12
条
第
２
項
第
１
号
の
規
定
に
よ
る
文
書
又
は
図
画
（
以
下
「
文
書
等
」
と
い
う
。
）
の
閲
覧

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
文
書
等
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。
 

（
１
）
 
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
以
外
の
文
書
等
 
当
該
文
書
等
の
閲
覧

 

（
２
）

 
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
 
当
該
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
を
用
紙
に
印
刷
し
た
も
の
の
閲
覧

 

３
 
条
例
第

12
条
第
２
項
第
１
号
の
規
定
に
よ
る
文
書
等
の
写
し
の
交
付
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
文
書
等

の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

 

（
１
）
 
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
以
外
の
文
書
等
 
当
該
文
書
等
を
複
写
機
に
よ
り
用
紙
に
複
写
し
た
も
の

の
交
付

 

（
２
）
 
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
 
当
該
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
を
用
紙
に
印
刷
し
た
も
の
の
交
付

 

４
 
条
例
第

12
条
第
２
項
第
２
号
の
規
則
で
定
め
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
２

号
に
掲
げ
る
方
法
に
つ
い
て
は
、
実
施
機
関
が
そ
の
保
有
す
る
処
理
装
置
及
び
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
よ
り
当
該

複
写
し
た
も
の
を
容
易
に
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
限
る
。

 

（
１
）
 
当
該
電
磁
的
記
録
を
用
紙
に
出
力
し
た
も
の
の
閲
覧
又
は
交
付

 

（
２
）

 
当
該
電
磁
的
記
録
を
光
デ
ィ
ス
ク
に
複
写
し
た
も
の
の
交
付

 

（
３
）
 
当
該
電
磁
的
記
録
を
専
用
機
器
（
公
開
を
受
け
る
者
の
閲
覧
又
は
視
聴
の
用
に
供
す
る
た
め
に

備
え
付
け
ら
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
に
よ
り
再
生
し
た
も
の
の
閲
覧
又
は
視
聴

 

５
 
実
施
機
関
は
、
第
２
項
第
１
号
又
は
前
項
第
３
号
の
方
法
に
よ
り
現
に
公
開
を
行
っ
て
い
る
公
文
書
又

は
同
号
の
専
用
機
器
を
汚
損
し
、
又
は
破
損
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
公
開
を
中
断

し
、
又
は
中
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

（
公
開
申
出
に
係
る
手
数
料
の
納
付
期
限
）

 

第
９
条
 
条
例
第

13
条
第
１
項
第
２
号
に
規
定
す
る
手
数
料
は
、
条
例
第
４
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
準
ず

る
こ
と
と
さ
れ
る
条
例
第

10
条
第
１
項
に
規
定
す
る
期
間
内
に
、
市
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

（
交
付
部
数
及
び
費
用
負
担
）

 

第
1
0
条

 
公
文
書
の
写
し
を
交
付
す
る
こ
と
に
よ
り
公
開
を
行
う
場
合
に
お
け
る
当
該
交
付
す
る
公
文
書

の
写
し
の
部
数
は
、
１
部
と
す
る
。

 

２
 
条
例
第

1
3
条
第
２
項
の
公
文
書
の
写
し
の
作
成
及
び
送
付
に
要
す
る
費
用
と
し
て
規
則
で
定
め
る
額

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
費
用
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

 

（
１
）
 
公
文
書
の
写
し
の
作
成
に
要
す
る
費
用
 
別
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
公
文
書
の
写
し
の
区
分
ご
と

に
同
表
の
右
欄
に
定
め
る
額

 

（
２
）
 
公
文
書
の
写
し
の
送
付
に
要
す
る
費
用

 
日
本
郵
便
株
式
会
社
が
定
め
た
郵
便
料
金
に
相
当
す

る
額
 

３
 
前
項
の
費
用
の
額
は
、
公
文
書
の
写
し
の
交
付
を
受
け
る
ま
で
に
、
市
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
出
資
法
人
）
 

第
11
条
 
条
例
第

18
条
の
市
が
出
資
す
る
法
人
で
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
市
が
基
本
金
そ
の
他
こ
れ
に
準

じ
る
も
の
の
２
分
の
１
以
上
の
額
を
出
資
し
て
い
る
法
人
と
す
る
。

 

（
運
用
状
況
の
公
表
）
 

第
12
条

 
条
例
第

20
条
の
規
定
に
よ
る
運
用
状
況
の
公
表
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
告
示
す
る
と
と
も
に
、

一
般
の
閲
覧
に
供
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

 

（
１
）

 
公
開
請
求
及
び
公
開
決
定
等
の
状
況

 

（
２
）
 
条
例
第

14
条
の
審
査
請
求
の
状
況

 

（
３
）
 
前
２
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
な
事
項

 

（
補
則
）
 

第
13
条
 
こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
な
事
項
は
、
市
長
が
別
に
定
め
る
。

 

附
 
則
 

（
施
行
期
日
）
 

１
 
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

（
経
過
措
置
）
 

２
 
平
成

30
年
３
月

31
日
ま
で
の
間
、
改
正
後
の
枚
方
市
情
報
公
開
条
例
施
行
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と

い
う
。
）
様
式
第
１
号
及
び
様
式
第

12
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
新
規
則
様
式
第
１
号
中
「

 

□
閲
覧
 
 
□
視
聴
 

 
□
写
し
の
交
付

 
（
□
用
紙
 
□
光
デ
ィ
ス
ク
）

 

（
□
郵
送
希
望
）
 

」
と
あ
る
の
は
「
 

□
閲
覧
 
 
 
 
 
 

 
□
写
し
の
交
付

 
（
□
郵
送
希
望
）
 

」
と
、
新
規
則
様
式
第

12
号
中
「

 

□
閲
覧
 
 
□
視
聴
 

 
□
写
し
の
交
付

 
（
□
用
紙
 
□
光
デ
ィ
ス
ク
）

 

（
□
郵
送
希
望
）
 

」
と
あ
る
の
は
「
 

□
閲
覧
 
 
 
 
 
 

 
□
写
し
の
交
付

 
（
□
郵
送
希
望
）
 

」
と
す
る
。
 

３
 
こ
の
規
則
の
施
行
前
に
改
正
前
の
枚
方
市
情
報
公
開
条
例
施
行
規
則
の
規
定
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
手

続
そ
の
他
の
行
為
は
、
新
規
則
中
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
規
定
が
あ
る
と
き
は
、
新
規
則
の
相
当
規
定
に
よ

っ
て
な
さ
れ
た
手
続
そ
の
他
の
行
為
と
み
な
す
。

 

別
表
（
第

10
条
関
係
）
 

項
 

交
付
す
る
写
し
の
区
分

 
費
用
の
額

 

１
 
用
紙
に
複
写
し
、
印
刷
し
、
又
は
出
力
し
日
本
工
業
規
格

A列
０
番
の
用
紙
１
枚
に
つ
き

50
円
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た
も
の

 
日
本
工
業
規
格

A列
１
番
の
用
紙
１
枚
に
つ
き

30
円
 

日
本
工
業
規
格

A列
２
番
の
用
紙
１
枚
に
つ
き

20
円
 

日
本
工
業
規
格

A列
３
番
の
用
紙
１
枚
に
つ
き

10
円
 

日
本
工
業
規
格

A列
４
番
の
用
紙
１
枚
に
つ
き

10
円
 

日
本
工
業
規
格

B列
４
番
の
用
紙
１
枚
に
つ
き

10
円
 

日
本
工
業
規
格

B列
５
番
の
用
紙
１
枚
に
つ
き

10
円
 

２
 
光
デ
ィ
ス
ク
に
複
写
し
た
も
の

 
光
デ
ィ
ス
ク
１
枚
に
つ
き

10
0円

 

備
考

 
用
紙
の
両
面
に
複
写
し
、
印
刷
し
、
又
は
出
力
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
片
面
を
１
枚
と

し
て
費
用
の
額
を
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
日
本
工
業
規
格

A列
４
番
及
び

B列
５
番

の
用
紙
の
両
面
又
は
片
面
２
枚
に
複
写
し
、
印
刷
し
、
又
は
出
力
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当

該
両
面
又
は
当
該
片
面
２
枚
を
日
本
工
業
規
格

A列
３
番
又
は

B列
４
番
の
用
紙
１
枚
と
み
な
し

て
費
用
の
額
を
算
定
す
る
。
 

                        

 

 
 
 
枚
方
市
個
人
情
報
保
護
条
例

 
 
平
成

2
9
年
９
月

1
3
日

 

条
例

第
3

9
号

  

 枚
方
市
個
人
情
報
保
護
条
例
（
平
成
９
年
枚
方
市
条
例
第

24
号
）
の
全
部
を
改
正
す
る
。

 

目
次
 

第
１
章
 
総
則
（
第
１
条
―
第
３
条
）

 

第
２
章
 
実
施
機
関
等
に
お
け
る
個
人
情
報
の
取
扱
い
（
第
４
条
―
第

10
条
）
 

第
３
章
 
個
人
情
報
の
適
正
管
理
（
第

11
条
―
第

13
条
）
 

第
４
章
 
保
有
個
人
情
報
の
開
示
等
（
第

14
条
―
第

27
条
）
 

第
５
章
 
救
済
手
続
（
第

28
条
・
第

29
条
）
 

第
６
章
 
雑
則
（
第

30
条
―
第

35
条
）
 

第
７
章
 
罰
則
（
第

36
条
―
第

41
条
）
 

附
則
 第
１
章
 
総
則
 

（
目
的
）

 

第
１
条
 
こ
の
条
例
は
、
本
市
に
お
け
る
個
人
情
報
の
適
正
な
取
扱
い
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
、
並
び

に
保
有
個
人
情
報
の
開
示
、
訂
正
、
追
加
、
削
除
、
利
用
の
停
止
、
消
去
及
び
提
供
の
停
止
を
求
め
る
市

民
の
権
利
の
保
障
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
個
人
の
権
利
利
益
の
保
護
を
図
り
、
も

っ
て
市
民
の
基
本
的
人
権
の
擁
護
と
信
頼
さ
れ
る
市
政
を
推
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

 

（
定
義
）
 

第
２
条
 
こ
の
条
例
に
お
い
て
「
実
施
機
関
」
と
は
、
市
長
、
教
育
委
員
会
、
選
挙
管
理
委
員
会
、
公
平
委

員
会
、
監
査
委
員
、
農
業
委
員
会
、
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
、
上
下
水
道
事
業
管
理
者
、
病
院
事
業

管
理
者
及
び
議
会
の
議
長
を
い
う
。

 

２
 
こ
の
条
例
に
お
い
て
「
個
人
情
報
」
と
は
、
個
人
に
関
す
る
情
報
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
も
の
を
い
う
。
 

（
１
）
 
当
該
情
報
に
含
ま
れ
る
氏
名
、
生
年
月
日
そ
の
他
の
記
述
等
（
文
書
、
図
画
若
し
く
は
電
磁
的

記
録
（
電
磁
的
方
式
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
方
式
を
い
う
。
次
項
第
２
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
作
ら
れ
る
記
録
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
に
記
載
さ
れ
、
若
し
く
は
記
録
さ
れ
、
又
は
音
声
、
動
作
そ
の
他
の
方
法
を
用
い
て
表
さ
れ

た
一
切
の
事
項
（
個
人
識
別
符
号
を
除
く
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
り
特
定
の
個
人
を
識

別
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
（
他
の
情
報
と
照
合
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
に
よ
り
特
定
の
個
人
を

識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
る
も
の
を
含
む
。
）

 

（
２
）
 
個
人
識
別
符
号
が
含
ま
れ
る
も
の

 

３
 
こ
の
条
例
に
お
い
て
「
個
人
識
別
符
号
」
と
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
文
字
、
番
号
、
記
号
そ

の
他
の
符
号
の
う
ち
、
規
則
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。

 

（
１
）

 
特
定
の
個
人
の
身
体
の
一
部
の
特
徴
を
電
子
計
算
機
の
用
に
供
す
る
た
め
に
変
換
し
た
文
字
、

番
号
、
記
号
そ
の
他
の
符
号
で
あ
っ
て
、
当
該
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
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（
２
）
 
個
人
に
提
供
さ
れ
る
役
務
の
利
用
若
し
く
は
個
人
に
販
売
さ
れ
る
商
品
の
購
入
に
関
し
割
り
当

て
ら
れ
、
又
は
個
人
に
発
行
さ
れ
る
カ
ー
ド
そ
の
他
の
書
類
に
記
載
さ
れ
、
若
し
く
は
電
磁
的
方
式

に
よ
り
記
録
さ
れ
た
文
字
、
番
号
、
記
号
そ
の
他
の
符
号
で
あ
っ
て
、
そ
の
利
用
者
若
し
く
は
購
入

者
又
は
発
行
を
受
け
る
者
ご
と
に
異
な
る
も
の
と
な
る
よ
う
に
割
り
当
て
ら
れ
、
又
は
記
載
さ
れ
、

若
し
く
は
記
録
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
特
定
の
利
用
者
若
し
く
は
購
入
者
又
は
発
行
を
受
け
る
者
を

識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

 

４
 
こ
の
条
例
に
お
い
て
「
特
定
個
人
情
報
」
と
は
、
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め

の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成

25
年
法
律
第

27
号
。
以
下
「
番
号
法
」
と
い
う
。
）
第
２
条
第

８
項
に
規
定
す
る
特
定
個
人
情
報
を
い
う
。

 

５
 
こ
の
条
例
に
お
い
て
「
要
配
慮
個
人
情
報
」
と
は
、
本
人
の
人
種
、
信
条
、
社
会
的
身
分
、
病
歴
、
犯

罪
の
経
歴
、
犯
罪
に
よ
り
害
を
被
っ
た
事
実
そ
の
他
本
人
に
対
す
る
不
当
な
差
別
、
偏
見
そ
の
他
の
不
利

益
が
生
じ
な
い
よ
う
に
そ
の
取
扱
い
に
特
に
配
慮
を
要
す
る
も
の
と
し
て
規
則
で
定
め
る
記
述
等
が
含

ま
れ
る
個
人
情
報
を
い
う
。

 

６
 
こ
の
条
例
に
お
い
て
「
保
有
個
人
情
報
」
と
は
、
実
施
機
関
の
職
員
が
職
務
上
作
成
し
、
又
は
取
得
し

た
個
人
情
報
で
あ
っ
て
、
当
該
実
施
機
関
の
職
員
が
組
織
的
に
利
用
す
る
も
の
と
し
て
、
当
該
実
施
機
関

が
保
有
し
て
い
る
も
の
を
い
う
。
た
だ
し
、
公
文
書
（
枚
方
市
情
報
公
開
条
例
（
平
成

29
年
枚
方
市
条
例

第
40
号
）
第
２
条
第
２
項
に
規
定
す
る
公
文
書
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
記
録
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限

る
。
 

７
 
こ
の
条
例
に
お
い
て
「
保
有
特
定
個
人
情
報
」
と
は
、
特
定
個
人
情
報
に
該
当
す
る
保
有
個
人
情
報
を

い
う
。
 

８
 
こ
の
条
例
に
お
い
て
「
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
」
と
は
、
保
有
個
人
情
報
を
含
む
情
報
の
集
合
物
で
あ
っ

て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。

 

（
１
）
 
特
定
の
保
有
個
人
情
報
を
電
子
計
算
機
を
用
い
て
検
索
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
体
系
的
に

構
成
し
た
も
の

 

（
２
）
 
前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
特
定
の
保
有
個
人
情
報
を
容
易
に
検
索
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
体
系
的
に
構
成
し
た
も
の
と
し
て
規
則
で
定
め
る
も
の

 

９
 
こ
の
条
例
に
お
い
て
「
情
報
提
供
等
記
録
」
と
は
、
番
号
法
第

23
条
第
１
項
及
び
第
２
項
に
規
定
す
る

記
録
に
記
録
さ
れ
た
特
定
個
人
情
報
を
い
う
。

 

1
0 
こ
の
条
例
に
お
い
て
個
人
情
報
に
つ
い
て
「
本
人
」
と
は
、
個
人
情
報
に
よ
っ
て
識
別
さ
れ
る
特
定
の

個
人
を
い
う
。

 

1
1 
こ
の
条
例
に
お
い
て
「
受
託
業
務
」
と
は
、
実
施
機
関
か
ら
個
人
情
報
の
取
扱
い
を
伴
う
業
務
の
委
託

を
受
け
た
者
（
以
下
「
受
託
者
」
と
い
う
。
）
が
当
該
委
託
を
受
け
た
業
務
を
い
う
。

 

1
2 
こ
の
条
例
に
お
い
て
「
指
定
管
理
業
務
」
と
は
、
枚
方
市
公
の
施
設
に
お
け
る
指
定
管
理
者
の
指
定
の

手
続
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成

16
年
枚
方
市
条
例
第

28
号
）
第
５
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け

た
者
（
以
下
「
指
定
管
理
者
」
と
い
う
。
）
が
市
の
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
業
務
を
い
う
。
 

（
適
用
上
の
注
意
）

 

第
３
条
 
こ
の
条
例
の
適
用
に
当
た
っ
て
は
、
事
業
者
及
び
市
民
の
権
利
と
自
由
を
不
当
に
侵
害
す
る
よ
う

な
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

 

第
２
章
 
実
施
機
関
等
に
お
け
る
個
人
情
報
の
取
扱
い

 

（
個
人
情
報
の
保
有
の
制
限
等
）

 

第
４
条
 
実
施
機
関
は
、
番
号
法
第

19
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
を
除
き
、
特
定
個
人
情
報
を

保
管
し
て
は
な
ら
な
い
。
 

２
 
実
施
機
関
は
、
個
人
情
報
を
保
有
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
法
令
又
は
条
例
（
以
下
「
法
令
等
」
と
い
う
。
）

の
定
め
る
所
掌
事
務
を
遂
行
す
る
た
め
必
要
な
場
合
に
限
り
、
か
つ
、
そ
の
利
用
の
目
的
を
で
き
る
限
り

特
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

３
 
実
施
機
関
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
さ
れ
た
利
用
の
目
的
（
以
下
「
利
用
目
的
」
と
い
う
。
）
の

達
成
に
必
要
な
範
囲
を
超
え
て
、
個
人
情
報
を
保
有
し
て
は
な
ら
な
い
。

 

（
利
用
目
的
及
び
取
得
項
目
の
明
示
）

 

第
５
条
 
実
施
機
関
は
、
本
人
又
は
そ
の
法
定
代
理
人
（
未
成
年
者
又
は
成
年
被
後
見
人
の
法
定
代
理
人
に

限
る
。
以
下
こ
の
章
及
び
第
４
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
直
接
書
面
（
電
磁
的
記
録
を
含
む
。
）
に
記

録
さ
れ
た
当
該
本
人
の
個
人
情
報
を
取
得
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
を
除
き
、
あ
ら
か
じ
め
、
本

人
又
は
そ
の
法
定
代
理
人
に
対
し
、
そ
の
利
用
目
的
及
び
取
得
し
よ
う
と
す
る
項
目
（
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
「
取
得
項
目
」
と
い
う
。
）
を
明
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

（
１
）
 
人
の
生
命
、
身
体
又
は
財
産
の
保
護
の
た
め
に
緊
急
に
必
要
が
あ
る
と
き
。

 

（
２
）
 
利
用
目
的
又
は
取
得
項
目
を
本
人
又
は
そ
の
法
定
代
理
人
に
明
示
す
る
こ
と
に
よ
り
、
本
人
又

は
第
三
者
の
生
命
、
身
体
、
財
産
そ
の
他
の
権
利
利
益
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
。

 

（
３
）
 
利
用
目
的
又
は
取
得
項
目
を
本
人
又
は
そ
の
法
定
代
理
人
に
明
示
す
る
こ
と
に
よ
り
、
実
施
機

関
、
国
の
機
関
、
独
立
行
政
法
人
等
（
独
立
行
政
法
人
等
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る

法
律
（
平
成

15
年
法
律
第

59
号
）
第
２
条
第
１
項
に
規
定
す
る
独
立
行
政
法
人
等
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
、
他
の
地
方
公
共
団
体
又
は
地
方
独
立
行
政
法
人
（
地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成

15
年
法

律
第

11
8号
）
第
２
条
第
１
項
に
規
定
す
る
地
方
独
立
行
政
法
人
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
行
う
事

務
又
は
事
業
の
適
正
な
遂
行
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
。

 

（
４
）
 
取
得
の
状
況
か
ら
み
て
利
用
目
的
又
は
取
得
項
目
が
明
ら
か
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

 

（
正
確
性
の
確
保
及
び
安
全
確
保
の
措
置
）

 

第
６
条
 
実
施
機
関
は
、
利
用
目
的
の
達
成
に
必
要
な
範
囲
内
で
、
保
有
個
人
情
報
が
過
去
又
は
現
在
の
事

実
と
合
致
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

２
 
実
施
機
関
は
、
保
有
個
人
情
報
の
漏
え
い
、
滅
失
又
は
毀
損
の
防
止
そ
の
他
の
保
有
個
人
情
報
の
適
切

な
管
理
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

３
 
前
項
の
規
定
は
、
受
託
者
、
指
定
管
理
者
又
は
受
託
業
務
若
し
く
は
指
定
管
理
業
務
の
全
部
若
し
く
は

一
部
の
委
託
を
受
け
た
者
が
受
託
業
務
又
は
指
定
管
理
業
務
を
行
う
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

 

（
従
事
者
の
義
務
）
 

第
７
条

 
個
人
情
報
の
取
扱
い
に
従
事
す
る
実
施
機
関
の
職
員
若
し
く
は
職
員
で
あ
っ
た
者
又
は
受
託
業

務
若
し
く
は
指
定
管
理
業
務
に
従
事
し
て
い
る
者
若
し
く
は
従
事
し
て
い
た
者
は
、
そ
の
業
務
に
関
し
て

知
り
得
た
個
人
情
報
の
内
容
を
み
だ
り
に
他
人
に
知
ら
せ
、
又
は
不
当
な
目
的
に
利
用
し
て
は
な
ら
な
い
。 
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（
収
集
の
制
限
）

 

第
８
条
 
実
施
機
関
は
、
個
人
情
報
を
収
集
す
る
と
き
は
、
適
正
か
つ
公
正
な
手
段
に
よ
っ
て
行
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

 

２
 
実
施
機
関
は
、
番
号
法
第

19
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
を
除
き
、
特
定
個
人
情
報
を
収
集

し
て
は
な
ら
な
い
。

 

３
 
実
施
機
関
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
を
除
き
、
要
配
慮
個
人
情
報
（
特
定
個
人
情
報
を
除

く
。
）
を
収
集
し
、
又
は
個
人
情
報
（
特
定
個
人
情
報
並
び
に
法
人
そ
の
他
の
団
体
の
役
員
及
び
事
業
を

営
む
個
人
の
当
該
事
業
に
関
す
る
個
人
情
報
を
除
く
。
）
を
本
人
若
し
く
は
そ
の
法
定
代
理
人
以
外
の
も

の
か
ら
収
集
し
て
は
な
ら
な
い
。

 

（
１
）
 
法
令
等
に
定
め
が
あ
る
と
き
。
 

（
２
）
 
本
人
又
は
そ
の
法
定
代
理
人
の
同
意
が
あ
る
と
き
。

 

（
３
）

 
出
版
、
報
道
等
に
よ
り
、
当
該
個
人
情
報
が
公
に
さ
れ
て
い
る
と
き
。

 

（
４
）
 
人
の
生
命
、
身
体
又
は
財
産
の
保
護
の
た
め
、
緊
急
か
つ
や
む
を
得
な
い
と
認
め
る
と
き
。

 

（
５
）
 
前
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
実
施
機
関
が
、
枚
方
市
附
属
機
関
条
例
（
平
成

24
年
枚
方
市

条
例
第

35
号
）
別
表
１
の
表
に
規
定
す
る
枚
方
市
情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
審
議
会
（
以
下
「
審

議
会
」
と
い
う
。
）
の
意
見
を
聴
い
て
、
公
益
上
要
配
慮
個
人
情
報
を
収
集
し
、
又
は
個
人
情
報
を

本
人
若
し
く
は
そ
の
法
定
代
理
人
以
外
の
も
の
か
ら
収
集
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
。

 

４
 
法
令
等
、
規
則
等
の
規
定
に
よ
り
実
施
機
関
に
対
し
て
申
請
、
届
出
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
行
為
が

あ
っ
た
と
き
は
、
前
項
第
２
号
に
該
当
す
る
場
合
と
み
な
す
。

 

（
利
用
の
制
限
）

 

第
９
条
 
実
施
機
関
は
、
利
用
目
的
以
外
の
目
的
の
た
め
に
保
有
個
人
情
報
を
自
ら
利
用
し
て
は
な
ら
な
い
。 

２
 
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
実
施
機
関
は
、
保
有
特
定
個
人
情
報
に
あ
っ
て
は
第
１
号
に
、
保
有
特

定
個
人
情
報
以
外
の
保
有
個
人
情
報
に
あ
っ
て
は
第
２
号
か
ら
第
７
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

場
合
は
、
利
用
目
的
以
外
の
目
的
の
た
め
に
保
有
個
人
情
報
（
情
報
提
供
等
記
録
で
あ
る
も
の
を
除
く
。

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
自
ら
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
保
有
個
人
情
報
を
利
用

目
的
以
外
の
目
的
の
た
め
に
自
ら
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
人
又
は
第
三
者
の
権
利
利
益
を
不
当
に

侵
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

 

（
１
）
 
人
の
生
命
、
身
体
又
は
財
産
の
保
護
の
た
め
に
必
要
が
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
本
人
の
同
意
が

あ
り
、
又
は
本
人
の
同
意
を
得
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
き
。

 

（
２
）
 
法
令
等
に
定
め
が
あ
る
と
き
。
 

（
３
）
 
本
人
又
は
そ
の
法
定
代
理
人
の
同
意
が
あ
る
と
き
。

 

（
４
）

 
出
版
、
報
道
等
に
よ
り
、
当
該
保
有
個
人
情
報
が
公
に
さ
れ
て
い
る
と
き
。

 

（
５
）
 
人
の
生
命
、
身
体
又
は
財
産
の
保
護
の
た
め
、
緊
急
か
つ
や
む
を
得
な
い
と
認
め
る
と
き
。

 

（
６
）
 
正
当
な
事
務
若
し
く
は
事
業
の
遂
行
又
は
市
民
の
福
祉
の
向
上
の
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
実

施
機
関
が
認
め
る
と
き
。

 

（
７
）
 
第
２
号
か
ら
前
号
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
実
施
機
関
が
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
、
公

益
上
利
用
目
的
以
外
の
目
的
の
た
め
に
保
有
個
人
情
報
を
自
ら
利
用
す
る
必
要
が
あ
る
と
実
施
機
関

が
認
め
る
と
き
。
 

３
 
実
施
機
関
は
、
前
項
第
５
号
又
は
第
６
号
の
規
定
に
よ
り
保
有
個
人
情
報
を
自
ら
利
用
し
た
と
き
は
、

そ
の
旨
を
審
議
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

（
提
供
の
制
限
）
 

第
10
条
 
実
施
機
関
は
、
番
号
法
第

19
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
を
除
き
、
特
定
個
人
情
報
を

提
供
し
て
は
な
ら
な
い
。
 

２
 
実
施
機
関
は
、
利
用
目
的
以
外
の
目
的
の
た
め
に
保
有
個
人
情
報
（
保
有
特
定
個
人
情
報
を
除
く
。
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
提
供
し
て
は
な
ら
な
い
。

 

３
 
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
実
施
機
関
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
利
用
目
的
以
外

の
目
的
の
た
め
に
保
有
個
人
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
保
有
個
人
情
報
を
利
用
目
的

以
外
の
目
的
の
た
め
に
提
供
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
人
又
は
第
三
者
の
権
利
利
益
を
不
当
に
侵
害
す
る

お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
（
法
令
等
に
よ
り
当
該
保
有
個
人
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
が
義
務
付

け
ら
れ
て
い
る
と
き
を
除
く
。
）
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

 

（
１
）
 
法
令
等
に
定
め
が
あ
る
と
き
。

 

（
２
）
 
本
人
若
し
く
は
そ
の
法
定
代
理
人
の
同
意
が
あ
る
と
き
、
又
は
本
人
若
し
く
は
そ
の
法
定
代
理

人
に
提
供
す
る
と
き
。
 

（
３
）

 
出
版
、
報
道
等
に
よ
り
、
当
該
保
有
個
人
情
報
が
公
に
さ
れ
て
い
る
と
き
。

 

（
４
）
 
人
の
生
命
、
身
体
又
は
財
産
の
保
護
の
た
め
、
緊
急
か
つ
や
む
を
得
な
い
と
認
め
る
と
き
。

 

（
５
）
 
正
当
な
事
務
若
し
く
は
事
業
の
遂
行
又
は
市
民
の
福
祉
の
向
上
の
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
実

施
機
関
が
認
め
る
場
合
に
お
い
て
、
他
の
実
施
機
関
に
提
供
す
る
と
き
。

 

（
６
）
 
前
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
実
施
機
関
が
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
、
公
益
上
利
用
目
的

以
外
の
目
的
の
た
め
に
保
有
個
人
情
報
を
提
供
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
。

 

４
 
実
施
機
関
は
、
前
項
第
４
号
又
は
第
５
号
の
規
定
に
よ
り
保
有
個
人
情
報
の
提
供
を
し
た
と
き
は
、
そ

の
旨
を
審
議
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

第
３
章
 
個
人
情
報
の
適
正
管
理

 

（
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
の
保
有
等
）

 

第
11
条
 
実
施
機
関
は
、
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
を
保
有
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
市
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

（
１
）
 
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
の
名
称

 

（
２
）
 
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
が
利
用
に
供
さ
れ
る
事
務
の
名
称

 

（
３
）
 
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
を
管
理
す
る
組
織
の
名
称

 

（
４
）
 
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
の
利
用
目
的

 

（
５
）
 
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
る
項
目
（
次
項
第
２
号
に
お
い
て
「
記
録
項
目
」
と
い
う
。
）
 

（
６
）
 
本
人
（
他
の
個
人
の
氏
名
、
生
年
月
日
そ
の
他
の
記
述
等
に
よ
ら
な
い
で
検
索
し
得
る
者
に
限

る
。
）
と
し
て
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
る
個
人
の
範
囲
（
次
項
第
２
号
に
お
い
て
「
記
録

範
囲
」
と
い
う
。
）
 

（
７
）
 
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
る
個
人
情
報
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
記
録
情
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報
」
と
い
う
。
）
の
収
集
方
法

 

（
８
）

 
記
録
情
報
に
要
配
慮
個
人
情
報
が
含
ま
れ
る
と
き
は
、
そ
の
旨

 

（
９
）
 
記
録
情
報
を
経
常
的
に
提
供
す
る
場
合
（
前
条
第
３
項
第
５
号
の
規
定
に
よ
り
提
供
す
る
場
合

を
除
く
。
）
に
は
、
そ
の
提
供
先

 

（
10
）
 
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
が
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
と
き
は
、
そ
の
旨

 

（
11
）
 
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
規
則
で
定
め
る
事
項

 

２
 
前
項
の
規
定
は
、
次
に
掲
げ
る
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

 

（
１
）
 
実
施
機
関
の
職
員
又
は
職
員
で
あ
っ
た
者
に
係
る
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
で
あ
っ
て
、
専
ら
そ
の

人
事
、
給
与
若
し
く
は
福
利
厚
生
に
関
す
る
事
項
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
事
項
を
記
録
す
る
も
の
（
実

施
機
関
が
行
う
職
員
の
採
用
試
験
に
関
す
る
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
を
含
む
。
）
 

（
２
）
 
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
記
録
情
報
の
全
部
又
は
一
部
を
記
録
し
た
個
人
情
報
フ
ァ
イ

ル
で
あ
っ
て
、
そ
の
利
用
目
的
、
記
録
項
目
及
び
記
録
範
囲
が
当
該
届
出
に
係
る
こ
れ
ら
の
事
項
の

範
囲
内
の
も
の

 

（
３
）
 
１
年
以
内
に
消
去
す
る
こ
と
と
な
る
記
録
情
報
の
み
を
記
録
す
る
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル

 

（
４
）
 
資
料
そ
の
他
の
物
品
若
し
く
は
金
銭
の
送
付
又
は
業
務
上
必
要
な
連
絡
の
た
め
に
利
用
す
る
記

録
情
報
を
記
録
し
た
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
で
あ
っ
て
、
送
付
又
は
連
絡
の
相
手
方
の
氏
名
、
住
所
そ

の
他
の
送
付
又
は
連
絡
に
必
要
な
事
項
の
み
を
記
録
す
る
も
の

 

３
 
実
施
機
関
は
、
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
の
保
有
を
や
め
、
又
は
同
項

各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
保
有
を
や
め
よ
う
と
す
る
旨
又
は

当
該
変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項
を
市
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

４
 
市
長
は
、
第
１
項
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
、
審
議
会

に
報
告
し
、
及
び
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

（
委
託
先
等
の
監
督
）

 

第
12
条
 
実
施
機
関
は
、
受
託
業
務
又
は
指
定
管
理
業
務
に
お
い
て
取
り
扱
わ
れ
る
個
人
情
報
の
安
全
管
理

が
図
ら
れ
る
よ
う
、
受
託
者
又
は
指
定
管
理
者
に
対
す
る
必
要
か
つ
適
切
な
監
督
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
 

２
 
受
託
業
務
又
は
指
定
管
理
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
委
託
を
す
る
者
は
、
当
該
委
託
を
す
る
業
務

に
お
い
て
取
り
扱
わ
れ
る
個
人
情
報
の
安
全
管
理
が
図
ら
れ
る
よ
う
、
当
該
委
託
を
受
け
た
者
に
対
す
る

必
要
か
つ
適
切
な
監
督
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

（
電
子
計
算
機
の
接
続
の
禁
止
）

 

第
13
条
 
実
施
機
関
は
、
法
令
等
に
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
実
施
機
関
の
使
用
す
る
電
子
計
算
機
（
保

有
個
人
情
報
が
記
録
さ
れ
て
い
る
電
子
計
算
機
で
あ
っ
て
、
当
該
保
有
個
人
情
報
を
実
施
機
関
以
外
の
者

が
随
時
に
取
得
し
得
る
状
態
に
置
か
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
と
実
施
機
関
以
外
の
者
が
使
用
す
る
電
子
計

算
機
と
の
電
気
通
信
回
線
に
よ
る
接
続
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
実
施
機
関
が
審
議
会
の
意
見

を
聴
い
て
、
公
益
上
当
該
接
続
を
行
う
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

 

第
４
章

 
保
有
個
人
情
報
の
開
示
等
 

（
開
示
請
求
権
）

 

第
14
条
 
何
人
も
、
こ
の
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
実
施
機
関
に
対
し
、
当
該
実
施
機
関
の
保
有
す

る
自
己
を
本
人
と
す
る
保
有
個
人
情
報
の
開
示
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

２
 
次
に
掲
げ
る
者
は
、
本
人
に
代
わ
っ
て
前
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
（
第
３
号
に
掲
げ
る
者
に
あ
っ
て
は
、

保
有
特
定
個
人
情
報
に
係
る
請
求
に
限
る
。
）
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

（
１
）
 
本
人
の
法
定
代
理
人

 

（
２
）
 
本
人
（
自
ら
前
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
者
に
限
る
。
）

の
委
任
に
よ
る
代
理
人
 

（
３
）

 
本
人
（
前
号
の
本
人
を
除
く
。
）
の
委
任
に
よ
る
代
理
人

 

３
 
次
に
掲
げ
る
者
は
、
こ
の
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
実
施
機
関
に
対
し
、
当
該
実
施
機
関
の
保

有
す
る
死
亡
し
た
個
人
を
本
人
と
す
る
保
有
個
人
情
報
（
第
３
号
に
掲
げ
る
者
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
者
が

相
続
に
よ
り
取
得
し
た
財
産
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
開
示
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

（
１
）
 
本
人
の
死
亡
当
時
に
お
け
る
配
偶
者
並
び
に
本
人
の
子
及
び
父
母

 

（
２
）
 
前
号
に
掲
げ
る
者
が
い
な
い
場
合
に
お
け
る
本
人
の
二
親
等
以
内
の
血
族
 

（
３
）
 
本
人
の
相
続
人
 

（
保
有
個
人
情
報
の
開
示
義
務
）

 

第
15
条
 
実
施
機
関
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
請
求
（
以
下
「
開
示
請
求
」
と
い
う
。
）
が
あ
っ
た
と
き
は
、

開
示
請
求
に
係
る
保
有
個
人
情
報
に
次
に
掲
げ
る
情
報
（
以
下
「
非
開
示
情
報
」
と
い
う
。
）
の
い
ず
れ

か
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
を
除
き
、
当
該
開
示
請
求
を
し
た
者
（
以
下
「
開
示
請
求
者
」
と
い
う
。
）
に

対
し
、
当
該
保
有
個
人
情
報
を
開
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

（
１
）
 
開
示
請
求
者
（
前
条
第
２
項
各
号
及
び
第
３
項
各
号
に
掲
げ
る
者
に
よ
る
開
示
請
求
に
あ
っ
て

は
、
当
該
本
人
。
以
下
こ
の
項
、
次
条
第
２
項
及
び
第

25
条
第
１
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
生
命
、

健
康
、
生
活
又
は
財
産
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
情
報

 

（
２
）
 
開
示
請
求
者
以
外
の
個
人
に
関
す
る
情
報
（
法
人
そ
の
他
の
団
体
の
役
員
及
び
事
業
を
営
む
個

人
の
当
該
事
業
に
関
す
る
情
報
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
当
該
情
報
に
含
ま
れ
る
氏
名
、
生
年
月
日

そ
の
他
の
記
述
等
に
よ
り
開
示
請
求
者
以
外
の
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
（
他

の
情
報
と
照
合
す
る
こ
と
に
よ
り
、
開
示
請
求
者
以
外
の
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
と
と
な
る
も
の
を
含
む
。
）
若
し
く
は
個
人
識
別
符
号
が
含
ま
れ
る
も
の
又
は
開
示
請
求
者
以
外

の
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
開
示
す
る
こ
と
に
よ
り
、
な
お
開
示
請
求
者
以

外
の
個
人
の
権
利
利
益
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
情
報
を
除
く
。

 

イ
 
法
令
等
の
規
定
に
よ
り
、
又
は
慣
行
と
し
て
開
示
請
求
者
が
知
る
こ
と
が
で
き
、
又
は
知
る
こ

と
が
予
定
さ
れ
て
い
る
情
報

 

ロ
 
人
の
生
命
、
健
康
、
生
活
又
は
財
産
を
保
護
す
る
た
め
、
開
示
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
認

め
ら
れ
る
情
報
 

ハ
 
当
該
個
人
が
公
務
員
等
（
国
家
公
務
員
法
（
昭
和

22
年
法
律
第

12
0号
）
第
２
条
第
１
項
に
規
定

す
る
国
家
公
務
員
（
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成

11
年
法
律
第

10
3号
）
第
２
条
第
４
項
に
規
定

す
る
行
政
執
行
法
人
の
役
員
及
び
職
員
を
除
く
。
）
、
独
立
行
政
法
人
等
の
役
員
及
び
職
員
、
地

方
公
務
員
法
（
昭
和

25
年
法
律
第

26
1号
）
第
２
条
に
規
定
す
る
地
方
公
務
員
並
び
に
地
方
独
立
行

86



政
法
人
の
役
員
及
び
職
員
を
い
う
。
）
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
情
報
が
そ
の
職
務
の
遂
行

に
係
る
情
報
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
情
報
の
う
ち
、
当
該
公
務
員
等
の
職
及
び
氏
名
並
び
に
当
該

職
務
遂
行
の
内
容
に
係
る
部
分

 

（
３
）

 
法
令
等
の
規
定
に
よ
り
、
開
示
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
旨
が
明
示
さ
れ
て
い
る
情
報

 

（
４
）
 
法
人
そ
の
他
の
団
体
（
国
、
独
立
行
政
法
人
等
、
地
方
公
共
団
体
及
び
地
方
独
立
行
政
法
人
を

除
く
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
「
法
人
等
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
情
報
又
は
開
示
請
求

者
以
外
の
事
業
を
営
む
個
人
の
当
該
事
業
に
関
す
る
情
報
で
あ
っ
て
、
開
示
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当

該
法
人
等
又
は
当
該
個
人
の
権
利
、
競
争
上
の
地
位
そ
の
他
正
当
な
利
益
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る

も
の
。
た
だ
し
、
人
の
生
命
、
健
康
、
生
活
又
は
財
産
を
保
護
す
る
た
め
、
開
示
す
る
こ
と
が
必
要

で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
情
報
を
除
く
。

 

（
５
）

 
開
示
請
求
者
以
外
の
個
人
又
は
法
人
等
に
関
す
る
情
報
の
う
ち
実
施
機
関
の
要
請
を
受
け
て
、

開
示
し
な
い
と
の
条
件
で
任
意
に
提
供
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
開
示
請
求
者
以
外
の
個
人
又
は
法

人
等
に
お
け
る
通
例
と
し
て
開
示
し
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
も
の
そ
の
他
の
当
該
条
件
を
付
す
る

こ
と
が
当
該
情
報
の
性
質
、
当
時
の
状
況
等
に
照
ら
し
て
合
理
的
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
。
た

だ
し
、
人
の
生
命
、
健
康
、
生
活
又
は
財
産
を
保
護
す
る
た
め
、
開
示
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と

認
め
ら
れ
る
情
報
を
除
く
。

 

（
６
）
 
開
示
す
る
こ
と
に
よ
り
、
犯
罪
の
予
防
、
鎮
圧
又
は
捜
査
、
公
訴
の
維
持
、
刑
の
執
行
そ
の
他

の
公
共
の
安
全
と
秩
序
の
維
持
に
支
障
を
及
ぼ
す
と
認
め
ら
れ
る
情
報

 

（
７
）
 
実
施
機
関
、
国
の
機
関
、
独
立
行
政
法
人
等
、
他
の
地
方
公
共
団
体
及
び
地
方
独
立
行
政
法
人

の
内
部
又
は
相
互
間
に
お
け
る
審
議
、
検
討
又
は
協
議
に
関
す
る
情
報
で
あ
っ
て
、
開
示
す
る
こ
と

に
よ
り
、
率
直
な
意
見
の
交
換
若
し
く
は
意
思
決
定
の
中
立
性
が
不
当
に
損
な
わ
れ
、
不
当
に
市
民

の
間
に
混
乱
を
生
じ
さ
せ
、
又
は
特
定
の
者
に
不
当
に
利
益
を
与
え
、
若
し
く
は
不
利
益
を
及
ぼ
す

と
認
め
ら
れ
る
も
の

 

（
８
）
 
実
施
機
関
、
国
の
機
関
、
独
立
行
政
法
人
等
、
他
の
地
方
公
共
団
体
又
は
地
方
独
立
行
政
法
人

が
行
う
事
務
又
は
事
業
に
関
す
る
情
報
で
あ
っ
て
、
開
示
す
る
こ
と
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
支
障
を

及
ぼ
す
と
認
め
ら
れ
る
も
の
そ
の
他
当
該
事
務
又
は
事
業
の
性
質
上
、
当
該
事
務
又
は
事
業
の
適
正

な
遂
行
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
と
認
め
ら
れ
る
も
の

 

イ
 
監
査
、
検
査
、
取
締
り
、
試
験
又
は
租
税
の
賦
課
若
し
く
は
徴
収
に
係
る
事
務
に
関
し
、
正
確

な
事
実
の
把
握
を
困
難
に
し
、
又
は
違
法
若
し
く
は
不
当
な
行
為
を
容
易
に
し
、
若
し
く
は
そ
の

発
見
を
困
難
に
す
る
こ
と
。

 

ロ
 
個
人
の
評
価
、
判
定
、
診
断
、
選
考
、
相
談
又
は
指
導
に
係
る
事
務
に
関
し
、
率
直
な
意
見
若

し
く
は
必
要
な
内
容
を
記
録
す
る
こ
と
を
著
し
く
た
め
ら
わ
せ
、
又
は
当
該
個
人
と
の
信
頼
関
係

を
著
し
く
損
な
う
こ
と
。

 

ハ
 
契
約
、
交
渉
又
は
争
訟
に
係
る
事
務
に
関
し
、
実
施
機
関
、
国
、
独
立
行
政
法
人
等
、
他
の
地

方
公
共
団
体
又
は
地
方
独
立
行
政
法
人
の
財
産
上
の
利
益
又
は
当
事
者
と
し
て
の
地
位
を
不
当
に

害
す
る
こ
と
。

 

ニ
 
人
事
管
理
に
係
る
事
務
に
関
し
、
公
正
か
つ
円
滑
な
人
事
の
確
保
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
こ

と
。
 

ホ
 
独
立
行
政
法
人
等
、
地
方
公
共
団
体
が
経
営
す
る
企
業
又
は
地
方
独
立
行
政
法
人
に
係
る
事
業

に
関
し
、
そ
の
企
業
経
営
上
の
正
当
な
利
益
を
著
し
く
害
す
る
こ
と
。

 

（
９
）
 
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
実
施
機
関
が
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
、
公
益
上
開
示
し
な

い
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
た
情
報

 

２
 
前
条
第
３
項
各
号
に
掲
げ
る
者
に
よ
る
開
示
請
求
に
関
す
る
前
項
第
１
号
及
び
第
２
号
イ
の
規
定
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
第
１
号
中
「
生
命
、
健
康
、
生
活
又
は
財
産
」
と
あ
る
の
は
「
名
誉
又
は
尊
厳
」

と
、
同
項
第
２
号
イ
中
「
予
定
さ
れ
て
い
る
」
と
あ
る
の
は
「
予
定
さ
れ
て
い
た
」
と
す
る
。

 

（
部
分
開
示
）
 

第
16
条
 
実
施
機
関
は
、
開
示
請
求
に
係
る
保
有
個
人
情
報
に
非
開
示
情
報
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
に
お
い

て
、
非
開
示
情
報
に
該
当
す
る
部
分
を
容
易
に
区
分
し
て
除
く
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
開
示
請
求
者
に

対
し
、
当
該
部
分
を
除
い
た
部
分
に
つ
き
開
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

２
 
開
示
請
求
に
係
る
保
有
個
人
情
報
に
前
条
第
２
号
に
掲
げ
る
情
報
（
開
示
請
求
者
以
外
の
特
定
の
個
人

を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
に
限
る
。
）
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
情
報
の
う
ち
、

氏
名
、
生
年
月
日
そ
の
他
の
開
示
請
求
者
以
外
の
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
る

記
述
等
及
び
個
人
識
別
符
号
の
部
分
を
除
く
こ
と
に
よ
り
、
開
示
し
て
も
、
開
示
請
求
者
以
外
の
個
人
の

権
利
利
益
が
害
さ
れ
る
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
当
該
部
分
を
除
い
た
部
分
は
、
同
号
に

掲
げ
る
情
報
に
含
ま
れ
な
い
も
の
と
み
な
し
て
、
前
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

 

（
裁
量
的
開
示
）
 

第
17
条
 
実
施
機
関
は
、
開
示
請
求
に
係
る
保
有
個
人
情
報
に
非
開
示
情
報
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
で
あ
っ

て
も
、
個
人
の
権
利
利
益
を
保
護
す
る
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
開
示
請
求
者
に
対
し
、

当
該
保
有
個
人
情
報
を
開
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

（
保
有
個
人
情
報
の
存
否
に
関
す
る
情
報
）

 

第
18
条
 
開
示
請
求
に
対
し
、
当
該
開
示
請
求
に
係
る
保
有
個
人
情
報
が
存
在
し
て
い
る
か
否
か
を
答
え
る

だ
け
で
、
非
開
示
情
報
を
開
示
す
る
こ
と
と
な
る
と
き
は
、
実
施
機
関
は
、
当
該
保
有
個
人
情
報
の
存
否

を
明
ら
か
に
し
な
い
で
、
当
該
開
示
請
求
を
拒
否
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

（
訂
正
請
求
権
）
 

第
19
条
 
何
人
も
、
自
己
を
本
人
と
す
る
保
有
個
人
情
報
の
内
容
が
事
実
で
な
い
と
思
料
す
る
と
き
は
、
こ

の
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
保
有
個
人
情
報
を
保
有
す
る
実
施
機
関
に
対
し
、
当
該
保
有
個

人
情
報
の
訂
正
（
追
加
又
は
削
除
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

２
 
次
に
掲
げ
る
者
は
、
本
人
に
代
わ
っ
て
前
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
（
第
３
号
に
掲
げ
る
者
に
あ
っ
て
は
、

保
有
特
定
個
人
情
報
に
係
る
請
求
に
限
る
。
）
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

（
１
）
 
本
人
の
法
定
代
理
人

 

（
２
）
 
本
人
（
自
ら
前
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
者
に
限
る
。
）

の
委
任
に
よ
る
代
理
人
 

（
３
）

 
本
人
（
前
号
の
本
人
を
除
く
。
）
の
委
任
に
よ
る
代
理
人

 

３
 
次
に
掲
げ
る
者
は
、
死
亡
し
た
個
人
を
本
人
と
す
る
保
有
個
人
情
報
（
第
３
号
に
掲
げ
る
者
に
あ
っ
て
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は
、
そ
の
者
が
相
続
に
よ
り
取
得
し
た
財
産
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
内
容
が
事
実
で
な
い
と
思
料
す

る
と
き
は
、
こ
の
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
保
有
個
人
情
報
を
保
有
す
る
実
施
機
関
に
対
し
、

当
該
保
有
個
人
情
報
の
訂
正
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

（
１
）
 
本
人
の
死
亡
当
時
に
お
け
る
配
偶
者
並
び
に
本
人
の
子
及
び
父
母

 

（
２
）
 
前
号
に
掲
げ
る
者
が
い
な
い
場
合
に
お
け
る
本
人
の
二
親
等
以
内
の
血
族

 

（
３
）
 
本
人
の
相
続
人
 

（
保
有
個
人
情
報
の
訂
正
義
務
）

 

第
20
条
 
実
施
機
関
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
請
求
（
以
下
「
訂
正
請
求
」
と
い
う
。
）
が
あ
っ
た
場
合
に

お
い
て
、
当
該
訂
正
請
求
に
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
訂
正
請
求
に
係
る
保
有
個
人
情
報
の

利
用
目
的
の
達
成
に
必
要
な
範
囲
内
で
、
当
該
保
有
個
人
情
報
の
訂
正
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

２
 
第

18
条
の
規
定
は
、
訂
正
請
求
が
あ
っ
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

 

（
利
用
停
止
等
請
求
権
）

 

第
21
条
 
何
人
も
、
自
己
を
本
人
と
す
る
保
有
個
人
情
報
（
情
報
提
供
等
記
録
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
同
じ
。
）
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
思
料
す
る
と
き
は
、
こ
の
条
例
の
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
当
該
保
有
個
人
情
報
を
保
有
す
る
実
施
機
関
に
対
し
、
当
該
各
号
に
定
め
る
措
置
を
請
求
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

 

（
１
）

 
当
該
保
有
個
人
情
報
を
保
有
す
る
実
施
機
関
に
よ
り
適
法
に
取
得
さ
れ
た
も
の
で
な
い
と
き
、

第
４
条
第
１
項
若
し
く
は
第
３
項
の
規
定
に
違
反
し
て
保
管
若
し
く
は
保
有
さ
れ
て
い
る
と
き
、
第

８
条
第
２
項
若
し
く
は
第
３
項
の
規
定
に
違
反
し
て
収
集
さ
れ
て
い
る
と
き
又
は
第
９
条
第
１
項
及

び
第
２
項
の
規
定
に
違
反
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
と
き

 
当
該
保
有
個
人
情
報
の
利
用
の
停
止
又
は

消
去
 

（
２
）
 
第
1
0条
第
１
項
か
ら
第
３
項
（
第
５
号
を
除
く
。
）
ま
で
の
規
定
に
違
反
し
て
提
供
さ
れ
て
い

る
と
き

 
当
該
保
有
個
人
情
報
の
提
供
の
停
止
 

（
３
）
 
第

10
条
第
３
項
第
５
号
の
規
定
に
違
反
し
て
提
供
さ
れ
て
い
る
と
き

 
当
該
保
有
個
人
情
報
の

提
供
の
停
止
又
は
消
去

 

（
４
）
 
番
号
法
第

28
条
の
規
定
に
違
反
し
て
作
成
さ
れ
た
特
定
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
（
番
号
法
第
２
条

第
９
項
に
規
定
す
る
特
定
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
を
い
う
。
）
に
記
録
さ
れ
て
い
る
と
き

 
当
該
保
有

特
定
個
人
情
報
の
利
用
の
停
止
又
は
消
去

 

２
 
次
に
掲
げ
る
者
は
、
本
人
に
代
わ
っ
て
前
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
（
第
３
号
に
掲
げ
る
者
に
あ
っ
て
は
、

保
有
特
定
個
人
情
報
に
係
る
請
求
に
限
る
。
）
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

（
１
）
 
本
人
の
法
定
代
理
人
 

（
２
）
 
本
人
（
自
ら
前
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
者
に
限
る
。
）

の
委
任
に
よ
る
代
理
人

 

（
３
）

 
本
人
（
前
号
の
本
人
を
除
く
。
）
の
委
任
に
よ
る
代
理
人

 

３
 
次
に
掲
げ
る
者
は
、
死
亡
し
た
個
人
を
本
人
と
す
る
保
有
個
人
情
報
（
第
３
号
に
掲
げ
る
者
に
あ
っ
て

は
、
そ
の
者
が
相
続
に
よ
り
取
得
し
た
財
産
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
が
第
１
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
と
思
料
す
る
と
き
は
、
こ
の
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
保
有
個
人
情
報
を
保
有
す
る

実
施
機
関
に
対
し
、
当
該
各
号
に
定
め
る
措
置
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

（
１
）
 
本
人
の
死
亡
当
時
に
お
け
る
配
偶
者
並
び
に
本
人
の
子
及
び
父
母

 

（
２
）
 
前
号
に
掲
げ
る
者
が
い
な
い
場
合
に
お
け
る
本
人
の
二
親
等
以
内
の
血
族

 

（
３
）
 
本
人
の
相
続
人
 

（
保
有
個
人
情
報
の
利
用
停
止
等
義
務
）

 

第
22
条
 
実
施
機
関
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
請
求
（
以
下
「
利
用
停
止
等
請
求
」
と
い
う
。
）
が
あ
っ
た

場
合
に
お
い
て
、
当
該
利
用
停
止
等
請
求
に
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
実
施
機
関
に
お
け
る

個
人
情
報
の
適
正
な
取
扱
い
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
限
度
で
、
当
該
利
用
停
止
等
請
求
に
係
る
保
有

個
人
情
報
の
利
用
の
停
止
、
消
去
又
は
提
供
の
停
止
（
以
下
「
利
用
停
止
等
」
と
い
う
。
）
を
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
保
有
個
人
情
報
の
利
用
停
止
等
を
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
保
有
個
人
情

報
の
利
用
目
的
に
係
る
事
務
の
性
質
上
、
当
該
事
務
の
適
正
な
遂
行
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
と
認
め
ら

れ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

 

２
 
第

18
条
の
規
定
は
、
利
用
停
止
等
請
求
が
あ
っ
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

 

（
開
示
等
請
求
の
手
続
）
 

第
23
条
 
開
示
請
求
、
訂
正
請
求
又
は
利
用
停
止
等
請
求
（
以
下
「
開
示
等
請
求
」
と
い
う
。
）
を
し
よ
う

と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
請
求
書
を
実
施
機
関
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

（
１
）
 
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名
）
 

（
２
）
 
開
示
等
請
求
に
係
る
保
有
個
人
情
報
の
内
容
そ
の
他
当
該
保
有
個
人
情
報
を
特
定
す
る
た
め
に

必
要
な
事
項
 

（
３
）
 
前
２
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
規
則
で
定
め
る
事
項

 

２
 
開
示
等
請
求
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
前
項
の
請
求
書
を
提
出
す
る
際
、
当
該
開
示
等
請
求
に
係
る
保

有
個
人
情
報
の
本
人
、
そ
の
代
理
人
そ
の
他
こ
の
条
例
の
規
定
に
よ
り
開
示
等
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き

る
者
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
た
め
に
必
要
な
資
料
で
規
則
で
定
め
る
も
の
を
実
施
機
関
に
提
出
し
、
又

は
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

３
 
実
施
機
関
は
、
開
示
等
請
求
を
し
よ
う
と
す
る
者
に
対
し
、
当
該
開
示
等
請
求
に
係
る
保
有
個
人
情
報

の
特
定
に
関
し
参
考
と
な
る
情
報
の
提
供
そ
の
他
当
該
開
示
等
請
求
を
し
よ
う
と
す
る
者
の
利
便
を
考

慮
し
た
適
切
な
措
置
を
講
じ
る
も
の
と
す
る
。

 

４
 
実
施
機
関
は
、
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
書
の
提
出
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
記
載
事
項
に

不
備
が
あ
り
、
又
は
第
２
項
に
規
定
す
る
資
料
の
提
出
若
し
く
は
提
示
が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
速
や

か
に
、
開
示
等
請
求
を
し
た
者
（
以
下
「
開
示
等
請
求
者
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
相
当
の
期
間
を
定
め

て
、
そ
の
補
正
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
実
施
機
関
は
、
開
示
等
請
求
者
に

対
し
、
補
正
の
参
考
と
な
る
情
報
を
提
供
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

（
開
示
等
請
求
に
対
す
る
決
定
及
び
通
知
）

 

第
24
条
 
実
施
機
関
は
、
開
示
等
請
求
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
開
示
等
請
求
が
あ
っ
た
日
か
ら
起
算
し
て
、

開
示
請
求
に
あ
っ
て
は

15
日
以
内
に
、
訂
正
請
求
又
は
利
用
停
止
等
請
求
に
あ
っ
て
は

30
日
以
内
に
、
次

に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
決
定
（
以
下
「
開
示
決
定
等
」
と
い
う
。
）
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

前
条
第
４
項
の
規
定
に
よ
り
補
正
を
求
め
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
補
正
に
要
し
た
日
数
は
、
当
該
期
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間
に
算
入
し
な
い
。

 

（
１
）
 
当
該
開
示
等
請
求
に
係
る
保
有
個
人
情
報
の
全
部
の
開
示
、
訂
正
又
は
利
用
停
止
等
（
以
下
「
開

示
等
」
と
い
う
。
）
を
す
る
旨
の
決
定

 

（
２
）
 
当
該
開
示
等
請
求
に
係
る
保
有
個
人
情
報
の
一
部
の
開
示
等
を
す
る
旨
の
決
定

 

（
３
）
 
当
該
開
示
等
請
求
に
係
る
保
有
個
人
情
報
の
全
部
の
開
示
等
を
し
な
い
旨
の
決
定

 

（
４
）
 
第
1
8条
（
第

20
条
第
２
項
及
び
第

22
条
第
２
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定

に
よ
る
開
示
等
請
求
を
拒
否
す
る
旨
の
決
定

 

（
５
）
 
開
示
等
請
求
に
係
る
保
有
個
人
情
報
を
保
有
し
て
い
な
い
た
め
開
示
等
を
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
旨
の
決
定

 

２
 
実
施
機
関
は
、
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
、
前
項
に
規
定
す
る
期
間
内
に
開
示
決
定
等
を
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
と
き
は
、
開
示
等
請
求
が
あ
っ
た
日
か
ら
起
算
し
て
、
開
示
請
求
に
あ
っ
て
は

45
日
を
、
訂

正
請
求
又
は
利
用
停
止
等
請
求
に
あ
っ
て
は

60
日
を
限
度
と
し
て
、
同
項
に
規
定
す
る
期
間
を
延
長
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
実
施
機
関
は
、
速
や
か
に
、
当
該
延
長
の
理
由
（
開
示
決
定
等

を
す
る
時
期
が
明
ら
か
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
時
期
を
含
む
。
）
を
開
示
等
請
求
者
に
書
面
に
よ
り
通
知

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

３
 
実
施
機
関
は
、
開
示
決
定
等
を
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
内
容
を
開
示
等
請
求
者
に
書
面
に
よ

り
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

４
 
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
開
示
決
定
等
が
第
１
項
第
２
号
か
ら
第
５
号
ま
で
に
掲
げ
る
決
定
で
あ

る
と
き
は
、
そ
の
理
由
を
併
せ
て
書
面
に
よ
り
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ

の
理
由
が
消
滅
す
る
時
期
を
あ
ら
か
じ
め
明
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
そ
の
時
期
を
明
ら
か
に
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

（
開
示
請
求
に
係
る
第
三
者
保
護
に
関
す
る
手
続
）

 

第
25
条

 
実
施
機
関
は
、
開
示
請
求
に
係
る
保
有
個
人
情
報
に
国
、
独
立
行
政
法
人
等
、
地
方
公
共
団
体
、

地
方
独
立
行
政
法
人
及
び
開
示
請
求
者
以
外
の
者
（
以
下
こ
の
条
及
び
第

29
条
に
お
い
て
「
第
三
者
」
と

い
う
。
）
に
関
す
る
情
報
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
開
示
決
定
等
を
す
る
に
当
た
り
、
必
要
が

あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
第
三
者
に
意
見
書
を
提
出
す
る
機
会
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

２
 
実
施
機
関
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
開
示
請
求
に
対
す
る
前
条
第
１
項
第
１
号
又
は

第
２
号
に
掲
げ
る
決
定
に
先
立
ち
、
当
該
第
三
者
に
対
し
、
意
見
書
を
提
出
す
る
機
会
を
与
え
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
第
三
者
の
所
在
が
判
明
し
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

 

（
１
）
 
第
三
者
に
関
す
る
情
報
が
含
ま
れ
て
い
る
保
有
個
人
情
報
を
開
示
し
よ
う
と
す
る
場
合
で
あ
っ

て
、
当
該
第
三
者
に
関
す
る
情
報
が
第

15
条
第
２
号
ロ
、
第
４
号
た
だ
し
書
又
は
第
５
号
た
だ
し
書

に
規
定
す
る
情
報
に
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

 

（
２
）
 
第
三
者
に
関
す
る
情
報
が
含
ま
れ
て
い
る
保
有
個
人
情
報
を
第

17
条
の
規
定
に
よ
り
開
示
し
よ

う
と
す
る
と
き
。

 

３
 
実
施
機
関
は
、
前
２
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
書
の
提
出
の
機
会
を
与
え
ら
れ
た
第
三
者
が
当
該
第
三
者

に
関
す
る
情
報
の
開
示
に
反
対
の
意
思
を
表
示
し
た
意
見
書
を
提
出
し
た
場
合
に
お
い
て
、
前
条
第
１
項

第
１
号
又
は
第
２
号
に
掲
げ
る
決
定
を
す
る
と
き
は
、
当
該
決
定
の
日
と
開
示
を
行
う
日
と
の
間
に
少
な

く
と
も
２
週
間
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
実
施
機
関
は
、
当
該
決
定
後
直
ち

に
、
当
該
意
見
書
（
第

29
条
第
３
項
に
お
い
て
「
反
対
意
見
書
」
と
い
う
。
）
を
提
出
し
た
第
三
者
に
対

し
、
当
該
決
定
の
内
容
及
び
そ
の
理
由
並
び
に
開
示
を
行
う
日
を
書
面
に
よ
り
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

（
開
示
等
の
実
施
）
 

第
26
条
 
実
施
機
関
は
、
第

24
条
第
１
項
第
１
号
又
は
第
２
号
に
掲
げ
る
決
定
を
し
た
と
き
は
、
前
条
第
３

項
に
規
定
す
る
場
合
を
除
き
、
速
や
か
に
、
当
該
保
有
個
人
情
報
の
開
示
等
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２
 
保
有
個
人
情
報
の
開
示
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
保
有
個
人
情
報
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め

る
方
法
に
よ
り
行
う
。
 

（
１
）
 
文
書
又
は
図
画
に
記
載
さ
れ
て
い
る
保
有
個
人
情
報

 
保
有
個
人
情
報
が
記
載
さ
れ
て
い
る
文

書
又
は
図
画
の
閲
覧
又
は
写
し
の
交
付

 

（
２
）
 
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
て
い
る
保
有
個
人
情
報

 
保
有
個
人
情
報
が
記
録
さ
れ
て
い
る
電
磁

的
記
録
の
種
別
、
情
報
化
の
進
展
状
況
等
を
勘
案
し
て
規
則
で
定
め
る
方
法

 

３
 
実
施
機
関
は
、
前
項
各
号
に
定
め
る
方
法
に
よ
る
保
有
個
人
情
報
の
開
示
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
公
文

書
を
汚
損
し
、
又
は
破
損
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
、
第

16
条
の
規
定
に
よ
る
保
有
個
人
情
報
の
開
示
を

行
う
と
き
そ
の
他
相
当
の
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
同
項
各
号
に
定
め
る
方
法
と
は
異
な
る
方
法
に
よ
り
保

有
個
人
情
報
の
開
示
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

 

４
 
実
施
機
関
は
、
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
保
有
個
人
情
報
の
訂
正
又
は
利
用
停
止
等
を
行
っ
た
と
き
は
、

当
該
訂
正
請
求
又
は
利
用
停
止
等
請
求
を
し
た
者
に
対
し
、
速
や
か
に
、
そ
の
旨
を
書
面
に
よ
り
通
知
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

５
 
実
施
機
関
は
、
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
保
有
個
人
情
報
の
訂
正
を
行
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
必
要
が
あ

る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
保
有
個
人
情
報
の
提
供
先
（
情
報
提
供
等
記
録
に
あ
っ
て
は
、
総
務
大
臣
及

び
番
号
法
第

1
9
条
第
７
号
に
規
定
す
る
情
報
照
会
者
若
し
く
は
情
報
提
供
者
又
は
同
条
第
８
号
に
規
定

す
る
条
例
事
務
関
係
情
報
照
会
者
若
し
く
は
条
例
事
務
関
係
情
報
提
供
者
（
当
該
訂
正
に
係
る
情
報
提
供

等
記
録
に
記
録
さ
れ
た
者
で
あ
っ
て
、
当
該
実
施
機
関
以
外
の
者
に
限
る
。
）
を
い
う
。
）
に
対
し
、
遅

滞
な
く
、
そ
の
旨
を
書
面
に
よ
り
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

 

（
手
数
料
等
）
 

第
27
条
 
保
有
個
人
情
報
の
開
示
等
に
係
る
手
数
料
は
、
無
料
と
す
る
。

 

２
 
開
示
請
求
者
は
、
公
文
書
の
写
し
（
前
条
第
２
項
第
２
号
又
は
第
３
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
開
示

を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
交
付
す
る
こ
と
と
な
る
も
の
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
交
付
に
よ
り
保
有
個
人

情
報
の
開
示
を
受
け
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
公
文
書
の
写
し
の
作
成
及
び
送
付
に
要
す
る
費
用
と
し

て
規
則
で
定
め
る
額
を
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

３
 
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
実
施
機
関
は
、
経
済
的
困
難
そ
の
他
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
と

き
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
写
し
の
作
成
に
要
す
る
費
用
を
減
額
し
、
又
は
免
除
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
 

第
５
章
 
救
済
手
続

 

（
審
理
員
に
よ
る
審
理
手
続
に
関
す
る
適
用
除
外
）
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第
28
条
 
開
示
決
定
等
及
び
開
示
等
請
求
に
係
る
不
作
為
に
係
る
審
査
請
求
（
行
政
不
服
審
査
法
（
平
成

26

年
法
律
第

68
号
）
の
規
定
に
よ
る
審
査
請
求
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
、
同
法
第
９
条
第
１

項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
、
同
項
本
文
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。

 

（
審
査
会
へ
の
諮
問
等
）

 

第
29
条
 
前
条
の
審
査
請
求
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
を
す
べ
き
行
政
庁
で
あ
る

実
施
機
関
は
、
当
該
審
査
請
求
が
明
ら
か
に
不
適
法
で
あ
り
、
却
下
す
る
と
き
を
除
き
、
遅
滞
な
く
、
枚

方
市
附
属
機
関
条
例
別
表
１
の
表
に
規
定
す
る
枚
方
市
情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
審
査
会
（
以
下
「
審

査
会
」
と
い
う
。
）
に
諮
問
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

２
 
審
査
会
に
お
け
る
調
査
審
議
の
手
続
は
、
行
政
不
服
審
査
法
第
５
章
第
１
節
第
２
款
の
規
定
の
例
に
よ

る
ほ
か
、
審
査
会
が
定
め
る
。
こ
の
場
合
に
お
け
る
提
出
資
料
の
閲
覧
等
に
係
る
費
用
負
担
に
つ
い
て
は
、

第
27
条
第
２
項
及
び
第
３
項
の
規
定
の
例
に
よ
る
。

 

３
 
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
諮
問
を
し
た
実
施
機
関
は
、
次
に
掲
げ
る
者
に
対
し
、
諮
問
を
し
た
旨
を
通
知

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

（
１
）

 
審
査
請
求
人
及
び
参
加
人
（
行
政
不
服
審
査
法
第

1
3条

第
４
項
に
規
定
す
る
参
加
人
を
い
う
。

第
５
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

 

（
２
）
 
開
示
等
請
求
者
が
前
号
に
掲
げ
る
者
で
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
開
示
等
請
求
者

 

（
３
）
 
当
該
審
査
請
求
に
係
る
保
有
個
人
情
報
の
開
示
に
つ
い
て
反
対
意
見
書
を
提
出
し
た
第
三
者
が

第
１
号
に
掲
げ
る
者
で
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
第
三
者

 

４
 
実
施
機
関
は
、
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
諮
問
に
対
す
る
審
査
会
の
答
申
が
あ
っ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
尊

重
し
て
、
速
や
か
に
、
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
を
行
う
も
の
と
す
る
。

 

５
 
第

25
条
第
３
項
の
規
定
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
裁
決
を
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す

る
。
 

（
１
）
 
第

24
条
第
１
項
第
１
号
又
は
第
２
号
に
掲
げ
る
決
定
に
対
す
る
第
三
者
か
ら
の
審
査
請
求
に
対

す
る
裁
決
（
当
該
決
定
の
全
部
を
取
り
消
す
旨
の
裁
決
を
除
く
。
）

 

（
２
）
 
審
査
請
求
に
係
る
第

24
条
第
１
項
第
２
号
か
ら
第
５
号
ま
で
に
掲
げ
る
決
定
を
変
更
し
、
当
該

審
査
請
求
に
係
る
保
有
個
人
情
報
を
開
示
す
る
旨
の
裁
決
（
第
三
者
で
あ
る
参
加
人
が
当
該
第
三
者

に
関
す
る
情
報
の
開
示
に
反
対
の
意
思
を
表
示
し
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）

 

第
６
章

 
雑
則

 

（
市
長
の
助
言
等
）

 

第
30
条
 
市
長
は
、
市
長
以
外
の
実
施
機
関
に
対
し
、
個
人
情
報
の
取
扱
い
に
関
し
報
告
を
求
め
、
又
は
助

言
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

 

２
 
市
長
は
、
個
人
情
報
の
保
護
の
重
要
性
に
鑑
み
、
個
人
情
報
の
取
扱
い
に
当
た
っ
て
個
人
の
権
利
利
益

を
侵
害
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
、
個
人
情
報
の
保
護
の
重
要
性
に
関
し
事
業
者
及
び
市
民
の
意
識
の
啓
発

に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

（
出
資
法
人
へ
の
要
請
）

 

第
31
条
 
市
長
は
、
市
が
出
資
す
る
法
人
で
規
則
で
定
め
る
も
の
に
対
し
、
こ
の
条
例
に
基
づ
く
市
の
施
策

に
準
じ
た
措
置
を
講
ず
る
よ
う
要
請
す
る
も
の
と
す
る
。

 

（
運
用
状
況
の
公
表
）
 

第
32
条
 
市
長
は
、
毎
年
度
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
こ
の
条
例
の
運
用
状
況
を
公
表
す
る
も
の

と
す
る
。
 

（
他
の
制
度
と
の
調
整
）
 

第
33
条
 
第
４
章
の
規
定
は
、
法
令
等
の
規
定
に
よ
り
そ
の
閲
覧
若
し
く
は
縦
覧
、
謄
本
、
抄
本
若
し
く
は

写
し
の
交
付
又
は
訂
正
、
利
用
の
停
止
、
消
去
若
し
く
は
提
供
の
停
止
（
保
有
特
定
個
人
情
報
の
閲
覧
若

し
く
は
縦
覧
又
は
謄
本
、
抄
本
若
し
く
は
写
し
の
交
付
を
除
く
。
）
の
手
続
が
定
め
ら
れ
て
い
る
保
有
個

人
情
報
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

 

２
 
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
第
４
章
の
規
定
（
保
有
個
人
情
報
の
開
示
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
は
、

市
民
の
利
用
に
供
す
る
こ
と
を
利
用
目
的
と
す
る
保
有
個
人
情
報
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

 

（
事
業
者
に
対
す
る
指
導
、
勧
告
等
）

 

第
34
条
 
市
長
は
、
事
業
者
が
個
人
情
報
を
著
し
く
不
適
正
に
取
り
扱
っ
て
い
る
疑
い
が
あ
る
と
認
め
る
と

き
は
、
当
該
事
業
者
に
対
し
、
そ
の
事
実
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
説
明
又
は

資
料
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

２
 
市
長
は
、
事
業
者
が
個
人
情
報
を
著
し
く
不
適
正
に
取
り
扱
っ
て
い
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
事
業

者
に
対
し
、
そ
の
取
扱
い
を
是
正
す
る
よ
う
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

３
 
市
長
は
、
事
業
者
が
前
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
に
従
わ
な
い
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
事
業
者
に

意
見
を
述
べ
る
機
会
を
与
え
た
上
で
、
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
、
そ
の
事
実
を
公
表
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
 

４
 
前
項
の
規
定
に
よ
る
事
実
の
公
表
は
、
市
民
の
権
利
利
益
が
不
当
に
侵
害
さ
れ
る
こ
と
を
防
止
す
る
た

め
に
必
要
な
範
囲
内
に
お
い
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

（
委
任
）
 

第
35
条
 
こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
規
則
で
定
め
る
。 

第
７
章
 
罰
則
 

第
36
条
 
実
施
機
関
の
職
員
若
し
く
は
職
員
で
あ
っ
た
者
、
受
託
業
務
に
従
事
し
て
い
る
者
若
し
く
は
従
事

し
て
い
た
者
又
は
指
定
管
理
業
務
に
従
事
し
て
い
る
者
若
し
く
は
従
事
し
て
い
た
者
が
、
正
当
な
理
由
が

な
い
の
に
、
個
人
の
秘
密
に
属
す
る
事
項
が
記
録
さ
れ
た
そ
の
業
務
に
係
る
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
（
第
２

条
第
８
項
第
１
号
に
掲
げ
る
情
報
の
集
合
物
に
係
る
も
の
（
番
号
法
第

4
8条
に
規
定
す
る
特
定
個
人
情
報

フ
ァ
イ
ル
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
限
り
、
そ
の
全
部
又
は
一
部
を
複
製
し
、
又
は
加
工
し
た
も

の
を
含
む
。
）
を
提
供
し
た
と
き
は
、
２
年
以
下
の
懲
役
又
は

10
0万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

 

第
37
条
 
前
条
に
規
定
す
る
者
が
、
そ
の
業
務
に
関
し
て
知
り
得
た
個
人
情
報
（
そ
の
業
務
上
収
集
さ
れ
た

も
の
で
あ
っ
て
、
組
織
的
に
利
用
す
る
も
の
と
し
て
保
管
さ
れ
て
い
る
も
の
（
番
号
法
第
２
条
第
５
項
に

規
定
す
る
個
人
番
号
を
除
く
。
）
に
限
る
。
）
を
自
己
若
し
く
は
第
三
者
の
不
正
な
利
益
を
図
る
目
的
で

提
供
し
、
又
は
盗
用
し
た
と
き
は
、
１
年
以
下
の
懲
役
又
は

50
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

 

第
38
条
 
受
託
者
又
は
指
定
管
理
者
で
あ
る
法
人
（
法
人
で
な
い
団
体
で
代
表
者
又
は
管
理
人
の
定
め
の
あ

る
も
の
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
代
表
者
又
は
法
人
若
し
く
は
人
の
代
理
人
、
使
用
人
そ
の
他
の
従
業

者
が
、
そ
の
法
人
又
は
人
の
業
務
に
関
し
て
、
前
２
条
の
違
反
行
為
を
し
た
と
き
は
、
行
為
者
を
罰
す
る
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ほ
か
、
そ
の
法
人
又
は
人
に
対
し
て
も
、
各
本
条
の
罰
金
刑
を
科
す
る
。

 

第
39
条
 
実
施
機
関
の
職
員
が
そ
の
職
権
を
濫
用
し
て
、
専
ら
そ
の
職
務
の
用
以
外
の
用
に
供
す
る
目
的
で

個
人
の
秘
密
に
属
す
る
事
項
（
特
定
個
人
情
報
を
除
く
。
）
が
記
録
さ
れ
た
文
書
、
図
画
又
は
電
磁
的
記

録
を
収
集
し
た
と
き
は
、
１
年
以
下
の
懲
役
又
は

50
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

 

第
40
条
 
第

36
条
、
第

37
条
及
び
前
条
の
規
定
は
、
本
市
の
区
域
外
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
条
の
罪
を
犯
し
た

者
に
も
適
用
す
る
。

 

第
41
条
 
偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
に
よ
り
、
第

2
4条
第
１
項
第
１
号
又
は
第
２
号
に
掲
げ
る
決
定
に
基
づ

き
開
示
を
受
け
た
者
は
、
５
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。

 

附
 
則
 

（
施
行
期
日
）

 

１
 
こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定

め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

（
１
）
 
改
正
後
の
枚
方
市
個
人
情
報
保
護
条
例
（
以
下
「
新
条
例
」
と
い
う
。
）
第

11
条
及
び
附
則
第

６
項
 
平
成

29
年

12
月
１
日
 

（
２
）
 
新
条
例
第
６
条
第
３
項
（
受
託
者
及
び
指
定
管
理
者
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
及
び
第

12
条
第

２
項
並
び
に
附
則
第
３
項

 
平
成

30
年
４
月
１
日

 

（
枚
方
市
特
定
個
人
情
報
保
護
条
例
の
廃
止
）

 

２
 
枚
方
市
特
定
個
人
情
報
保
護
条
例
（
平
成

27
年
枚
方
市
条
例
第

23
号
）
は
、
廃
止
す
る
。
 

（
経
過
措
置
）

 

３
 
附
則
第
１
項
第
２
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
そ
の
施
行
の
日
以
後
に
締
結
し
た
契
約
又
は
同
日
以
後
に
し

た
枚
方
市
公
の
施
設
に
お
け
る
指
定
管
理
者
の
指
定
の
手
続
等
に
関
す
る
条
例
第
５
条
第
１
項
の
規
定

に
よ
る
指
定
に
係
る
受
託
業
務
又
は
指
定
管
理
業
務
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

 

４
 
新
条
例
第
４
条
第
２
項
及
び
第
３
項
、
第
９
条
第
１
項
並
び
に
第

10
条
第
２
項
の
規
定
は
、
平
成

29
年

1
1月

30
日
ま
で
の
間
、
法
人
そ
の
他
の
団
体
の
役
員
及
び
事
業
を
営
む
個
人
の
当
該
事
業
に
関
す
る
保
有

個
人
情
報
（
保
有
特
定
個
人
情
報
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
適
用
し
な
い
。

 

５
 
平
成

29
年

11
月

30
日
ま
で
の
間
、
新
条
例
第
８
条
第
３
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
要

配
慮
個
人
情
報
」
と
あ
る
の
は
、
「
改
正
前
の
枚
方
市
個
人
情
報
保
護
条
例
第
７
条
第
２
項
本
文
に
規
定

す
る
個
人
情
報
」
と
す
る
。

 

６
 
附
則
第
１
項
第
１
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
際
現
に
実
施
機
関
が
保
有
し
て
い
る
個
人
情
報
フ
ァ

イ
ル
に
つ
い
て
の
新
条
例
第

11
条
第
１
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
保
有
し
よ
う
と
す
る
」

と
あ
る
の
は
「
保
有
し
て
い
る
」
と
、
「
あ
ら
か
じ
め
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
１
項
第
１
号
に
掲
げ
る

規
定
の
施
行
後
遅
滞
な
く
」
と
す
る
。

 

７
 
新
条
例
第
４
章
の
規
定
は
、
平
成

30
年
３
月

31
日
ま
で
の
間
、
自
己
又
は
死
亡
し
た
個
人
を
本
人
と
す

る
保
有
個
人
情
報
（
保
有
特
定
個
人
情
報
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
改
正
前
の
枚
方
市
個
人
情
報
保
護
条
例

（
以
下
「
旧
条
例
」
と
い
う
。
）
第
1
6条
第
１
項
に
規
定
す
る
公
文
書
以
外
に
記
録
さ
れ
て
い
る
も
の
に

つ
い
て
は
、
こ
れ
を
適
用
し
な
い
。

 

８
 
こ
の
条
例
の
施
行
前
に
さ
れ
た
旧
条
例
第

2
0
条
第
１
項
に
規
定
す
る
自
己
情
報
の
開
示
等
の
請
求
及

び
附
則
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
枚
方
市
特
定
個
人
情
報
保
護
条
例
第

2
0
条
第
１
項
に
規
定
す

る
自
己
情
報
の
開
示
等
の
請
求
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
開
示
等
請
求
と
み
な
す
。

 

９
 
附
則
第
３
項
か
ら
前
項
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
条
例
の
施
行
前
に
旧
条
例
及
び
附
則
第
２

項
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
枚
方
市
特
定
個
人
情
報
保
護
条
例
の
規
定
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
処
分
、
手
続

そ
の
他
の
行
為
は
、
新
条
例
中
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
規
定
が
あ
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
新
条
例
の
相
当
規

定
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
処
分
、
手
続
そ
の
他
の
行
為
と
み
な
す
。

 

（
枚
方
市
附
属
機
関
条
例
の
一
部
改
正
）

 

1
0 
枚
方
市
附
属
機
関
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

〔
次
の
よ
う
略
〕
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枚
方
市
個
人
情
報
保
護
条
例
施
行
規
則

 
 
平
成

2
9
年
９
月

1
3
日

 

条
例

第
6

7
号

  

 枚
方
市
個
人
情
報
保
護
条
例
施
行
規
則
（
平
成

10
年
枚
方
市
規
則
第

54
号
）
の
全
部
を
改
正
す
る
。

 

（
趣
旨
）

 

第
１
条
 
こ
の
規
則
は
、
枚
方
市
個
人
情
報
保
護
条
例
（
平
成

29
年
枚
方
市
条
例
第

3
9号

。
以
下
「
条
例
」

と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

 

（
定
義
）

 

第
２
条

 
こ
の
規
則
に
お
け
る
用
語
の
意
義
は
、
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

 

（
個
人
識
別
符
号
）

 

第
３
条

 
条
例
第
２
条
第
３
項
の
規
則
で
定
め
る
文
字
、
番
号
、
記
号
そ
の
他
の
符
号
は
、
次
に
掲
げ
る
も

の
と
す
る
。

 

（
１
）
 
次
に
掲
げ
る
身
体
の
特
徴
の
い
ず
れ
か
を
電
子
計
算
機
の
用
に
供
す
る
た
め
に
変
換
し
た
文
字
、

番
号
、
記
号
そ
の
他
の
符
号
で
あ
っ
て
、
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
水
準
が
確
保
さ

れ
る
よ
う
、
適
切
な
範
囲
を
適
切
な
手
法
に
よ
り
電
子
計
算
機
の
用
に
供
す
る
た
め
に
変
換
し
た
も

の
 

イ
 
細
胞
か
ら
採
取
さ
れ
た
デ
オ
キ
シ
リ
ボ
核
酸
（
別
名

DN
A）
を
構
成
す
る
塩
基
の
配
列
 

ロ
 
顔
の
骨
格
及
び
皮
膚
の
色
並
び
に
目
、
鼻
、
口
そ
の
他
の
顔
の
部
位
の
位
置
及
び
形
状
に
よ
っ

て
定
ま
る
容
貌

 

ハ
 
虹
彩
の
表
面
の
起
伏
に
よ
り
形
成
さ
れ
る
線
状
の
模
様

 

ニ
 
発
声
の
際
の
声
帯
の
振
動
、
声
門
の
開
閉
並
び
に
声
道
の
形
状
及
び
そ
の
変
化

 

ホ
 
歩
行
の
際
の
姿
勢
及
び
両
腕
の
動
作
、
歩
幅
そ
の
他
の
歩
行
の
態
様

 

ヘ
 
手
の
ひ
ら
又
は
手
の
甲
若
し
く
は
指
の
皮
下
の
静
脈
の
分
岐
及
び
端
点
に
よ
っ
て
定
ま
る
そ
の

静
脈
の
形
状

 

ト
 
指
紋
又
は
掌
紋

 

（
２
）
 
旅
券
法
（
昭
和

26
年
法
律
第

26
7号
）
第
６
条
第
１
項
第
１
号
の
旅
券
の
番
号

 

（
３
）
 
国
民
年
金
法
（
昭
和

34
年
法
律
第

14
1号
）
第

1
4条
に
規
定
す
る
基
礎
年
金
番
号

 

（
４
）
 
道
路
交
通
法
（
昭
和

35
年
法
律
第

10
5号
）
第

9
3条
第
１
項
第
１
号
の
免
許
証
の
番
号

 

（
５
）
 
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和

42
年
法
律
第

81
号
）
第
７
条
第

13
号
に
規
定
す
る
住
民
票
コ
ー
ド

 

（
６
）
 
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成

2
5年
法
律
第

27
号
。
以
下
「
番
号
法
」
と
い
う
。
）
第
２
条
第
５
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号

 

（
７
）

 
国
民
健
康
保
険
法
（
昭
和

33
年
法
律
第

19
2号
）
第
９
条
第
２
項
の
被
保
険
者
証
の
記
号
、
番

号
及
び
保
険
者
番
号

 

（
８
）
 
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

57
年
法
律
第

80
号
）
第

54
条
第
３
項
の
被
保
険

者
証
の
番
号
及
び
保
険
者
番
号

 

（
９
）

 
介
護
保
険
法
（
平
成
９
年
法
律
第

1
2
3号
）
第

12
条
第
３
項
の
被
保
険
者
証
の
番
号
及
び
保
険

者
番
号

 

（
10
）
 
健
康
保
険
法
施
行
規
則
（
大
正

15
年
内
務
省
令
第

36
号
）
第

47
条
第
２
項
の
被
保
険
者
証
の
記

号
、
番
号
及
び
保
険
者
番
号

 

（
11
）
 
健
康
保
険
法
施
行
規
則
第

52
条
第
１
項
の
高
齢
受
給
者
証
の
記
号
、
番
号
及
び
保
険
者
番
号

 

（
12
）
 
船
員
保
険
法
施
行
規
則
（
昭
和

15
年
厚
生
省
令
第
５
号
）
第

35
条
第
１
項
の
被
保
険
者
証
の
記

号
、
番
号
及
び
保
険
者
番
号

 

（
13
）
 
船
員
保
険
法
施
行
規
則
第

41
条
第
１
項
の
高
齢
受
給
者
証
の
記
号
、
番
号
及
び
保
険
者
番
号

 

（
14
）
 
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和

26
年
政
令
第

31
9号
）
第
２
条
第
５
号
に
規
定
す
る
旅

券
（
日
本
国
政
府
の
発
行
し
た
も
の
を
除
く
。
）
の
番
号

 

（
15
）
 
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第

19
条
の
４
第
１
項
第
５
号
の
在
留
カ
ー
ド
の
番
号

 

（
16
）
 
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
施
行
規
則
（
昭
和

28
年
文
部
省
令
第

28
号
）
第
１
条
の
７
の
加
入
者

証
の
加
入
者
番
号
 

（
17
）
 
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
施
行
規
則
第
３
条
第
１
項
の
加
入
者
被
扶
養
者
証
の
加
入
者
番
号

 

（
18
）
 
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
施
行
規
則
第
３
条
の
２
第
１
項
の
高
齢
受
給
者
証
の
加
入
者
番
号
 

（
19
）
 
国
民
健
康
保
険
法
施
行
規
則
（
昭
和

33
年
厚
生
省
令
第

53
号
）
第
７
条
の
４
第
１
項
に
規
定
す

る
高
齢
受
給
者
証
の
記
号
、
番
号
及
び
保
険
者
番
号

 

（
20
）
 
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
規
則
（
昭
和

33
年
大
蔵
省
令
第

54
号
）
第

89
条
の
組
合
員
証
の

記
号
、
番
号
及
び
保
険
者
番
号

 

（
21
）
 
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
規
則
第

95
条
第
１
項
の
組
合
員
被
扶
養
者
証
の
記
号
、
番
号
及

び
保
険
者
番
号
 

（
22
）
 
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
規
則
第

95
条
の
２
第
１
項
の
高
齢
受
給
者
証
の
記
号
、
番
号
及

び
保
険
者
番
号
 

（
23
）

 
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
規
則
第

12
7条
の
２
第
１
項
の
船
員
組
合
員
証
及
び
船
員
組
合

員
被
扶
養
者
証
の
記
号
、
番
号
及
び
保
険
者
番
号

 

（
24
）
 
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
規
程
（
昭
和

37
年
／
総
理
府
／
文
部
省
／
自
治
省
／
令
第
１

号
）
第

93
条
第
２
項
の
組
合
員
証
の
記
号
、
番
号
及
び
保
険
者
番
号

 

（
25
）
 
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
規
程
第

10
0条

第
１
項
の
組
合
員
被
扶
養
者
証
の
記
号
、
番

号
及
び
保
険
者
番
号
 

（
26
）

 
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
規
程
第

10
0条

の
２
第
１
項
の
高
齢
受
給
者
証
の
記
号
、
番

号
及
び
保
険
者
番
号
 

（
27
）

 
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
規
程
第

17
6条

第
２
項
の
船
員
組
合
員
証
及
び
船
員
組
合
員

被
扶
養
者
証
の
記
号
、
番
号
及
び
保
険
者
番
号

 

（
28
）
 
雇
用
保
険
法
施
行
規
則
（
昭
和

50
年
労
働
省
令
第
３
号
）
第

10
条
第
１
項
の
雇
用
保
険
被
保
険

者
証
の
被
保
険
者
番
号
 

（
29
）
 
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特

例
法
（
平
成
３
年
法
律
第

71
号
）
第
８
条
第
１
項
第
３
号
の
特
別
永
住
者
証
明
書
の
番
号

 

（
要
配
慮
個
人
情
報
）
 

第
４
条

 
条
例
第
２
条
第
５
項
の
規
則
で
定
め
る
記
述
等
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
の
い
ず
れ
か
を
内
容
と
す
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る
記
述
等
（
本
人
の
病
歴
又
は
犯
罪
の
経
歴
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
と
す
る
。

 

（
１
）
 
次
に
掲
げ
る
心
身
の
機
能
の
障
害
が
あ
る
こ
と
。

 

イ
 
身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和

24
年
法
律
第
2
83
号
）
別
表
に
掲
げ
る
身
体
上
の
障
害
 

ロ
 
知
的
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和

35
年
法
律
第
3
7号
）
に
い
う
知
的
障
害

 

ハ
 
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

2
5年
法
律
第

12
3号
）
に
い
う
精
神
障

害
（
発
達
障
害
者
支
援
法
（
平
成

16
年
法
律
第
1
67
号
）
第
２
条
第
２
項
に
規
定
す
る
発
達
障
害
を

含
み
、
前
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

 

ニ
 
治
療
方
法
が
確
立
し
て
い
な
い
疾
病
そ
の
他
の
特
殊
の
疾
病
で
あ
っ
て
障
害
者
の
日
常
生
活
及

び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成

17
年
法
律
第

12
3号
）
第
４
条
第
１
項
の

政
令
で
定
め
る
も
の
に
よ
る
障
害
の
程
度
が
同
項
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
程
度
で
あ
る
も
の

 

（
２
）
 
本
人
に
対
し
て
医
師
そ
の
他
医
療
に
関
連
す
る
職
務
に
従
事
す
る
者
（
次
号
に
お
い
て
「
医
師

等
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
行
わ
れ
た
疾
病
の
予
防
及
び
早
期
発
見
の
た
め
の
健
康
診
断
そ
の
他
の
検

査
（
同
号
に
お
い
て
「
健
康
診
断
等
」
と
い
う
。
）
の
結
果

 

（
３
）
 
健
康
診
断
等
の
結
果
に
基
づ
き
、
又
は
疾
病
、
負
傷
、
そ
の
他
の
心
身
の
変
化
を
理
由
と
し
て
、

本
人
に
対
し
て
、
医
師
等
に
よ
り
心
身
の
状
態
の
改
善
の
た
め
の
指
導
又
は
診
療
若
し
く
は
調
剤
が

行
わ
れ
た
こ
と
。

 

（
４
）
 
本
人
を
被
疑
者
又
は
被
告
人
と
し
て
、
逮
捕
、
捜
索
、
差
押
え
、
勾
留
、
公
訴
の
提
起
そ
の
他

の
刑
事
事
件
に
関
す
る
手
続
が
行
わ
れ
た
こ
と
。

 

（
５
）

 
本
人
を
少
年
法
（
昭
和

23
年
法
律
第

1
68
号
）
第
３
条
第
１
項
に
規
定
す
る
少
年
又
は
そ
の
疑

い
の
あ
る
者
と
し
て
、
調
査
、
観
護
の
措
置
、
審
判
、
保
護
処
分
そ
の
他
の
少
年
の
保
護
事
件
に
関

す
る
手
続
が
行
わ
れ
た
こ
と
。

 

（
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
）

 

第
５
条

 
条
例
第
２
条
第
８
項
第
２
号
の
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
こ
れ
に
含
ま
れ
る
保
有
個
人
情
報
を
一

定
の
規
則
に
従
っ
て
整
理
す
る
こ
と
に
よ
り
特
定
の
保
有
個
人
情
報
を
容
易
に
検
索
す
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
体
系
的
に
構
成
し
た
情
報
の
集
合
物
で
あ
っ
て
、
目
次
、
索
引
そ
の
他
検
索
を
容
易
に
す
る
た

め
の
も
の
を
有
す
る
も
の
と
す
る
。

 

（
利
用
及
び
提
供
の
手
続
）

 

第
６
条

 
実
施
機
関
は
、
条
例
第
９
条
第
２
項
第
５
号
若
し
く
は
第
６
号
又
は
第

10
条
第
３
項
第
４
号
若
し

く
は
第
５
号
の
規
定
に
よ
り
、
利
用
目
的
以
外
の
目
的
の
た
め
に
保
有
個
人
情
報
を
自
ら
利
用
し
、
又
は

他
の
実
施
機
関
か
ら
提
供
を
受
け
て
利
用
し
た
と
き
は
、
当
該
保
有
個
人
情
報
を
利
用
し
た
課
（
課
に
相

当
す
る
組
織
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
長
に
、
保
有
個
人
情
報
目
的
外
利
用
記
録
票
（
様
式
第
１
号
）

を
作
成
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

２
 
保
有
個
人
情
報
目
的
外
利
用
記
録
票
は
、
保
有
個
人
情
報
を
利
用
し
た
都
度
、
速
や
か
に
作
成
さ
せ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
１
会
計
年
度
を
通
じ
て
継
続
的
に
、
又
は
反
復
し
て
、
同
一
の
目
的
に
お

い
て
同
一
の
保
有
個
人
情
報
の
項
目
を
利
用
す
る
こ
と
が
確
実
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
る
と
き
は
、
一
括
し

て
作
成
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

３
 
実
施
機
関
は
、
条
例
第

1
0条
第
１
項
又
は
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
保
有
個
人
情
報
を
実
施
機
関
以
外
の

も
の
に
提
供
す
る
場
合
に
お
い
て
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
第
８
条
第
２
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
、

必
要
と
認
め
る
も
の
に
つ
い
て
の
条
件
を
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

（
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
の
届
出
）

 

第
７
条
 
条
例
第

11
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
保
有
届
出
書
（
様
式
第
２
号
）

に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

 

２
 
条
例
第

11
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
（
廃
止
・
変
更
）
届
出
書
（
様
式

第
３
号
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

 

３
 
条
例
第

11
条
第
４
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
事
項
の
公
表
は
、
告
示
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。
 

（
委
託
に
際
し
て
講
じ
る
べ
き
措
置
）

 

第
８
条
 
実
施
機
関
は
、
番
号
法
第
２
条
第

10
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
利
用
事
務
又
は
同
条
第

11
項
に
規

定
す
る
個
人
番
号
関
係
事
務
の
全
部
又
は
一
部
の
委
託
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
条
例
第
６
条
第
２
項

の
規
定
に
よ
る
措
置
と
同
等
の
措
置
を
講
じ
る
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
る
者
に
委
託
す
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
実
施
機
関
は
、
受
託
業
務
に
係
る
契
約
書
又
は
仕
様
書
、
枚
方
市
公
の
施
設
に
お
け
る
指
定
管
理
者
の

指
定
の
手
続
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成

16
年
枚
方
市
条
例
第

28
号
）
第
６
条
第
１
項
の
協
定
そ
の
他
こ
れ

ら
に
類
す
る
書
類
に
次
に
掲
げ
る
事
項
（
当
該
受
託
業
務
又
は
指
定
管
理
業
務
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「
受
託
業
務
等
」
と
い
う
。
）
の
性
質
又
は
目
的
に
よ
り
該
当
の
な
い
事
項
を
除
く
。
）
を
定
め
る
も
の

と
す
る
。
 

（
１
）
 
秘
密
保
持
の
義
務
に
関
す
る
事
項

 

（
２
）
 
個
人
情
報
の
取
扱
場
所
の
制
限
に
関
す
る
事
項

 

（
３
）
 
個
人
情
報
の
目
的
外
使
用
の
禁
止
に
関
す
る
事
項

 

（
４
）
 
個
人
情
報
の
複
製
の
禁
止
に
関
す
る
事
項

 

（
５
）
 
個
人
情
報
の
返
却
又
は
消
去
若
し
く
は
廃
棄
の
義
務
に
関
す
る
事
項

 

（
６
）
 
個
人
情
報
の
取
扱
い
に
従
事
す
る
者
の
明
確
化
に
関
す
る
事
項

 

（
７
）
 
個
人
情
報
の
取
扱
い
に
従
事
す
る
者
に
対
す
る
監
督
及
び
教
育
義
務
に
関
す
る
事
項

 

（
８
）
 
個
人
情
報
の
取
扱
状
況
に
係
る
検
査
又
は
報
告
の
求
め
に
応
じ
る
義
務
に
関
す
る
事
項

 

（
９
）
 
個
人
情
報
の
漏
え
い
、
滅
失
、
毀
損
等
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
報
告
義
務
に
関
す
る
事
項
 

（
10
）
 
個
人
情
報
の
漏
え
い
、
滅
失
、
毀
損
等
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
損
害
賠
償
等
の
責
任
に
関

す
る
事
項

 

（
11
）
 
受
託
業
務
等
に
お
い
て
特
定
個
人
情
報
が
取
り
扱
わ
れ
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
受
託
業
務
等

の
委
託
の
禁
止
又
は
制
限
に
関
す
る
事
項

 

（
12
）
 
受
託
業
務
等
に
お
い
て
特
定
個
人
情
報
が
取
り
扱
わ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
受
託
業
務
等
の

委
託
を
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
委
託
を
受
け
る
者
に
対
し
て
付
す
る
べ
き
当
該
特
定
個
人
情
報
の

取
扱
い
の
条
件
に
関
す
る
事
項

 

（
13
）
 
受
託
業
務
等
の
委
託
を
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
委
託
を
受
け
る
者
に
対
す
る
監
督
義
務
に
関

す
る
事
項
 

（
14
）
 
前
号
の
監
督
義
務
の
実
施
状
況
に
係
る
検
査
又
は
報
告
の
求
め
に
応
じ
る
義
務
に
関
す
る
事
項

 

（
15
）
 
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
と
認
め
る
事
項
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（
16
）
 
前
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
違
反
し
た
場
合
の
契
約
の
解
除
又
は
枚
方
市
公
の
施
設
に
お
け
る
指

定
管
理
者
の
指
定
の
手
続
等
に
関
す
る
条
例
第

10
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
取
消
し
若
し
く

は
業
務
の
停
止
の
命
令
に
関
す
る
事
項

 

（
開
示
等
請
求
の
手
続
）

 

第
９
条
 
条
例
第

23
条
第
１
項
の
請
求
書
は
、
保
有
個
人
情
報
開
示
等
請
求
書
（
様
式
第
４
号
）
と
す
る
も

の
と
す
る
。

 

２
 
条
例
第

23
条
第
２
項
の
規
則
で
定
め
る
資
料
は
、
当
該
開
示
等
請
求
を
し
よ
う
と
す
る
者
（
本
人
の
委

任
に
よ
る
代
理
人
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
現
に
開
示
等
請
求
の
任
に
当
た
っ
て
い
る
者
）
の

個
人
番
号
カ
ー
ド
（
番
号
法
第
２
条
第
７
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
カ
ー
ド
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、

運
転
免
許
証
、
旅
券
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
と
し
て
実
施
機
関
が
認
め
る
書
類
（
保
有
個
人
情
報

開
示
等
請
求
書
を
郵
便
に
よ
り
提
出
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
ら
の
書
類
を
複
写
機
に
よ
り
複
写
し

た
も
の
）
の
ほ
か
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
（
第
１
号
か

ら
第
３
号
ま
で
に
定
め
る
書
類
に
あ
っ
て
は
、
開
示
等
請
求
を
す
る
日
前

30
日
以
内
に
作
成
さ
れ
、
又
は

発
行
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。

 

（
１
）

 
本
人
の
法
定
代
理
人
が
開
示
等
請
求
を
す
る
場
合

 
戸
籍
謄
本
、
戸
籍
の
全
部
事
項
証
明
書
、

登
記
事
項
証
明
書
そ
の
他
法
定
代
理
人
の
資
格
を
証
す
る
書
類
と
し
て
実
施
機
関
が
認
め
る
書
類

 

（
２
）
 
本
人
の
委
任
に
よ
る
代
理
人
（
法
人
を
除
く
。
）
が
開
示
等
請
求
を
す
る
場
合

 
本
人
の
委
任

状
（
委
任
状
に
押
印
さ
れ
た
本
人
の
印
鑑
に
係
る
印
鑑
登
録
証
明
書
が
添
付
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
 

（
３
）
 
本
人
の
委
任
に
よ
る
代
理
人
（
法
人
に
限
る
。
）
が
開
示
等
請
求
を
す
る
場
合

 
前
号
に
定
め

る
書
類
及
び
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
書
類

 

イ
 
代
理
人
の
代
表
者
の
資
格
を
証
す
る
書
類

 

ロ
 
代
理
人
の
委
任
状
（
委
任
状
に
押
印
さ
れ
た
法
人
の
印
鑑
及
び
法
人
の
代
表
者
の
印
鑑
に
係
る

印
鑑
証
明
書
が
添
付
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
そ
の
他
現
に
開
示
等
請
求
の
任
に
当
た
っ
て
い
る

者
と
代
理
人
と
の
関
係
を
証
す
る
書
類
と
し
て
実
施
機
関
が
認
め
る
書
類
 

（
４
）
 
死
亡
し
た
個
人
を
本
人
と
す
る
保
有
個
人
情
報
の
開
示
等
請
求
を
す
る
場
合

 
次
に
掲
げ
る
書

類
 

イ
 
本
人
の
除
か
れ
た
戸
籍
の
謄
本
そ
の
他
本
人
が
死
亡
し
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
も
の
と
し
て
実

施
機
関
が
認
め
る
書
類

 

ロ
 
条
例
第

14
条
第
３
項
第
１
号
、
第

1
9
条
第
３
項
第
１
号
又
は
第

21
条
第
３
項
第
１
号
に
掲
げ
る

者
に
あ
っ
て
は
、
戸
籍
謄
本
、
戸
籍
の
全
部
事
項
証
明
書
そ
の
他
本
人
と
開
示
等
請
求
を
し
よ
う

と
す
る
者
と
の
続
柄
を
証
す
る
書
類
と
し
て
実
施
機
関
が
認
め
る
書
類

 

ハ
 
条
例
第

14
条
第
３
項
第
２
号
、
第

1
9
条
第
３
項
第
２
号
又
は
第

21
条
第
３
項
第
２
号
に
掲
げ
る

者
に
あ
っ
て
は
、
条
例
第

14
条
第
３
項
第
１
号
、
第

19
条
第
３
項
第
１
号
又
は
第

21
条
第
３
項
第

１
号
に
掲
げ
る
者
が
い
な
い
こ
と
を
証
す
る
書
類
と
し
て
実
施
機
関
が
認
め
る
書
類
及
び
ロ
に
掲

げ
る
書
類

 

ニ
 
条
例
第

14
条
第
３
項
第
３
号
、
第

1
9
条
第
３
項
第
３
号
又
は
第

21
条
第
３
項
第
３
号
に
掲
げ
る

者
に
あ
っ
て
は
、
開
示
等
請
求
に
係
る
保
有
個
人
情
報
に
係
る
財
産
に
つ
い
て
本
人
の
相
続
人
で

あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
と
し
て
実
施
機
関
が
認
め
る
書
類

 

３
 
条
例
第

2
3
条
第
４
項
の
規
定
に
よ
る
補
正
の
求
め
は
、
保
有
個
人
情
報
開
示
等
請
求
書
補
正
通
知
書

（
様
式
第
５
号
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

 

（
開
示
等
請
求
に
係
る
決
定
期
間
の
延
長
）

 

第
1
0
条

 
条
例
第

2
4
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
保
有
個
人
情
報
開
示
等
決
定
期
間
延
長
通
知
書

（
様
式
第
６
号
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

 

（
開
示
等
請
求
に
係
る
決
定
の
通
知
）

 

第
11
条
 
条
例
第

24
条
第
３
項
及
び
第
４
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
決
定
の
区
分
に

応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
様
式
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

 

（
１
）
 
条
例
第

24
条
第
１
項
第
１
号
に
掲
げ
る
決
定

 
保
有
個
人
情
報
開
示
等
決
定
通
知
書
（
様
式
第

７
号
）

 

（
２
）
 
条
例
第

24
条
第
１
項
第
２
号
に
掲
げ
る
決
定

 
保
有
個
人
情
報
部
分
開
示
等
決
定
通
知
書
（
様

式
第
８
号
）

 

（
３
）
 
条
例
第

24
条
第
１
項
第
３
号
に
掲
げ
る
決
定

 
保
有
個
人
情
報
非
開
示
等
決
定
通
知
書
（
様
式

第
９
号
）
 

（
４
）

 
条
例
第

2
4
条
第
１
項
第
４
号
に
掲
げ
る
決
定

 
保
有
個
人
情
報
存
否
応
答
拒
否
決
定
通
知
書

（
様
式
第

10
号
）
 

（
５
）
 
条
例
第

24
条
第
１
項
第
５
号
に
掲
げ
る
決
定

 
保
有
個
人
情
報
不
存
在
決
定
通
知
書
（
様
式
第

1
1号
）

 

（
第
三
者
に
対
す
る
意
見
書
の
提
出
機
会
の
付
与
）

 

第
12
条
 
実
施
機
関
は
、
条
例
第

25
条
第
１
項
又
は
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
第
三
者
に
対
し
て
意
見
書
の
提

出
の
機
会
を
与
え
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
第
三
者
情
報
開
示
請
求
通
知
書
（
様
式
第

12
号
）
に
よ
り
そ
の

旨
を
当
該
第
三
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

 

２
 
第
三
者
情
報
開
示
請
求
通
知
書
を
受
け
た
第
三
者
は
、
前
項
の
意
見
書
を
提
出
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

第
三
者
情
報
開
示
請
求
意
見
書
（
様
式
第

13
号
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

 

３
 
条
例
第

25
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
る
第
三
者
に
対
す
る
通
知
は
、
第
三
者
情
報
開
示
決
定
通
知
書
（
様

式
第

14
号
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

 

（
開
示
等
の
実
施
方
法
等
）

 

第
13
条
 
条
例
第

26
条
第
２
項
又
は
第
３
項
の
規
定
に
よ
る
保
有
個
人
情
報
の
開
示
（
郵
便
に
よ
り
公
文
書

の
写
し
（
条
例
第
2
7条
第
２
項
に
規
定
す
る
公
文
書
の
写
し
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
交
付
す
る
場
合

を
除
く
。
）
は
、
実
施
機
関
が
指
定
す
る
日
時
及
び
場
所
に
お
い
て
、
当
該
保
有
個
人
情
報
を
保
有
す
る

課
の
担
当
職
員
の
立
会
い
の
上
で
行
う
も
の
と
す
る
。

 

２
 
条
例
第

26
条
第
２
項
第
１
号
の
規
定
に
よ
る
文
書
又
は
図
画
（
以
下
「
文
書
等
」
と
い
う
。
）
の
閲
覧

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
文
書
等
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

（
１
）
 
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
以
外
の
文
書
等

 
当
該
文
書
等
の
閲
覧
 

（
２
）
 
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム

 
当
該
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
を
用
紙
に
印
刷
し
た
も
の
の
閲
覧

 

３
 
条
例
第

26
条
第
２
項
第
１
号
の
規
定
に
よ
る
文
書
等
の
写
し
の
交
付
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
文
書
等
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の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

 

（
１
）
 
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
以
外
の
文
書
等
 
当
該
文
書
等
を
複
写
機
に
よ
り
用
紙
に
複
写
し
た
も
の

の
交
付

 

（
２
）
 
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
 
当
該
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
を
用
紙
に
印
刷
し
た
も
の
の
交
付

 

４
 
条
例
第

26
条
第
２
項
第
２
号
の
規
則
で
定
め
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
２

号
に
掲
げ
る
方
法
に
つ
い
て
は
、
実
施
機
関
が
そ
の
保
有
す
る
処
理
装
置
及
び
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
よ
り
当
該

複
写
し
た
も
の
を
容
易
に
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
限
る
。

 

（
１
）
 
当
該
電
磁
的
記
録
を
用
紙
に
出
力
し
た
も
の
の
閲
覧
又
は
交
付

 

（
２
）

 
当
該
電
磁
的
記
録
を
光
デ
ィ
ス
ク
に
複
写
し
た
も
の
の
交
付

 

（
３
）
 
当
該
電
磁
的
記
録
を
専
用
機
器
（
開
示
を
受
け
る
者
の
閲
覧
又
は
視
聴
の
用
に
供
す
る
た
め
に

備
え
付
け
ら
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
に
よ
り
再
生
し
た
も
の
の
閲
覧
又
は
視
聴

 

５
 
実
施
機
関
は
、
第
２
項
第
１
号
又
は
前
項
第
３
号
の
方
法
に
よ
り
現
に
開
示
を
行
っ
て
い
る
公
文
書
又

は
同
号
の
専
用
機
器
を
汚
損
し
、
又
は
破
損
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
開
示
を
中
断

し
、
又
は
中
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

６
 
条
例
第

26
条
第
４
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
訂
正
・
利
用
停
止
等
実
施
通
知
書
（
様
式
第
1
5号
）
に

よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

 

７
 
条
例
第

26
条
第
５
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
訂
正
実
施
通
知
書
（
様
式
第

16
号
）
に
よ
り
行
う
も
の

と
す
る
。

 

（
交
付
部
数
及
び
費
用
負
担
）

 

第
1
4
条

 
公
文
書
の
写
し
を
交
付
す
る
こ
と
に
よ
り
開
示
を
行
う
場
合
に
お
け
る
当
該
交
付
す
る
公
文
書

の
写
し
の
部
数
は
、
１
部
と
す
る
。

 

２
 
条
例
第

2
7
条
第
２
項
の
公
文
書
の
写
し
の
作
成
及
び
送
付
に
要
す
る
費
用
と
し
て
規
則
で
定
め
る
額

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
費
用
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

 

（
１
）
 
公
文
書
の
写
し
の
作
成
に
要
す
る
費
用
 
別
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
公
文
書
の
写
し
の
区
分
ご
と

に
同
表
の
右
欄
に
定
め
る
額

 

（
２
）
 
公
文
書
の
写
し
の
送
付
に
要
す
る
費
用
 
日
本
郵
便
株
式
会
社
が
定
め
た
郵
便
料
金
に
相
当
す

る
額
 

３
 
前
項
の
費
用
の
額
は
、
公
文
書
の
写
し
の
交
付
を
受
け
る
ま
で
に
、
市
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

４
 
実
施
機
関
は
、
開
示
請
求
者
（
当
該
開
示
請
求
者
が
本
人
の
代
理
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該

本
人
）
が
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
は
、
条
例
第

27
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該

各
号
に
定
め
る
額
を
減
額
し
、
又
は
免
除
す
る
。

 

（
１
）

 
生
活
保
護
法
（
昭
和

2
5年
法
律
第

1
4
4号
）
の
規
定
に
よ
る
保
護
を
受
け
て
い
る
場
合

 
当
該

公
文
書
の
写
し
の
作
成
に
要
す
る
費
用
に
相
当
す
る
額

 

（
２
）

 
経
済
的
困
難
そ
の
他
特
別
の
理
由
が
認
め
ら
れ
る
場
合
（
前
号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）
 

実
施
機
関
が
適
当
と
認
め
る
額

 

（
出
資
法
人
）

 

第
15
条
 
条
例
第

31
条
の
市
が
出
資
す
る
法
人
で
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
市
が
基
本
金
そ
の
他
こ
れ
に
準

じ
る
も
の
の
２
分
の
１
以
上
の
額
を
出
資
し
て
い
る
法
人
と
す
る
。

 

（
運
用
状
況
の
公
表
）
 

第
16
条

 
条
例
第

32
条
の
規
定
に
よ
る
運
用
状
況
の
公
表
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
告
示
す
る
と
と
も
に
、

一
般
の
閲
覧
に
供
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

 

（
１
）

 
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
の
届
出
の
状
況

 

（
２
）
 
開
示
等
請
求
及
び
開
示
決
定
等
の
状
況

 

（
３
）
 
条
例
第

28
条
の
審
査
請
求
の
状
況

 

（
４
）
 
前
３
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
な
事
項

 

（
補
則
）
 

第
17
条
 
こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
な
事
項
は
、
市
長
が
別
に
定
め
る
。

 

附
 
則
 

（
施
行
期
日
）
 

１
 
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定

め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

（
１
）
 
改
正
後
の
枚
方
市
個
人
情
報
保
護
条
例
施
行
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
７
条
並

び
に
様
式
第
２
号
及
び
様
式
第
３
号

 
平
成

29
年

12
月
１
日
 

（
２
）
 
新
規
則
第
８
条
第
２
項
（
第

1
3号
及
び
第
14
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
 
平
成
30
年
４
月
１

日
 

（
枚
方
市
特
定
個
人
情
報
保
護
条
例
施
行
規
則
の
廃
止
）

 

２
 
枚
方
市
特
定
個
人
情
報
保
護
条
例
施
行
規
則
（
平
成

27
年
枚
方
市
規
則
第

57
号
）
は
、
廃
止
す
る
。
 

（
経
過
措
置
）
 

３
 
平
成

30
年
３
月

31
日
ま
で
の
間
、
特
定
保
有
個
人
情
報
以
外
の
保
有
個
人
情
報
に
係
る
開
示
請
求
に
つ

い
て
の
新
規
則
様
式
第
４
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
様
式
中
「

 

□
閲
覧
 
 
□
視
聴
 

 
□
写
し
の
交
付

 
（
□
用
紙
 
□
光
デ
ィ
ス
ク
）

 

（
□
郵
送
希
望
）
 

（
□
写
し
の
作
成
費
用
減
免
希
望
）

 

」
と
あ
る
の
は
、
「
 

□
閲
覧
 
 
 
 
 
 

 
□
写
し
の
交
付

 
（
□
郵
送
希
望
）
 

（
□
写
し
の
作
成
費
用
減
免
希
望
）

 

」
と
す
る
。
 

４
 
こ
の
規
則
の
施
行
前
に
改
正
前
の
枚
方
市
個
人
情
報
保
護
条
例
施
行
規
則
（
第
７
条
の
規
定
を
除
く
。
）

及
び
附
則
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
枚
方
市
特
定
個
人
情
報
保
護
条
例
施
行
規
則
（
第
２
条
の
規

定
を
除
く
。
）
の
規
定
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
手
続
そ
の
他
の
行
為
は
、
新
規
則
中
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
規

定
が
あ
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
新
規
則
の
相
当
規
定
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
手
続
そ
の
他
の
行
為
と
み
な
す
。 

 別
表
（
第

14
条
関
係
）
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項
 

交
付
す
る
写
し
の
区
分
 

費
用
の
額
 

１
 
用
紙
に
複
写
し
、
印
刷
し
、
又
は
出
力
し

た
も
の

 

日
本
工
業
規
格

A列
０
番
の
用
紙
１
枚
に
つ
き

50
円
 

日
本
工
業
規
格

A列
１
番
の
用
紙
１
枚
に
つ
き

30
円
 

日
本
工
業
規
格

A列
２
番
の
用
紙
１
枚
に
つ
き

20
円
 

日
本
工
業
規
格

A列
３
番
の
用
紙
１
枚
に
つ
き

10
円
 

日
本
工
業
規
格

A列
４
番
の
用
紙
１
枚
に
つ
き

10
円
 

日
本
工
業
規
格

B列
４
番
の
用
紙
１
枚
に
つ
き

10
円
 

日
本
工
業
規
格

B列
５
番
の
用
紙
１
枚
に
つ
き

10
円
 

２
 
光
デ
ィ
ス
ク
に
複
写
し
た
も
の

 
光
デ
ィ
ス
ク
１
枚
に
つ
き

10
0円

 

備
考
 
用
紙
の
両
面
に
複
写
し
、
印
刷
し
、
又
は
出
力
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
片
面
を
１
枚
と
し
て
費

用
の
額
を
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
日
本
工
業
規
格

A
列
４
番
及
び

B
列
５
番
の
用
紙
の
両

面
又
は
片
面
２
枚
に
複
写
し
、
印
刷
し
、
又
は
出
力
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
両
面
又
は
当
該

片
面
２
枚
を
日
本
工
業
規
格

A
列
３
番
又
は

B
列
４
番
の
用
紙
１
枚
と
み
な
し
て
費
用
の
額
を
算
定
す

る
。
 

                       

 
 
 
枚
方
市
附
属
機
関
条
例

 
 
平
成

2
4
年

9
月

1
3
日

 

条
例

第
3

5
号

  

（
設
置
等
）
 

第
１
条
 
他
の
条
例
に
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
く
ほ
か
、
地
方
自
治
法
（
昭
和

22
年
法
律
第

67
号
）
第

13
8

条
の
４
第
３
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
別
表
の
と
お
り
執
行
機
関
の
附
属
機
関
を
置
く
。

 

２
 
附
属
機
関
は
、
執
行
機
関
そ
の
他
担
任
事
務
に
係
る
機
関
の
諮
問
に
応
じ
、
審
査
等
の
結
果
を
答
申
す

る
。
た
だ
し
、
執
行
機
関
そ
の
他
担
任
事
務
に
係
る
機
関
が
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
諮
問
が
な
い
場

合
に
お
い
て
も
、
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

（
委
員
の
委
嘱
）
 

第
２
条

 
委
員
の
委
嘱
期
間
は
、
別
表
に
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
く
ほ
か
、
２
年
（
委
員
を
増
員
す
る
場
合

そ
の
他
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
２
年
以
内
）
と
す
る
。

 

２
 
補
欠
の
委
員
の
委
嘱
期
間
は
、
前
委
員
の
委
嘱
期
間
の
残
期
間
と
す
る
。

 

３
 
委
員
の
再
度
の
委
嘱
は
、
妨
げ
な
い
。

 

（
臨
時
委
員
）
 

第
３
条
 
執
行
機
関
は
、
附
属
機
関
の
担
任
事
務
に
関
し
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
臨
時
委
員
を
委

嘱
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

（
会
長
及
び
副
会
長
）
 

第
４
条

 
附
属
機
関
に
、
会
長
及
び
副
会
長
を
置
く
。

 

２
 
会
長
及
び
副
会
長
は
、
委
員
（
臨
時
委
員
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
互
選
に
よ
っ
て
定
め
る
。
た
だ

し
、
副
会
長
に
つ
い
て
は
、
会
長
が
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
指
名
に
よ
り
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

３
 
会
長
は
、
会
務
を
総
理
し
、
附
属
機
関
を
代
表
す
る
。

 

４
 
副
会
長
は
、
会
長
を
補
佐
し
、
会
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
又
は
会
長
が
欠
け
た
と
き
は
、
そ
の
職
務
を

行
う
。
 

（
会
議
）
 

第
５
条
 
附
属
機
関
の
会
議
は
、
会
長
（
会
長
が
定
め
ら
れ
て
い
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
執
行
機
関
）
が

招
集
し
、
会
長
が
そ
の
議
長
と
な
る
。

 

２
 
附
属
機
関
の
会
議
は
、
委
員
の
２
分
の
１
以
上
が
出
席
し
な
け
れ
ば
、
開
く
こ
と
が
で
き
な
い
。

 

３
 
附
属
機
関
の
会
議
の
議
事
は
、
出
席
し
た
委
員
の
過
半
数
で
決
し
、
可
否
同
数
の
と
き
は
、
議
長
の
決

す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
た
だ
し
、
執
行
機
関
が
定
め
る
附
属
機
関
に
つ
い
て
は
、
出
席
し
た
委
員
の
３
分

の
２
以
上
の
多
数
で
決
す
る
。

 

（
会
議
の
公
開
）
 

第
６
条

 
附
属
機
関
の
会
議
は
、
公
開
と
す
る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
会
議
は
、
非
公
開
と
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
 

（
１
）
 
枚
方
市
情
報
公
開
条
例
（
平
成
９
年
枚
方
市
条
例
第

23
号
）
第
６
条
に
規
定
す
る
情
報
が
含
ま

れ
る
事
項
に
関
す
る
審
査
等
を
行
う
会
議

 

（
２
）
 
公
開
す
る
こ
と
に
よ
り
、
公
正
か
つ
円
滑
な
審
査
等
が
著
し
く
阻
害
さ
れ
、
そ
の
目
的
を
達
成

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
会
議
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２
 
附
属
機
関
の
会
議
の
議
事
に
つ
い
て
は
、
会
議
録
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

（
部
会
）

 

第
７
条
 
会
長
は
、
附
属
機
関
の
担
任
事
務
に
関
し
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
附
属
機
関
に
部
会
を

置
く
こ
と
が
で
き
る
。

 

２
 
前
３
条
の
規
定
は
、
部
会
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

 

３
 
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
部
会
の
組
織
及
び
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
会
長
が
定
め
る
。

 

（
関
係
者
に
対
す
る
協
力
要
請
）

 

第
８
条

 
附
属
機
関
は
、
担
任
事
務
に
関
し
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
関
係
者
に
対
し
、
資
料
の
提

供
、
説
明
そ
の
他
の
必
要
な
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

（
委
員
の
守
秘
義
務
）

 

第
９
条
 
委
員
は
、
職
務
上
知
り
得
た
秘
密
を
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
職
を
退
い
た
後
も
、
ま
た
、

同
様
と
す
る
。

 

（
委
任
）

 

第
10
条
 
こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
附
属
機
関
の
組
織
及
び
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
執
行

機
関
が
別
に
定
め
る
。

 

 １
 
市
長
の
附
属
機
関

 

 枚
方
市

情
報
公

開
・
個
人

情
報
保

護
審
査

会
 

枚
方
市
情
報
公
開
条
例
第

10
条
第
１
項
、
枚
方
市
個
人
情

報
保
護
条
例
第

22
条
第
１
項
及
び
枚
方
市
特
定
個
人
情

報
保
護
条
例
第

26
条
第
１
項
の
決
定
に
つ
い
て
の
不
服

申
立
て
に
関
す
る
審
査

 

５
人
以

内
 

学
識
経
験
を
有
す

る
者
 

 
 

【
略
】
 

【
略
】
 

【
略
】
 

【
略
】
 

【
略
】

 

 

 

名
称
 

担
任
事
務
 

委
員
の

定
数
 

委
員
の
構
成
 
委
員
の
委

嘱
期
間

 

【
略
】
 

【
略
】
 

【
略
】
 

【
略
】
 

【
略
】

 

枚
方
市

情
報
公

開
・
個
人

情
報
保

護
審
議

会
 

次
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
調
査
審
議

 

（
１
）

 
枚
方
市
個
人
情
報
保
護
条
例
（
平
成
９
年
枚
方

市
条
例
第

24
号
）
及
び
枚
方
市
特
定
個
人
情
報
保
護
条

例
（
平
成
2
7年
枚
方
市
条
例
第
2
3号
）
の
規
定
に
よ
り

そ
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
 

（
２
）

 
情
報
公
開
制
度
、
個
人
情
報
保
護
制
度
及
び
特

定
個
人
情
報
保
護
制
度
の
運
営
に
関
す
る
重
要
事
項

 

1
5
人
以

内
 

（
１
）
 
学
識
経
験

を
有
す
る
者
 

（
２
）
 
市
民
団
体

又
は
関
係
団
体

を
代
表
す
る
者
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